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（開会 午前９時30分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 重ねて、おはようございます。 

 早いもので、今年も残すところあと二十六、七日となりました。今年は、日本の

科学者２名の方が医学生理学賞、物理学賞とそれぞれにノーベル賞を受賞され、地

元福岡では、プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスが２年連続日本一に輝き、福

岡市出身の亓郎丸歩選手がラグビーワールドカップで大活躍されるなど喜ばしいこ

ともありましたが、一方では学校でのいじめ問題、火山の爆発や台風による鬼怒川

の決壊により甚大な被害が生じる等、まさしく悲喜こもごもの一年でございまし

た。 

 我が町では、今秋の選挙により因辰美町長が誕生しました。因町長にとりまして

は初定例会であり、議会としましても新町長を迎えての初定例会でありますので、

因町長におかれましては粕屋町の発展に向けて努力する旨を表明されておられま

す。町民の方の期待も大きいものがありましょうし、議会としてもそうでありま

す。その反面、注視もされておられるものと思います。その期待と注視は、町長の

みならず議会に対してもそうであろうと考えます。そういう意味も含め、議会とし

ましても町と議会の二元代表制を踏まえ、双方切磋琢磨しながら町の発展の一翼を

担ってまいりたいと思います。そのためにも、双方意思の疎通を図りながら町民の

期待に忚えるべく努力していこうではございませんか。 

 さて、先月11月11日、第59回全国町村議会議長会全国大会が東京で開催されまし

たので、私出席させていただきました。地方創生の実現を目指してという統一テー

マのもと、皆さんのお手元にお配りさせていただいていますような宣言と決議を採

択しました。これをもとに、全国の町村議会ともども鋭意努力していかなければと

考えているところであります。 

 以上、開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 ただいまの出席議員数は16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だいまから平成27年第４回粕屋町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 日程第１、議席の一部変更及び議席の指定を行います。 

 今回新たに当選されました中野敏郎君、安藤和寿君の議席に関連し、会議規則第

４条第３項の規定によって議席の一部を変更いたします。変更後の議席は、お手元

に配付しております議席表のとおりであります。 
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 また、今回当選されました安藤和寿君の議席を１番に、中野敏郎君の議席を２番

に、会議規則第４条第２項の規定によって指定いたしております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員には、会議規則第127条の規定により、議長におい

て13番山𦚰秀隆議員及び15番伊藤正議員を指名いたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は本日から12月11日までの８日間といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月11日までの８日間と決定い

たしました。 

◎議長（進藤啓一君） 

 日程第４、議長の諸般の報告を行います。 

 まず、会議規則第99条第２項の規定により、閉会中に因辰美君の議員辞職を許可

しましたので報告いたします。 

 議員の欠員に伴います役職の後任につきましては、厚生常任委員会委員長の後任

に久我純治議員、厚生常任委員会副委員長に福永善之議員、議会運営委員会委員に

福永善之議員が選任されましたので、報告いたします。 

 次に、新しく議席を得られました中野敏郎君と安藤和寿君の所属委員会につきま

しては、中野敏郎君であります、建設常任委員会、国鉄志免炭鉱ボタ山開発特別委

員会、議会活性化特別委員会、（仮称）こども館建設特別委員会、総合計画特別委

員会の５つの委員会、安藤和寿君におきましては厚生常任委員会、交通対策及び九

州大学農場跡地対策特別委員会、議会活性化特別委員会、（仮称）こども館建設特

別委員会、総合計画特別委員会の５つの委員会であります。 

 以上、報告を終わります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 日程第５、諸般の報告を求めます。 

 因町長。 

（町長 因 辰美君 登壇） 

◎町長（因 辰美君） 
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 おはようございます。平成27年度第４回粕屋町議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員各位におかれましては年末のご多忙の中にご出席を賜り、心から感謝を

申し上げます。しかし、これからの抱負を述べるのではなく、謝罪から始めなけれ

ばならないことは非常に残念でなりません。 

 去る11月24日に給食センター準備室から大変なことが起こっていますよと報告を

受けました。地中の廃棄物処理に8,000万円が当初予算に要望されており、既に処

理費に5,000万円を使っているとのことでした。議会に廃棄物の説明、処理方法、

予算の執行など何の説明もせずに事業を進め、しかもこのことは竣工式前からわか

っていたとなると、工事を一時中断させなければならないと政治判断をいたしまし

た。30年間問題はなかったと言われている方もいますが、今と昔は違います。何の

保障もありません。リーダーは危機管理が求められます。災害時だけではなく風評

被害対策もしっかりと対忚しなければならないと思っています。このような状況か

ら、粕屋町の将来に禍根を残さないように、住民の代表である議員の皆様としっか

りと議論をしたいと思いますので、住民の考えを幅広く聞いていただき発言してい

ただけることを願っています。 

 それでは、所信表明に移ります。 

 去る10月25日に行われました粕屋町長選挙におきまして、多くの町民の皆様から

ご支援、ご支持をいただき、第７代粕屋町長に就任をさせていただきました因辰美

でございます。10年間の議員経験を生かし、微力ではございますが住民目線で正直

な町政運営に努力してまいる決意であります。便利で資産価値の高い粕屋町、私は

このすばらしい立地条件を生かし、企業誘致を全面的に進めたいと思っています。

これからは、粕屋町が単なる福岡市のベッドタウンではなく、みずからが産業を立

ち上げ自立できる新都市を目指したいと思います。 

 従来から粕屋町のまちづくりの基本理念である太陽と緑のまちと、来年度から第

５次総合計画基本構想において改定された２つの基本理念である協働でつくる安心

のまちを実現するために、私は５つのまちづくりを行います。福岡県で一番を目指

して取り組んでまいります。まずは、子育てしやすいまちづくり、住民サービスの

よいまちづくり、住みたいと思うまちづくり、環境のよいまちづくり、ジュニアス

ポーツが盛んなまちづくりであります。これからは、いろいろな事業を進めるに当

たり、議員の皆様のご理解が必要となります。私も議員の皆さんと一緒に議会活動

を行ってまいりました。議会に対して何が重要なのか認識しているつもりでござい

ます。これからは議員の皆様にしっかりと説明責任を果たし、スムーズな町政運営

を心がけてまいる所存であります。何とぞご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお

願い申し上げます。 
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 最後に、町政運営に大切なことは、町民の皆さんに将来への期待と夢を与えるこ

とができるような住民主体のまちづくりを進めることが重要です。みずからの責任

の重さと町民の皆様のためにという使命感を再確認し、全身全霊を持ってふるさと

粕屋のさらなる発展のために頑張ることを誓い、就任の所信表明といたします。 

 それでは、続きまして、諸般の報告を行います。 

 今回、一部事務組合等の平成26年度の歳入・歳出決算額に関する報告が２件でご

ざいます。決算内容につきましては、配付いたしております資料のとおりでござい

ます。ごらんいただきたいと思います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

（町長 因 辰美君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 日程第６、９月議会に提出されました請願の取り下げの件を議題といたします。 

 まずは、請願第１号「尐人数学級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡充」を国

の関係機関に求める意見書提出に関する請願につきましては、お手元に配付のとお

り、請願者八尋喜美香氏より10月29日に請願取り下げ申請書が提出されました。本

件について、粕屋町議会会議規則第20条の規定により、請願取り下げを許可するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、請願第１号「尐人数学級推進」、「義務教育費

国庫負担制度拡充」を国の関係機関に求める意見書提出に関する請願は取り下げを

許可することに決定いたしました。 

 次に、請願第２号粕屋町内公立学校の学校徴収金口座振替移行要請を求める請願

につきましては、お手元に配付のとおり、請願者山之内薫氏より10月27日に請願取

り下げ申出書が提出されました。本件について、粕屋町議会会議規則第20条の規定

により、請願取り下げを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、請願第２号粕屋町内公立学校の学校徴収金口座

振替移行要請を求める請願は取り下げを許可することに決定いたしました。 

◎議長（進藤啓一君） 

 日程第７、議案等の上程を行います。 

 お手元に配付いたしておりますように、今期定例会に町から提出されました議案

は９件であります。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 因町長。 

（町長 因 辰美君 登壇） 

◎町長（因 辰美君） 

 それでは、議案の上程を行います。 

 平成27年第４回粕屋町議会定例会に提案します案件といたしましては、特別職の

選任同意が１件、第５次総合計画基本計画の策定が１件、条例の改正及び制定が５

件、平成27年度補正予算が２件、以上９件でございます。 

 それでは、議案第69号から順にご説明を申し上げます。 

 議案第69号は、副町長の選任につき同意を求めることについてでございます。 

 11月６日に私が町長に就任以来、空席になっておりました副町長につきまして、

吉武信一氏を選任いたしたく同意を求めるものでございます。 

 氏は、粕屋町都市政策部長の職にあり、粕屋町酒殿にお住まいでございます。経

歴に記載しておりますとおり、昭和52年に粕屋町に奉職され、土木の技術職として

長年手腕を振るってこられました。平成26年４月に都市政策部長に就任されまして

からは、町の将来を方向づける政策を数多く提案され、町を全体的な見地から捉

え、職務を遂行されておられます。 

 このように、氏は行政職員として38年の実績を積まれ、人格・識見ともにすぐれ

た方でございます。選任同意につきましては、何とぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 議案第70号は、第５次粕屋町総合計画基本計画の策定についてでございます。 

 第５次粕屋町総合計画基本構想で定めた将来像とまちづくりの目標を受けて、そ

の実現に必要となる各施策の方向性を示す、平成28年度から５年間の基本計画の策

定について議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第71号は粕屋町税条例等の一部を改正する条例についてでございま

す。 

 平成27年３月31日に地方税法の一部が改正されたことに伴い、町税の猶予制度の

見直しについて、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行

を確保する観点から、納税者の申請に基づく換価の猶予制度の創設及び担保を徴す

る基準など、一定の事項について条例で定めることとされました。 

 また、マイナンバー制度の導入に伴い、関係省令が平成27年９月30日に公布され

たことに伴い、町税の手続において、所定の申告書等の様式に当該提出者等の個人

番号または法人番号を記載する欄等を追加するため、所要の規定を整備するもので

ございます。 
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 なお、施行日は、猶予制度については平成28年４月１日から、マイナンバー制度

の導入に係るものは公布の日からとするものでございます。 

 続きまして、議案第72号は粕屋町債権管理条例の一部を改正する条例についてで

ございます。 

 粕屋町特定個人情報保護条例が平成27年10月５日に施行されたことに伴い、所要

の規定を整備するものでございます。今回の改正は、町の債権の管理に関する処理

について、特定の定めがある場合を除く法令等及び債権に係る情報利用の要件に粕

屋町特定個人情報保護条例を追加するものでございます。 

 議案第73号は、粕屋町消防団条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 粕屋町消防団の団員確保を図るために女性消防団員を採用し、主に消防団活動に

おける啓発、広報活動を充実させることにより、消防団の機能強化及び地域防災力

の向上を目的として条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第74号は粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の制定についてでございます。 

 社会保障・税番号制度の導入に伴い、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律が公布され、平成28年１月１日から社会保障、税、

災害対策分野の行政手続において、個人番号を利用した事務が開始されます。個人

番号の利用及び特定個人情報を提供することができる事務は、番号法に定められて

います。しかし、町は多様な事務を実施しておりますので、番号法第９条第２項及

び同法第19条第９号の規定に基づき、町事務への個人番号の利用及び町のほかの執

行機関への特定個人情報の提供等について、住民の利便性向上、行政事務の効率

化、正確性の向上を図ることを目的とし、本条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第75号は粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてで

ございます。 

 道路占用料の適正化を図るために、国土交通省が道路法施行令の一部を改正した

ことを受けて、粕屋町においても国道に準じた町道の道路占用料の改正の必要が生

じたため、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第76号は平成27年度粕屋町一般会計補正予算についてでございます。 

 今回は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億36万5,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を134億3,772万1,000円とするものでございます。 

 歳入の主なものといたしましては、諸収入を9,752万円、繰入金を5,980万

3,000円、町債を4,320万円それぞれ減額するものでございます。 

 一方、歳出の主なものといたしましては、農業振興事業費を312万円、ひとり親
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家庭等医療費助成事業費を225万円、選挙管理委員会事務費を190万8,000円、中学

校教育振興事業費を120万円増額し、公共施設整備基金費を9,222万円、小学校施設

整備事業費を6,745万7,000円、中学校施設整備事業費を3,156万7,000円それぞれ減

額するものでございます。 

 最後に、議案第77号は平成27年度粕屋町水道事業会計補正予算についてでござい

ます。 

 補正の内容につきましては、現在契約を締結している水道施設運転維持管理業務

委託の委託期間満了に伴い、平成28年度から平成32年度までの５カ年間の同委託料

の債務負担行為を設定するものでございます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。何とぞよろしくご審議賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

（町長 因 辰美君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 議案等に対する質疑に入ります。 

 質疑は一括議案番号順にお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 

 ８番小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 議案第69号副町長の選任につき同意を求めることについてでございますけども、

就任日が決まっているようであれば報告いただきたいと思いますけども、よろしく

お願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私といたしましては、議会承認後すぐにやっていただきたいという希望はありま

すけども、期日の日にちがいいということで１月１日からということで指名をした

いと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、請願を受理しておりますので、事務局長が報告いたします。 

 事務局長。 
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◎議会事務局長（大石 進君） 

 請願の報告。議事日程表の４ページをお開きください。 

 請願文書表、受理番号３番。受理年月日、平成27年11月27日。 

 件名、尐人数学級推進、義務教育費国庫負担制度拡充を国の関係機関に求める意

見書提出に関する請願。 

 請願の趣旨、請願書写し添付につき省略。 

 請願者の住所及び氏名、粕屋町長者原東５丁目７の29の201、中筋宗司さん。 

 紹介議員、田川正治議員、本田芳枝議員、川口晃議員。付託委員会、総務常任委

員会を予定。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、陳情を受理しておりますので、事務局長が報告します。 

◎議会事務局長（大石 進君） 

 続きまして、陳情の報告。議事日程表の７ページをお願いいたします。 

 陳情文書表、受理番号１番。受理年月日、平成27年11月27日。 

 件名、公契約に関する基本条例の制定を求める陳情書。 

 陳情の趣旨、陳情書写し添付につき省略。 

 陳情者の住所及び氏名、糟屋郡須惠町大字植木415の24、福岡県建設労働組合粕

屋支部支部長、斉藤眞宏さん。 

 付託委員会、総務常任委員会予定。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 議案等の委員会付託についてお諮りいたします。 

 本日上程されました69号議案の副町長の選任同意と76号議案及び77号議案の平成

27年度補正予算を除く議案等につきましては、付託表のとおり、それぞれ所管の委

員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 13番山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 議案69号ですが、これ委員会付託がないんですが、この議案69号は誰が報告をし

て裁決にするかを教えてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 これにつきましては、議会運営委員会の中でも説明したと思いますけれども、最

終日に、それまではどこの委員会に付託することなく本会議において質疑を求め

て、討論はございませんが、そこで採決ということになります。付託委員会はござ
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いません。 

 どうぞ。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 何かそういった法的根拠があれば教えてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 法的根拠というよりも、他町等々調査の結果そういうふうな、例えば教育委員長

でございますとか一つの部署に特化した分であれば例えば総務常任委員会とかにな

るんでしょうけれども、副町長ということとなりますと全ての部署にまたがります

ので、どこの委員会にも付託していないという町村が多ございます。したがいまし

て、粕屋町もそれに基づいて提案しているところであります。 

 ほかにございませんか。ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、ご異議なしと認めます。 

 次に、第76号議案及び77号議案の平成27年度補正予算については、地方自治法第

109条第１項及び粕屋町議会委員会条例第５条の規定により議員全員で構成する予

算特別委員会を設置し、予算特別委員会に付託して審査することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、本日上程されました議案等につきましては、付

託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託することに決定いたしました。 

 なお、予算特別委員会の正副委員長は、申し合わせのとおり、委員長に久我純治

議員、副委員長に山𦚰秀隆議員と長義晴議員を指名いたします。 

 次に、請願につきましては、会議規則第92条の規定により、お手元に配付の文書

表のとおり所管の委員会に付託いたしますので、よろしくご審議のほどお願いいた

します。 

 次に、陳情につきましては、会議規則第95条の規定により、お手元に配付の文書

表のとおり所管の委員会に付託いたしますので、よろしくご審議のほどお願いいた

します。 

 日程第12、発議の上程を行います。 

 お手元に配付いたしておりますように、今期定例会に委員会から提出されました

議案は２件であります。議会運営委員会から提出されました議案２件につきまし

て、提案理由の説明を求めます。 



- 16 - 

 八尋議会運営委員会委員長。 

（議会運営委員長 八尋源治君 登壇） 

◎議会運営委員長（八尋源治君） 

 粕屋町議会委員会条例の一部を改正する条例について。発議第５号議会運営委員

会からの提案理由について説明をいたします。 

 社会情勢や国と地方との関係の変化に伴い、地方の自主性、自立性の確保など、

議会の役割と責任の重大さから、粕屋町議会では議会改革を検討してまいりまし

た。その中で、常任委員会制度の改革において、３常任委員会制を継続しながら、

委員の複数所属制を採用して、ほかにもう一つの希望する常任委員会を選択するこ

とができるとする制度を平成28年４月から試行するために、粕屋町議会委員会条例

の第２条を改正するものであります。 

 次、引き続きまして発議第６号の理由を説明します。 

 粕屋町議会会議規則の一部を改正する規則について。発議第６号議会運営委員会

からの提案理由について。本年５月に標準町村議会会議規則が改正され、本会議及

び委員会の欠席理由として、今回新たに出産が欠席理由に追加されたものに伴い、

粕屋町議会においても社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席届について新たに

規定するために、粕屋町議会会議規則の第２条を改正するものであります。 

 以上です。 

（議会運営委員長 八尋源治君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいまの説明に対する質疑に入ります。 

 質疑は一括議案番号順にお願いいたします。 

 提出者に対する質疑はありませんか。 

 ９番田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 発議５号ですね、複数制を実施するとするために、議員が同時に２を超える常任

委員となることができないということになっている案ですが、それぞれの３常任委

員会に８人以内の議員が委員としてということの提案ですけど、これが任意なの

か。任意でそれぞれの常任委員会を選ぶことができるということなのか。その定数

という表現はなかったので、どちらかちょっと確認をしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 八尋議員。 

◎議会運営委員長（八尋源治君） 

 お手元のほうに、事務局のほうから改正の条文を手元にお配りしておりますの
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で、それを見ていただければご理解できると思います。 

 なおかつ、議会運営委員会におきましてはその都度委員が各常任委員会に持ち帰

り報告をするようになっておりますし、なおかつ丁寧に議会、全員協議会でも説明

を重ねてきております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 この件につきましては、全員協議会においても審議いたします。今日は議案提出

についての質疑でございますので、詳細については全員協議会の場でただしていた

だきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則

第45条の規定により議長に一任していただきたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議

長に一任していただくことに決定いたしました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 散会いたしましたが、何かありますか。 

 12番本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 突然なので、これを受けていただけるかどうかわかりませんが、私の今の思いを

申し上げますが、諸般の報告のときに給食センターについての工事についての説明

がございました。議会としては11月30日に説明がありましたので、あらかたは知っ

ております。ただ、この今現在行われているその内容は、町民の皆さんに全て行き

渡っております。それで、町民の皆さんは、その内容について初めて聞かれると思

うし、とても不安に思われる方もあると思います。職員の方もどの程度、先ほど町

長が説明されたことを知ってあるのかどうか、こちらもわかっておりません。た

だ、議会に対してはきちんと説明責任を果たすという意味で、11月30日になさいま
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した。そして、今日諸般の報告、施政方針演説の前にきちんと報告なさったのは、

とても今までにはない新しいやり方でよかったなと思いますが、もう尐し、例えば

今後この内容を受けて一般の町民の皆さんが役場のほうに問い合わせとかあると思

います。そういったことに対する対忚とか、今後どうするかをある程度思いがあっ

たり、あるいは方向性があったら伝えていただきたいと思います。今後、議会は来

週から一般質問があって、常任委員会があるので、その間町民の皆さんは一切こう

いうことに関してはわかりようがないんですね。だから、役場のほうに殺到するか

もわからないので、その辺の対策として、今報告をなさいましたから、尐しでも考

えておられれば、そのことについて発言をお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 わかりました。今日は諸般の報告でございますから、粕屋町の慣例として諸般の

報告に対する質疑は求めておりません、やっておりません。したがいまして、その

件につきましては全員協議会等もありますから、その場でおっしゃったこと質問し

ていただきたいと思います。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 議会に対してではないのです。この内容は町民全て、今日は特に注目していま

す。だから、多くの皆さんが先ほどの報告を聞いています。だから、今後その町民

に対してどうするのかを尐しでも言っていただくと皆さんは安心なさると思いま

す。だから、そのことを町長に求めております。議員に対してはきちんと説明をし

ておられますので、私どもはその点に関して質疑をする気持ちはございません。議

会中それは聞けばいいことですから。ただ、町民の皆さんは今日初めて聞かれます

ので、その辺の報告が尐しでもできればと。これはあくまでもお願いです。もし町

長にそのお気持ちがあればしていただきたいし、それは今後まだ検討するというこ

とであればお答えは要らないと思いますが、だからあくまでも私はお願いとして今

話をしております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 それはわかるんですけども、今までが、今日は諸般の報告の中で説明されました

ので、諸般の報告については質疑求めておりませんので、それを、今までのルール

を変えるとするならば議会運営委員会等々の中でも審議していただいて、そうやろ

うということになればそういたしますけれども、今日は今までのことで進めており

ますので、そのことについては重々内容はわかりますので、この会期の中で説明が

あろうかと思います。町民の方に対しても、最終日等々もあるわけですから、済み
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ませんがご理解賜りたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 町民の皆さんには１週間以上わからない状態で過ぎるんですよ。だから、例えば

ホームページで記載するとか、あるいはインタビューをして受けてその説明をする

とか、あるいは皆さんにそのお話をするとか。せっかく報告をなさったら、そこま

で考えてなさらないと町は混乱すると思いますし、その辺をどうしてあるのか、あ

るいはどうされようと思っているのかをやはりきちんと伝えていただけるとありが

たいなと。例えば、私が今日の内容を聞いて質問されても答えようがないんです

ね、まだ。だから、具体的に知らないので、今後の方向もわかりませんし、しかも

これはＰＦＩという大きな事業なので、皆さんの注目度が高いんです。だから、せ

っかくこういった形でインターネットで配信されているわけですから、その中で今

後どうするという、どうしようという、そこまでちょっとを言っていただくと町民

の皆さんも安心して、じゃあこういうふうに聞けばいいとか、こういう流れなんだ

なっていうのがわかると思うので、それは議会ではなくて、議会がこのインターネ

ットで配信しているわけで、町民皆さん、世界中の皆さんにこのことがわかってい

るんですよ。だから、そのことに対する対忚、議会内部だけではありません。それ

が町全体の、いろんな意味でまちづくりに影響すると思うので、私は申し上げてい

るだけです。議会に対してではありません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 わかりました。ルールは変えられませんけども、町長としてさっきの諸般報告に

追加するところがあればおっしゃってください。それ以上のことにつきましては、

この会期中の中で会議を持ちますので、詳しく説明していただきたいと思います。 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 それでは、本田議員の質問にお答えします。 

 各課長までこういった問題が皆さん認識しているのかという、まず冒頭にござい

ましたと思いますが、今回の問題は非常に大きい問題でございます。ですから、部

長以上の幹部会をもう10回近く行っております。それから、最終的にはきのう、お

とといぐらいだったですか、課長、部課長会議を開きまして、ただいまの経過をし

っかりと説明をいたしております。そういった中で、粕屋町の役場内で全体制で誰

でもわかるように認識はさせているつもりでございます。 

 今後の受け付けといたしましては、軽々な発言は難しいと思いますので、やはり

準備室になろうかと思います。これは今から、この議会が終わりまして検討したい
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と思います。 

 それから、先ほど住民に対してということでございますが、今日３時から記者会

見をさせていただきたいます。こういった中で、新聞あるいは報道のほうからしっ

かりと住民に配信されると思いますので、そのような結果から、今後は議会でしっ

かりと議論しながら、その方向性を決めていきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 よろしいですか。教育長には質問求められておりませんので、会期中の中でおっ

しゃってください。 

 再度申します。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午前10時13分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 それでは、ただいまから一般質問を行います。 

 発言に関しましては、質問者は会議規則を遵守し、さらに文書通告の主旨にのっ

とり簡単明瞭に、答弁者の発言に関しましては質問にそれることなく的確に、しか

も簡潔にされますことを議事進行上、強くお願いする次第であります。 

 なお、答弁側におかれましては、答弁者が誰か明確となるよう声に出して意思表

示されますようあわせてお願いをしておきます。 

 それでは、通告順に従い、質問を許します。 

 ２番中野敏郎議員。 

（２番 中野敏郎君 登壇） 

◎２番（中野敏郎君） 

 おはようございます。議席番号２番中野敏郎です。初めての議会質問をさせてい

ただきます。一般質問ですね、失礼いたしました。 

 私がここに立つのにというんですか、６年余りの歳月が必要でした。６年前、初

めて町議選に立候補をいたしまして、残念ながら落ちたわけですが、そういうふう

な私の思いを持ったスタートというのは、やはり人とのつながりであるとか憧れ、

そういうものだったものだと思っております。 

 何を申しましょうか、私が町議選に立候補しようと思ったのは、今町長になられ

た因辰美氏、彼が私の身近にいたということがそのスタートだったと思っておりま

す。実は昨日、私の義理の父が亡くなりまして、因辰美氏あるいは町長でしょう

か、から弔電をいただきました。その中に私の義理の父と辰美氏との長いかかわり

というものを知ることができました。そういう流れ、それから、うちの祖母は辰美

氏のことを辰美ちゃんっていうふうな言い方で呼んでるような、それから私自身も

たまたまっていうんでしょうか、小学校のＰＴＡ役員になったときに辰美氏が成人

教育委員長でありました。それで、次が私の番でありました。ついでに申せば、官

兵衛うどんの小川氏がその前段の委員長でございました。そういう人の流れってい

うんでしょうか、そういう中から私は町議選に立候補したわけですが、済みませ

ん、喉が渇いてしまっております。 
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 １回目立候補しましたときに、私の中ですごく大きなポイントというのがござい

ました。それは何かと申せば、私は造園の仕事を日ごろしておるのですが、この地

球環境というか、そのときにはストレートに中国からの黄砂、これがすごく私たち

の足元に押し寄せているというのが大きな私の悩みでございました。毎日糸島のほ

うにたまたま仕事に行っておりました。そうしたら、九大の新しい学園都市ができ

ているのですが、それが見えないんですよね、毎日毎日。それが毎日毎日続いてい

る、これはいかんなと。で、帰ってから木の上にちょっとしたステージをつくって

おります。そこで夕刊を読んでいると、田主丸のポプラ隊、これは内モンゴルにポ

プラを植えに行く隊なんですが、それが募集しているというふうなことがありまし

た。で、よし、これは中国に行かなきゃいけないな、中国を見てこなきゃいけない

よなと思って中国へ参りました。 

 済みません、ちょっとここで風呂敶を広げさせていただきます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 一般質問につながりますか。 

◎２番（中野敏郎君） 

 つながります、済いません。長くなりますが済いません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 いや、結構ですよ。 

◎２番（中野敏郎君） 

 いいですか。 

 そのとき、荷物が多いので、アフガニスタンで考えるというふうな形の本を持っ

ていきました。これだったらちっちゃい本でですね。中国のそのポプラっていうの

を植えるときに、ただ植えに行くというだけじゃなくて、私たちっていうのはその

中ですごく何か勉強させられました。何で私たちが中国に行ってまで木を植えなき

ゃいけないんか、現地の人はどう見てるんだろうかな。で、中村哲という方です、

この方はですね。彼の考えというのが私の中に大きな要素を受けました。やっぱ

り、私はこの日本の中で何か私もやれることがあるんじゃないかと思って、この議

会に入ってそういうことをやっていこうというふうな思いを持ちました。 

 長くなりそうですので、ちょっとはしょっていきます。 

 ２回目も立候補したわけですが、実はこの時も大きな悩みがありました。何かと

いったら、ＰＭ2.5ですね。これがまた押し寄せてくる。私にとって、すてきな庭

をつくろうのが大きな目的でした。海の中道海浜公園で、毎年匠の庭というものを

つくっておりました。そのタイトルに、私は「至福のひととき」というタイトルで

庭をつくりました。それはどんな庭かと。木漏れ日にあって、花が足元にあって、
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ベンチがあり、そしてから片一方にはコーヒーでも置けて、そして本を置いて、外

でコーヒーを飲みながら本を読めるというスタイルでした。だけど、つくって思い

ました。何だろうな、この庭って。実際、そこで飲もうとするんだろうか、こんな

ふうな形でＰＭ2.5というのが覆いかぶさるようなこの日本の中で、そんな庭をつ

くって意味があるんだろうか。そういうふうな悩みというのもあったわけですね。 

 これまで、だんだんだんだん私たちの中で当たり前、当たり前と思ってたことが

だんだんだんだんと当たり前でなくなってくる。もう皆さんと同じ世代ですから、

わかりますよね。自動販売機にお茶が出たときに、何でこんなお茶なんか買おうか

と、その後にはまた水がペットボトルで売っている。何でこんな水を買わなきゃい

けないんだと。中国の様子見てたら、ひょっとしたら今度は空気でも売ってて、自

動販売機でですね。それを僕らは買わなきゃいけなくなるような世の中になってい

るんじゃないかな、そういうふうなことを僕はすごく危惧しました。そんな思いを

持って、いろんな勉強をやっていきました。 

 じゃあ、農業に絡めていきます。今日の私の質問というのは、もう基本的に農業

のことについてです。粕屋の未来というものが、農業にまだまだ託せるところがい

っぱいあるんじゃないかと思ってから、そういう観点でいろんな形で質問をさせて

いただきたいと思っております。 

 まず最初に、残念ながら３回目の立候補というかこの間の補選、もう私は本当は

出ろうと思っておりませんでした、済いません。なぜかと申しましたら、給食セン

ターのことがもう既に決まっていたということですね。その給食センターに対し

て、私はもう１つの考えを持っておりました。これは自校式でいくべきだと。なぜ

教育委員長ですか、教育長もおっしゃっておりました、この議会の中でですね。や

っぱり、一番いいのは自校式なんだと。ただ、予算とか、そういう問題でそういう

ことはなかなかできないということですよね。だけど、私にとってみたら、自校式

でやるということは、農業とかかわるんだというふうなことを思っておりました。

小学校の生徒たちが毎日通学するところに看板が上がっております。このお米は、

皆さんの給食になりますと。このキャベツは、後々皆さんの給食になりますと書い

てたとします。どうでしょう。子どもたちは、毎日毎日その看板、そしてその様子

を見ていくんじゃないでしょうか。ひょっとしたら、農夫の人はキャベツに消毒か

けるとき、うん、子どもたちに見られたらやばいかなと思いしゃるんじゃないか

な。健康なキャベツができて、それが給食に与えられるんじゃないかなと私は思っ

ておりました。ただ、大きな大きな単位になっていくと、そういう給食に与えれる

農家の人たちというのもいなくなってしまいます。 

 粕屋町は、ブロッコリーが特産と言われておりますが、実際給食にブロッコリー
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が上がるというのも相当大変ということを給食センターのほうでお聞きしました。

実際上は、それを集めようとしたら、青年部の方にお世話していただくんだけど、

なかなかそれが集まらない。それよりか、中南米からもう取り寄せたほうがいいん

だという、簡単にできる、そういうふうなこともおっしゃっておりましたが、それ

じゃあやっぱり地産地消とかと言われるような、そういうことができないんじゃな

いかなと思っておりました。 

 まだまだちょっと前文が長くなるんですが、何かといったら、これは地元の話で

す。つい先日、僕は大川小学校の大川小祭りというのに呼ばれました。この大川小

学校祭り、19回目なんですが、私とか大川小かかわりの議員の方、それから石山次

長も来賓として来られたんですが、そのとき私はすばらしい、本当にすばらしい子

どもたちの発表に出会いました。何かと申しましたら、資料をいただいてきまし

た。そのとき発表した小学校５年生の発表です。 

 これは５年生、タイトル、伝えよう世界遺産、守ろう地球の宝物。世界遺産とい

うのが日本に結構あります。もう数え切れないぐらいありますが、子どもたちはこ

れで発表するときに論議したそうです、何を発表しようかと。で、私が最初に言い

ましたキーワードですね。つながり、やっぱり彼らにもつながりがあったんです

ね。その前の単元で、国語の単元で和菓子のことを勉強していたそうです。だもん

で、彼らはすぐに和食を取り上げようというふうなことで、和食のことをこの呼び

かけの中で叫んでいるわけですね、呼びかけているんですよね。その文、全部読ん

でもいいんでしょうか。私も、この展開がどうなるかあれなんですが、もうすばら

しいことを言います。 

 結論的に言えば、和食を食べましょうと、和食が健康にいいんだということをそ

の小学校の５年生の人たちが言うんですよね。皆さんも覚えているでしょう。僕ら

の小学校のころも、やっぱり呼びかけっていうのがあって、私も小学校６年のとき

の呼びかけ、今でも覚えております。ちょうど卒業式の呼びかけです。校庭の桜の

つぼみも膨らんで、これが私のせりふでした。きっとこの中で、和食を食べましょ

う、和食にしましょうと言った子というのはずっと覚えていると思うんですよね。

すごいつながりがこの子できている。そして、先生から聞いた話ですが、その後す

ぐに家庭科の時間でみそ汁と御飯をつくるという展開になっているそうです。もう

まさにそういう和食のことにばっちり入っていけるというふうな展開がされている

わけですよね。 

 たまたま昨日、大川小学校のほうからお礼みたいな形で、保護者アンケートとい

うのが来ました。５年生のとこだけ読まさせていただきます。高学年になり、発表

の内容も私たち親も考えさせられるようなもので、とてもよかったです。合唱には
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とても感動しました。子どもたちの心が伝わってきました。体だけでなく、心も成

長しているなど、実感しました。ふれあい広場のとき、子どもたちが食べ終わった

容器を返却するとき、元気な声で唐揚げおいしかったですと言ってくれた。お母さ

ん方みんなが笑顔になりました。本当にうれしかったです。食の根本というのは、

顔が見えて、顔が見える人がつくって、顔が見える人が調理して、そしてその反忚

がわかる。給食のおばちゃん、おいしかったよと、そんな展開になるのが私は原点

じゃないかなと。世の中というのは、だんだんだんだん大きな単位になっておりま

す。もっとちっちゃな単位で本当に昔は、私たちのころの給食というのは、悲しい

かな、何か食べさせればいいというふうな時代だったと思います。今からは食育の

っていうんですか、本当の食事というのを給食で与えるというのが必要じゃない

か、私は思っております。 

 前文が長くなってきましたが、第１問入っていきたいと思います。 

 町内農業の現状をどのように認識していますかというふうな形で大きな問いにな

っておりますが、こんな問いですが、町長、考えられたかと思いますが、町長お願

いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 それでは、中野議員の質問にお答えいたします。 

 おっしゃってることにつきましては、十分認識しておるわけでございますけど

も、粕屋町の農業は、今稲作を中心に土地利用型農業が展開されています。都市化

の進行に伴い宅地化が進み、農地や農家数も減尐傾向で後継者の確保が困難な状況

になっております。今後は、生産基盤である農地の保全と有効利用に努め、基幹的

担い手農家、認定農業者への農地の集積を促進するとともに、行政関係機関が一体

となった支援体制を整備していきたいと思っております。後継者の確保、育成を図

りながら、集落営農組織や機械利用組合等、農家経営の近代化促進、魅力ある地域

農業の確立を目指していきたいと思っておりますが、やはり今の粕屋町の農家の現

状におきましては、私もこの粕屋町で40年間以上農業をやっております。そういっ

た中で、その重要性というのは十分認識しておりますけども、やはり粕屋町の農家

も生活があります。そういった中で、やはりゆとりの農業をやるのでは十分にこの

土地管理はできると思いますけども、今の状況では、皆さん兼業農家がほとんどで

ございますし、その兼業農家が自分で働いてきたお金を農業のほうに費やしていく

というような構造は、なかなかその農業で生計を立てるということは難しゅうござ

いますので、その点も兼ね備えながら、今後また考えていきたいと思います。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 答弁ありがとうございました。 

 確かに、町長は農業やられておって、私もよく知っております。実は、うちの妻

の実家も、辰美さんと言ったらいいんでしょうか、から田植えしていただいたりし

ております。ただ、そんなとき私もよく思うんですよね。田植えの機械に町長が乗

りながら往復されていく、そんな中私も、ああ、農業のことはどうなんだろうと、

どう考えてあるんだろうな、背中を見ながらあるいは向こうからこっちに来るとき

というんですか。私は仕事をしながらというんですか、結構心の余裕があるという

か、何でかと、時間は拘束されるんだけど、草をとりながらあるいは剪定しなが

ら、やっぱりいろんなことを考えれます。で、すぐにメモして、そんなことは今度

発言しようとか、そういうふうなことを何か思うんですが、こんなぶしつけな質

問、いいのかわかりませんが、耕運機であるとかトラクターであるとか田植機、あ

あいう機械に乗りながら移動するとき、案外ぼけっとはできますよね。そういう何

かある意味ではゆとりのあるときに、町長は農業のことをどんなふうに考えてある

かなと。本音っていうんですかね、そんなところをお聞きしたいなと。考えてなか

ったら、考えてないで結構なんですが。ただ、とかでも結構です。どうぞ。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私は、機械に乗ってるときは、若干尐ないと、印象的には思っておりますけど

も、やはり実家の家の田んぼを、そういった田植えをするときは曲げてはならない

という、しっかりプロ意識を持って植えております。ですから、そういった農業の

関係で考える余地はございません。自分の家のときにつきましては、やはりこうい

った中で水がたまり、そして緑になり、そして収穫を味わえるという風光明媚なこ

の粕屋の遺産がゆとりを持って管理できればなと私はいつも思っております。です

から、農家の方が、やはり粕屋町の方にしっかりとそういったくつろぎを持てる、

そういった自然を提供できているということは、私重大なことではないかなと思っ

ております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 町長が答えられたそういうところ、私も強く思ってるところで、次回の一般質問
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ではそういう点を質問したいと思いますが、今回農業のことっていうふうな形で、

先ほど出ておりましたが新規就農、そういうところでどういうふうな手だてをてい

うんですかね。 

 というところで、ちょっと長くなりますが説明、解説させていただきたいと思い

ますが、実は私はアイガモ農法というのを人がやっておって、そのお手伝いをやっ

ております。そのアイガモ農法で有名な人物がおります。古野隆雄という人物で、

桂川町に住んでおられる方なんですが、これも失礼な話ですが、町長、古野隆雄さ

ん、知っておられますでしょうか。簡単な答えで結構です。 

◎町長（因 辰美君） 

 アイガモ農法は存じておりますけども、お名前は知りません、済いません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 どうぞ。 

◎２番（中野敏郎君） 

 もう一つ、同じように地域振興課長の安松課長も、古野隆雄氏、ご存じでしょう

か。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安松課長。 

◎地域振興課長（安松茂久君） 

 まことに申しわけないんですが、私もアイガモ農法は知っておりますが、お名前

のほうは存じ上げてはおりません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 ありがとうございます。 

 実は、こんなことが起こりました。桂川町で私は何年か前に、古野さんのところ

に手伝いに行きました、援農に行きました。で、ただの働きですね。タマネギの苗

を、寒いところでした。桂川は寒いんですよね。そこで植えてて、何が楽しみかっ

ていったら、昼休みにみんなで食事をするっていう、それだけなんですけど、でも

その中に楽しい会話があるんですよね。そのときたまたま、桂川町の役場の方が来

られてたんです。それが何かといったら、地域振興課の課長さんだったんですね。

何で来られてたかといったら、彼は、実は議会でその古野さんのことが取り上げら

れている、なのでちょっと調べに来たというか、聞きに来たというふうな形でその

課長さん、来られたんですよね。古野氏、古野隆雄さんは、彼に対して、ちょうど

自分が出している本、彼はもう何冊も本を出しております。これもそうですし、
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「農業は脳業である」と、しゃれっ気もある方なんですよね。それから、これはＮ

ＨＫラジオで放送された「農業と人生をおもしろくする」というふうな本なんです

けど、こういうふうに著名な方であるんですが、彼はこの１冊の本をやって、これ

を読んどきっていうふうなことを言われたんですよね。その後、まだ古野氏はどこ

かに行かれたんですが、奥様と私とまだ別個ほかの方と、その地域振興課の課長さ

んと何か会話してたんですけど、私はそのときに彼に、何か出しゃばりかもしれな

いんだけど、ちょっと一言言ったんですよ。何と言ったか。課長さん、実は古野さ

んは、古野さん自体も九大の農学部出られて自宅のっていうんですか、農業継がれ

てますが、彼の息子が２人男の子がいまして、１人長男は九州大学の農学部を出て

るんですね。そして、もう一人は京都大学の農学部を出ておりますが、その２人と

も、古野農場というか、そこで働いているんですよ。これってすごくないでしょう

かと私は彼に言ったんですよね。何と言うんでしょうか、農業をやってる人の多く

が農業をやらないと。私たちの世代っていうのは、みんな親が農業やっててもそれ

を否定されたというか、私も農家の次男ですが、親はおまえはもう農業やらする

な、もちろん次男でありましたからそう言われたんですが、そうじゃなくても否定

されていたというんですか。それを古野隆雄さんのところは、息子が２人とも農業

をやってる、もうこれだけすごいことでしょう。自分のことと置き換えても、そう

じゃないかな、皆さんそれぞれね。 

 その古野さんは、すごい教育力を持っております。余り語らないんだけど、いろ

んな講演会に呼ばれたり。実は、古野さんは、この粕屋町にも来て、講演会という

か授業をやっております。たまたま粕屋東中の先生がある会で古野隆雄さんと出会

いまして、じゃあ古野さん、粕屋東中の総合学習で授業をやってください、総合学

習をやってくださいというふうなことが決まった。そして、古野さんは粕屋東中

で、もう数年前ですけど、授業をやっております。で、次の日なんですが、たまた

ま偶然なことですが、私があるパン屋さんに行ってからパンを買おうとしたら、お

母さんから、中野さん、中野さん、うちの息子が農業をやりたいと言ってるって。

何で、どうした、いや、昨日授業でこんなことがあって、古野さんのお話を聞い

て、農業をやりたいと言ってから、農業の道に進むというふうなことになっていく

んですよね。で、彼は、特定していいのかわかりませんが、福岡農業を受けて、今

農業の勉強をやっております。古野さんとこにも何回も行ってから、いろんな勉強

をしているんですよね。これぞまさしく後継者でないかなというふうなことを思う

んですが、残念ながら彼のうちは普通の会社員の家庭でございます。土地も持って

おりません。 

 これから農業をやろうとする新規就農、町長からちょっと伺いましたが、新規就
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農がたった１名ぐらいしかないとかというふうな話なんですが、これを広めようと

する対策というものをどうにかとってもらいたいと思いますが、そういう方便って

いうんですか、やり方っていうのは今ありますでしょうか。質問です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 農業は、やはり見方によってはその方向から感じられると思いますけども、やは

り全般的につきましては、今は生活のほうを重視してるような気がいたします。私

も思いは十分中野議員と同じでございますけども、やはりそういったものが各家庭

でそれが通用するものだろうかと。まず、先に生活が先ではなかろうかというよう

な発想が多いかと思いますので、私たちもやはり、親からはこれからは農家がもう

難しい、農業を続けるのが難しいから勤めに行けというような、そういったほとん

どの方がそういうふうな形ではなかったんではないかなと思っております。ですか

ら、やはりそういった見方がある人も多くおられると思いますので、そういった方

がおられましたら、ぜひ粕屋町のほうも支援をしてまいりたいと思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 先ほどの尐年は、まだ高校１年です。２年あります。ぜひいろんな形でっていう

んですか、新規就農できるような方策というのを考えていただきたいと思います。 

 今、町長が見方の違いということをおっしゃいましたが、私の後ろには、しゃれ

ではありませんが、結構味方がおります。何か。仕事をしながら、いろんな奥さん

と話したら、やっぱり私たちの今の成果っていうのは結構不安定であるっていうん

ですかね、何がそうかと。やっぱり、次の質問項目なんでありますが、自給率って

いうんでしょうか。自給率が相当に下がっている。私も、自分の自給率を上げよう

と思っておりますが、私の自給率なんてほとんどないんですよ。米は女房のところ

で一緒につくると、それはあるでしょう。だけど、そのほか野菜、ちょこちょこは

つくりました。あと鶏を飼っております、ヤギ飼っております。乳を飲めるとか、

まだその段階にはなってませんが、卵を食べれるとか、そういうことはあるんです

が、だけど卵１個食べたからといって、これが自給率に換算していくとどうなる

か。卵のもともとというのは、ほとんどが飼料ですよね。飼料というのは外国から

来ていて、ほとんどその自給率を上げることにはなっていかないと、こういう現実

というのがあるわけですね。 

 もう一つ言えば、自分ところのつくった米を食べていないというふうなところも
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あります。江辻の家では、米っていうのはつくったらカントリーに出して、そのま

んま大きくまとめられ、またそれが返ってくるので、自分の米ではないと。農家で

もそういう現実というのがあります。自分の米を自分で食べようと思ったら、一般

家庭の方ってなかなか難しいですよね。私も仕事柄、この間小屋をつくってくれと

ある団地の方から言われたんですね。何のための小屋ですか、冷蔵庫を置くと。冷

蔵庫といっても、普通の冷蔵庫じゃないんですよね。農家の方はみんな知ってるん

ですね。その冷蔵庫が納屋の中に入ってるんですよね、大きな米を何俵も入れれる

ような。でないと、自分ちのつくった米を自分で食べれない。その方は、自分の田

舎から一遍で米をもらうから、それを外に置いてたらいろんな形、昔みたいな俵み

たいなのを置いてたら虫が入ってきて、味が悪くなる。そういう形で、だんだんだ

んだんと自給率というのが減ってくる。 

 また、仕事に絡めて言いましたら、私の中でのすごい不安というのは、自給とい

うよりか保存しているという世界がだんだん減ってきていると。この仕事を始めた

ころ、新しい家ができたら、新築の家ができたら、おばあちゃんなんかも住んでた

んでしょうか。裏側にタキロンの何か小屋みたいな倉庫みたいな、壁みたいなもの

ができて、何か漬物小屋みたいなのができておりました。それはもう10年、20年前

の話ですね。最近の新しい家というのは、もう四角四面ですよね。そういう漬物を

漬けようとか、そういう空間がもうなくなってしまっている。いつも私はお客さん

とこんな話をします。皆さんのお母さんが、おばあちゃんが10できた伝統的な和

食、伝統的な保存の方法というのが10できたとしたら、あなたは幾つできますか。

おばあちゃんが10だったら、もう８になってるかもしれませんね。その娘、そした

らもう５とか３とか、もうこんなふうな形に減ってきている。皆さんの中でも、漬

物というような形で漬けてるものが何か、昔は10種類ぐらい漬かっていたんじゃな

いかと。だけど、せいぜい今は梅干し漬けるんかなというふうな形。漬物をちょっ

と何かパックに漬けて冷蔵庫に入れて漬けるんかなというふうな形になっておりま

すよね。そういうふうな形で、だんだんだんだん自給率と言わずに、その足元が損

なわれてきている。そういうふうなことでいろんなことが起こってしまったらどう

なるんだろうかと。私は、相当に何か勝手な心配なんですが、しておるわけなんで

すよ。この自給率を上げる方法というものを私なりに考えみたんですが、先に行っ

ていいですか。 

 この、たつみがめざす５つの町づくりには、農業に関することというのはござい

ませんでしたね。環境というのがちょっとはかかわりがあるかと思いますが、この

福岡県でナンバーワンのっていうんですかね、そういう粕屋町に、自給率がナンバ

ーワンのですね、できないかっていうふうな質問しておりますので、答弁お願いし
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たいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 中野議員の質問にお答えします。 

 粕屋町の人口は、今11月末で４万5,708人であり、過疎地域ではありません。今

は、志免が４万5,605人ということで、もう志免を抜いたような状況でございま

す。現状は、就農率も低く、農家は高齢化しておりますので、残念ながら率としま

しては人口は高くございますので、自給率の高さっちゅうのはほぼ不可能に近いの

ではないかなと思っております。しかしながら、そういった方向性を考えるという

ことは、私は今までもやってきておりますし、安全な作物というものは、やはり虫

がおっても安全なものを選ぶというような意識も今後は食育のためにやっていかな

ければならないと私は思っております。 

 それからまた、粕屋町の方は、もう近ごろはアイガモだけではなくて、やはり米

の中にはクモとかいっぱいおるわけですね。そういった中で駆除していきながら、

今農薬はほとんどかけないような状況になっておりますので、そういった農法だけ

で考えるのではなく、私ももう20年以上農薬は振っておりません。それは、自分た

ちで食しなければならないということから、やはり安全なものを尐しでも地域の方

に食べていただきたいという思いから、そういった消毒したいけども我慢してると

いうのが現状でございます。それは、農家もほとんどの方が自分で食するものにつ

きましては、消毒はしていないと思います。ですから、やはり食の安全っていうも

のが今後は大事になると思いますので、今後中野議員がおっしゃるような観点から

も、ぜひ前向きに考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 答弁ありがとうございます。 

 自給率というふうな形で申してたところで、尐々安全と、もちろん安全というの

が原点であるかと思いますが、私何かこの質問を考えながらというんですか、２つ

のことをちょっと考えたんですよね。やっぱり、自給率を上げる一番の方法は何か

といったら、給食で要求水準書というのがありまして、この間ちょっと石山次長の

ほうとも話しましたが、要求水準書に地域のお米を使う、食材を使うとか地産地消

的なことも書いてありますね。これにもういっぱい乗っかるというんですか、そし
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たら自給率っていうのはすごく上がっていきますよね。 

 もう一つは、地域振興課、今ちょうどかかわってあるんですけど、ふれあい農園

ですね。ふれあい農園というのを今募集してあるんですが、ちょっとお聞きしま

す。今、募集状況とか、たまたま今原町のほうに新しく開設されてから募集してあ

ります。その辺をお聞きしたいと思います。課長お願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安松地域振興課長。 

◎地域振興課長（安松茂久君） 

 ただいまのふれあい農園の状況につきましてお答えをさせていただきます。 

 今、粕屋町には、新しくできました原町農園を含めまして、４農園ございます。

それで、全体では15平米区画が129区画ございます。また30平米区画は101区画ござ

います。それで、空き区画につきましては、15平米区画が49区画、30平米区画が

29区画ございます。空き区画につきましては、合計で78区画ございます。 

 それで、先月からこの空き区画につきましては募集を、今ホームページ等、回覧

等で募集をしておるところでございます。それで、12月２日現在の申し込みにつき

ましては、15平米区画は22名の申し込みがあっております。また30区画につきまし

ては、10区画の申し込みが４日現在ではありまして、32区画の申し込みがあってる

ところでございます。それで、全体ではまだ残りが15区画が27区画、30区画が19区

画で46区画がまだ申し込みがあってないという状況でございます。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 ありがとうございました。 

 この募集のパーセンテージといいましょうか、それは私すごく期待しておりまし

たが、まだまだっていうか、私の中での期待度からいったら尐ないというか、ホー

ムページでされているのと、それから回覧というふうなことで、ああ、回覧もうす

ぐ回るんだろうかなというふうなところにも思いますが、12月号のかすやだよりの

ほうには書いてなかったし、ああいうのに書いていただければいっぱい集まるのか

なというふうな想像もしましたけど、何を申しましょうか、やっぱり家庭菜園とい

うのが世界的に見ましたら、相当に力を持っているっていうんですかね。 

 私も、そんなに正確に知ってるわけじゃないんですが、例えばロシアの国ではダ

チャーっていうんですかね、ダーチャーっていうんでしょうか、そういうふうな家

庭菜園がありまして、ロシアの人の国民の８割近くでしょうか、はその土地、家庭
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菜園というのを持ってて、基本的に国ではジャガイモとか野菜とかをつくらないか

ら、彼らは自らジャガイモなんかあるいは家庭菜園っちゅうか、野菜なんかをつく

っているわけですよね。ほとんどそういうジャガイモにしろ、野菜というのは

100％近くに自給しているというふうな現実というのがございますし、私はたまた

まドイツに三、四回ぐらい仕事の関係で行ったんですが、そのときにいつももう素

晴らしい風景に出会ったんですね。何かといったら、それはクラインガルテン、小

さな農園というふうな、ちっちゃな農園ですね、そういうふうな言葉なんですが、

それがちっちゃくはないんですよね。結構広いっていうか、後で正確な話をします

が、おおよそ300坪というんでしょうか、１反ぐらいの土地を分け与えられる、貸

してもらえるということなんですね。私は、ただ研修というか勉強というか半分遊

びで、いろんな鉄道のっていうんですか、窓から見るんですが、ずらっと線路沿線

上にそのクラインガルテンというのがあるんですよ。そのクラインガルテンには、

小屋も建っているんですよね。小屋まで建てていいっていうんです。そこに何をし

てるか、私はそこに、駅から遠かったんですが、見とかないかんと思ってから、見

に行きました。そしたら、あるおじさんは芝をほとんど張っております。で、リン

ゴの木を１本植えてるんですね。小屋を建てて、前にはテーブルを置いてお茶を飲

んであると。済いません、ちょっと見させてくださいと言ったら、その方はただ芝

を管理してて、リンゴがなってるんだけどほとんどちぎってない、落ちてるのをま

たくずかごに捨ててると、これもらっていんですかねというようなことで、ああ、

どうぞというような形で、何かすごいゆとりのある生活をしてて、それが一つのパ

ターンでまだほかにもずらっとあって、そんなところでお茶を飲んでるような人た

ちというのがいっぱいいる。何と豊かなんだろうと。 

 ちょっと調べたところというんですか、クラインガルテンというのは、基本的に

ドイツでは集合住宅の２階以上の方はそういう土地を貸してもらえるというんです

か、30年契約みたいなものですね。月3,000円程度で300坪程度の土地を分け与えら

れるということです。これによって何が大いなる影響を与えるか。体を動かす、医

療費にも影響するじゃないか、いいほうに動きますよね、精神の健康。仕事疲れて

でも、そこで土日を暮らしてっていうんですか、すごい精神的な健康差をつくって

いく。もう一つ言えば、ロシアでもそうです、ドイツでもそうです。やっぱり、石

油危機とかいろんなことが起こったときに、こういったものがあることによっての

安定度、先ほど言いましたように日本の自給率が40％を切るような中のやっぱり安

定度というのは、それまでに皆さんそれぞれに家にあったお米があったからこそ、

心の余裕があったわけでしょう。だんだんだんだんそういうふうなことをしなくな

りましたね。 
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 私のうちの話なんですが、恥ずかしながらっていうんですか、いつも今ごろにな

るとうちのおふくろと父がけんかをするんですよ。何のけんかをするかと、お米の

問題なんですね。で、おふくろは言うんです。もうお隣新米食べてるよ、まだうち

新米じゃないやない。おやじは、絶対それを、いや、まだ持っとかなきゃ、毎年毎

年これけんかするんですよね。でも、それは私はどっちかといったら、父親に賛成

しておりました。何があるかわからない。やっぱり、父はロシアにというか、ソビ

エトに数年間抑留っていうんですか、そういうふうな経験もあって、そういう思い

があるんでしょうね。食料だけはなければ、米だけはなければ、米と漬物だけあり

ゃあ生きていけるという思いがあったというんですか、そういう思いというのがだ

んだんだんだん薄れてきてると。それをやっぱり、僕らがつくれるのはそういう家

庭菜園的なものじゃないんかなと。その菜園も、もちろん緑地帯ですよね。緑をつ

くっていきます。自然教育の場にもなっていくんじゃないかと思うんですよね。ぜ

ひともっていうんですか、まだまだ家庭菜園というのが町内に占める割合というの

は尐ないかと思います。幸いか、現在60歳以上というか60歳から75歳というか、私

たちの世界では役立ちプレミアム世代っていうんですか、そういうふうなことを言

っておるわけですが、まだまだ元気な人がいらっしゃる。そういう人たちにそんな

有効な手立てを与えてっていうんですか、農地を開放していただければ、もっとも

っと自給率というのも上がって健康になってっていくんじゃないかと思っておりま

す。 

 随分前に園芸店に行ったときに、こんな文章が張ってありました。そのときもら

ったものです。グリーン情報８月号、もう随分前の話なんですよね。2008年なんで

すが、これっていうのはもう言い当ててるなと思うんですよね。ちょっと読んでい

きます。 

 骨太という言葉がはやった時期のころなんでしょうね。骨太の家庭菜園主義。食

料自給率、食の安全性、地球温暖化、後期高齢者医療制度、いずれも新聞をにぎわ

せているが、これらを解決する手法として家庭菜園を普及させたいと。食料自給率

は、かつてドイツではクラインガルテンの生産量が約３割を占めると聞いたことが

あるが、家庭菜園を通年つくればかなりの野菜ができ、またもったいない精神も復

活しよう。食の安全性とは家庭の健康であり、一番の関心事であるに違いない。自

分でつくる以上のものはない。地球温暖化に対しても、作物をつくっていればいや

が忚でも天気を気にしないでおられず、環境に優しい生活に気をつけることになろ

う。医療費は今後必ず多くなるとの試算のもとに議論がなされているが、病院に行

く患者が半分になれば、必ず医療費は減る。菜園作業を通して、もっと日本人が健

康になればよい。国家の骨太方針である家庭菜園に取り組んでほしいものだと。 



- 38 - 

 国家と言わず、国を変えるというようなのはなかなか難しいですが、町とか自分

の足元というのは変えれるんじゃないかと思います。私も、仕事柄庭をつくってい

るんですが、庭をつくりながら最近いつもお客さんに話すんですよね。庭をつくり

ながら、どっかに菜園をつくりませんかと。そしたら、すごく健康的ですよって。

何でかって言ったら、今までは植木屋さん、私もそうでしょうが、木にバーッと消

毒してしまう。だけど、菜園をつくったら、やっぱりお客さん、そこだけは消毒し

ないでねというふうな形になる。その次には、もうみんな消毒なんてしないでいい

ですよと、そういう形になっていく。本当の健康とか、そんなことをだんだんだん

だんみんな考えてこられるというか、そういうことになりますので、ぜひそういう

方針で臨んでもらいたいと思います。また、こういう形で質問していきたいと思っ

ております。 

 第３番目。農工商連携、これ農商工というのが正式みたいですが、私の中にはも

うどちらでもいいというか、というかこれは三角形にあると。農があって工があっ

て商があって、それはどこにあってもいいっていうんですかね。そういう中に真ん

中に人があって、そういうつながりでいろんなものをつくっていくということなん

でしょうが、残念ながら私の中では、粕屋というのは、ううんというふうなところ

を思いますが、先日全国町村会長会ですか、町村長会ですか、ありましたですよ

ね。そんなときについ何か手土産持っていこうとかというふうなことを思ったりさ

れると思うんですが、何かそんな思い、ああ、何持っていこう、具体的に物上げた

らいけないですけど、何かそんな思いっていうのはございませんでしたか、町長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 何か以前は、聞くところによりますと、うちの町ではございませんが、かしわ御

飯を炊いて持っていったりとか、漬物を持っていったりとかというような情報も聞

いております。しかしながら、今はそういった、聞きに行く私は余裕がございませ

んでしたので、手ぶらで行きました。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 残念なことで、何て言うか、うまくそういう商品がいっぱいあって、その中から

今回持っていこうというか、私も商工会の会員の一名でありますのでそんな中でい

ろいろ話すんですが、確かにバラがありブロッコリーがありって、いろんな去年で

すか、取り組みもされておりますが、まだまだ足りない、悲しいかなっていうか、
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そんなふうなことを思っております。 

 週に１回、糸島にずっと仕事に行ってて、糸島に仕事行くと、何かもういつも悔

しい思いをするんですよね。何でかっていったら、道の駅というか、そういう地産

地消のいろんな売店がいっぱいあって、もう何ですか、手前のほうにある農協がや

ってるとこなんて、もう人が多過ぎて、商品も多過ぎて、行くのも嫌になるぐらい

ですね。私は、志摩の四季の里というところにいつも行くわけですが、そこでいつ

も商品を上げていいかどうかわかりません。こういう麦茶を買うんですよね。もう

これが最高にいいっていうか、360円でこの麦茶をうちに買ってきたらうちの妻が

入れてくれるんですが、面倒。面倒なんですけどうまいっていうかですね。それか

ら、麦茶のことを研究しました。スーパーに行って麦茶を見ると、パックで二百何

十円で１カ月ぐらいもつような形ですよね。これは純粋な麦で三百何十円なのに、

パックに入ったものが二百何十円で提供されて、もっと量が多いと。これはおかし

いようなっていうんですか。だけど、この名前を見るとタカダマツコさんっていう

方が出展してる。これはもう一つ言えば、福岡のエコ農産物というステッカーも張

っております。優秀な地産地消のものなんでしょうね。こういうものがあふれてい

るというんですか、そういうこと。 

 条件的には違いますね。糸島は海もありっていうんですか。残念ながら粕屋には

ほんのちょっとの里山しかなくて、それから私もいろんな比較をしました。大きな

違いは何が違うかと。案外あるところもないとこもあるんだけど、地域の町の観光

課っていうんですか、そういうのが糸島にはありますが、粕屋にはない。この糟屋

郡にあるとこはそんなにないかと思いますが、確かに観光課っていうんですか、あ

ってもっちゅうか、今の段階ではそうなんでしょうが、どちらが先かというふうな

ことにもなってくるんですが、そういう地産地消というものを何か広げるための手

だてっていうのは私もなかなかできないわけですが、一忚質問はしておりました

が、ぜひこれは農工商、農商工、そういった連携でやられるものであると思います

し、まあ町長は以前は農協に勤めておられたし、商工会にも今度から顔を出してい

ただいて、いろんな連携をしていただきたい。よろしいでしょうか、そういうふう

な思い持っておりますが、町長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 中野議員の質問にお答えします。 

 粕屋町では、平成24年度より商工会事業として会員企業、農業生産者、ＪＡ、学

校など産官学と一体となり、町花であるバラやブロッコリーを素材に使った質の高



- 40 - 

い加工食品開発を行っています。バラを使った飲む酢は既に商品化されておりまし

て、平成26年度に東京で開催されました大型食品見本市の新商品コンテストビバレ

ッジ部門で高い評価を得て大賞を受賞し、全国への販路拡大がなされています。Ｊ

Ａ粕屋との連携によるブロッコリーを使った新作品も展示会などで出展され、高い

評価を得ております。これらの成果は、町内農商工業者や学識経験者などが議論運

営した結果であり、今後も商工連携をとりながら事業を継続、発展していきたいと

思っております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 答弁ありがとうございました。 

 なかなか商品というか、第１次産物というのがない中での農商工連携というのは

難しいかと思いますが、里山資本主義というのがはやったころに、何もないところ

というのは、やっぱり人間がその中で楽しいことをやるというんですか、そうでし

かないだろうなと。町長が以前起こされたような、よさこいと、そういうことも一

つの、何ですか、こういうふうな農工商連携じゃありませんけど、町おこしってい

うふうな世界になってくるんじゃないかなというふうなことを思います。ぜひ、一

つ一つ何か増やしてやって、私も麦茶実はつくってみたんですが、なかなかできま

せんでした。田んぼに植えたんですが、水田は田んぼですが、麦は畑って、そうい

うふうな知識もよくわからないでつくったんで、もう種の量と一緒の生産しかなか

ったんですが、ぜひ私も何かつくりたいし、そういうことで元気になれたらいいか

と思います。 

 時間がありませんので、あと第４問、入っていきたいと思いますが、九大農場跡

地について、この質問どおりに町長、お願いします、答弁。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 中野議員の質問にお答えします。 

 九大農場跡地利用について、農的な利用の可能性はあるのかということでござい

ますけども、先月19日に九大農場主催の収穫祭に出席いたしました。そこで大学の

総長とお話ができました。そして、あの農場につきましては、大正10年前後で設

立、開設されておりまして、約95年間の農業技術の研さんを行ってこられたようで

ございます。ここに何らかの足跡を残したいと語られておりましたので、内容はわ
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かりませんが、議員が考えておられるような農的な利用の可能性はあるのではない

かと考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 ありがとうございました。 

 農的なというか、もう実際に農をやれるというんですか、それが私の質問の趣旨

なんですが、どういうことかと申しましたら、あの九大農地跡地ですか、それにつ

いてはいろんな形で、ここで私も一般傍聴しておりましたときに話が出ておりまし

た。以前は澁田議員ですか、があそこは空港に近いから空港関連ですか、そういう

ふうな企業を誘致したらどうかとかというふうなこともありました。私も単純では

ありましたが、あそこは扇橋があって、新駅ができたら扇状の町ができる。ああ、

そしたら東京にある田園調布みたいに放射状に道ができて、おお、すてきな空間が

できるだろうななんて思っておりましたが、ずっと思いを寄せていくと、そうじゃ

なくてさっき私が言いましたような家庭菜園っていうんですか、そんなものもでき

るような、もう一つ言えば九大の農場というか、九大の農場の蓄積があの農場の中

にはいっぱいあるんじゃないかと思うんですね。そういう過去の業績も残せるよう

な形での新しい町づくりっていうんですか。あえて言うなら、しゃれではあります

が、阿恵モデルみたいなものをつくっていただけたらいいんじゃないかというふう

なことを思うんですよね。 

 例えばの話、新しい団地ができると大きな問題が起こります。私も、仕事柄いろ

んな団地に行ったらわかるんですよね。お互いの距離っていうのがなかなか縮めら

れない。それを縮めるための方策、例えば１つの通りはブルーベリーをいっぱい植

えるブルーベリーの通り。ある一本はリンゴ、ある一本はオリーブ、それぞれの果

実が実ったときには、その通りの人たちあるいはその町の人たちがみんなで収穫祭

をやる。ああ、それがあるだけで町の人、その流れの人たちは協働のまちづくりっ

ていうのができるんじゃないかと。もう一つ言えば、みんな菜園持ってるんだか

ら、そっから余ったものをおすそ分けあるいはマーケットでも結構ですね。青空マ

ーケットでみんなその町の中に寄ってっていうんですか、やっていけるんじゃない

かっていう、みんなで売っていく、分けていくと。そういう何か町の原点というの

があの町に、あの阿恵にできないかというふうなことを想像しておりますが、ぜひ

参考程度かもしれませんが、お聞き願えたらうれしいかと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 
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◎町長（因 辰美君） 

 非常にいいアイデア、ありがとうございます。 

 今後検討させていただきたいと思いますが、粕屋町は全部の町土の20％ぐらいが

まだ農地でございます。そういった中で、農家のほうも高齢化しておりますので、

もう近々のうちには耕作放棄地というものが出てくると思います。そういった中

で、町がこういった家庭菜園地をつくるのではなくて、そういった、先ほど議員お

っしゃられましたとおり、広い田んぼの中でできないかという方向を今後変えてい

かなければならないと思いますので、これはやはり皆さん農家の方が管理が難しく

なられてる高齢者の方も多くございますので、そういった方につきましては、今後

は役場が借りてそういった形で家庭、健康づくり、そういった観点からも、それと

食の安全という方向性からも、わざわざ粕屋町が自分たちでつくってやるよりも、

そういった方向性も今後考えなければならないと思っておりますので、もう尐しそ

れには時間がかかるかと思いますけども、検討いたしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 大体私の質問終わりましたが、私にとってみたら、その農地がなくなるとかとい

うのがすごく悲しいかなと。なくして初めてというんですか、当たり前と思ってい

たことがあって、ありがたいことに気づかされる。きのうも、実は最後の葬儀の言

葉で使わせていただいたんですが、当たり前と思っていたことが、近年というのは

当たり前にっていうんですか、もう次から次になくなっていくんですね。私にとっ

ての当たり前は、私の家から若杉山に出る日の出だったんですよね。ところが、ず

らっとマンションができて、それは時代の趨勢かということになってきますが、も

っともっと当たり前だった、先ほども言いましたように、当たり前に飲めた水と

か、当たり前に飲めた、吸えた空気であるとか、いろんな当たり前があったのが、

だんだんだんだんありがたくなっている。だけど、ありがたいっていうふうなこと

を僕らというか、議員であり、行政というのは早く気づかなきゃ、なくす前に気づ

かなきゃ何にも意味がないというふうなこと思います。ぜひそういう原点というん

ですか、僕らの健康とか町づくり、そういう原点に農業を据えてやっていただきた

い。農というのが一言もないというのが、私にとって残念です。次回の質問のとき

には、ぜひ農を含めた風景というものを質問したいと思いますので、まとめていた

だいたらうれしいかと思います。町長には、福五モデルというもの、本をお渡しし

ております。私も福五モデルと呼んでおりますが、福五モデルというのがいいか悪
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いか、いろいろあるかと思いますが、そういうものを、モデルというものを参考に

しながら、私もまた新たに中野モデルあるいは中野スタイルで町長に迫っていきた

いと思います。ぜひよろしくお願いします。終わります。 

（２番 中野敏郎君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 12番本田芳枝議員。 

（12番 本田芳枝君 登壇） 

◎１２番（本田芳枝君） 

 それでは、12番本田芳枝、通告書に従って質問をさせていただきます。 

 その前に、今新しい議員として中野敏郎議員がご自分の思いを皆さんの前に展開

されたわけですが、本当に新しい方が議会に入るというのはいいなと。全く別の視

点から町政を考えておられるのを見て、本当に頼もしいなと思いました。その中で

家庭菜園の話がございましたが、実は私家庭菜園ではないんですけど、10年間バラ

の鉢植えを自分なりに研究して、研究ってちょっと大げさなんですけど、もっと簡

単に、もっと楽しくやれる、そういった方法を今編み出そうと。そして、できたら

粕屋町をバラの町に、今栽培農家がお一人しかいらっしゃらないんですね。だか

ら、バラはたくさんあってもなかなかそういうところが伸びないというところがあ

りますので、バラサークルのメンバーと一緒になってそう広めたら、また違う形で

いろんなことができるのではないかと楽しく聞かせていただきました。 

 それでは、私の質問を始めます。 

 まず最初に、町民目線の町政とはということで始めます。 

 今議会で、第５次総合計画基本計画が議案として提案されています。平成28年度

から10年間の粕屋町の町政運営の基本となるものです。現在は、第４次総合計画基

本計画の最終年度でございます。５年前、この第４次総合計画の後期基本計画から

内容が大きく変わりました。どういうふうに変わったかというと、総合計画の施策

体系に180ほどの全事業を結びつけ、事業別の予算編成を行っています。予算に従

って執行していけば、総合計画に沿った町政が行われる仕組みとなります。これか

ら私が申し上げることは、今行われている来年度からの予算編成に町長の公約が総

合計画を土台にしてどのように実行されるのかということについてお尋ねします。 

 町長は、選挙の公約に住民目線で町づくりをするとうたわれて当選されました。

住民目線といっても抽象的な言葉で、聞く人によってさまざまな解釈がなされると

思います。また、そのテーマで内容が変わるでしょう。まず、町長がどういった意

味で住民目線で町づくりをとおっしゃったのか、具体的に説明、またその奥にある

思いをお尋ねいたします。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 本田議員の質問にお答えします。 

 現在、町民の皆様への情報提供といたしましては、広報かすや、ホームページ、

最近ではフェイスブックでも情報発信を行っています。しかし、本当に大事なの

は、住民の皆さんの意見をよく理解し、住民のサイドから見てみたらどのように見

えるかなど、立ち位置を住民サイドに置きかえて考えることが必要であると思って

おります。そのためには、住民の皆さんが何を求めているのか知る必要があり、職

員が常日ごろから積極的に地域にかかわることが重要であるということも考えてお

ります。職員には、この点を十分に理解するよう指導し、今後町政を進めてまいり

たいと思います。 

 それから、基本的には今の職員の考え方というものは、やはり公務員の基本的な

発想であると思いますし、これは重要であると思います。そういった中で、やはり

私が今まで住民の立場から行政を見てまいりました。住民はその辺からはちょっと

違うよという提案だけでも、職員が意識が変わればと思っております。そして、今

までの公務員の知識、それと住民からの尐し意見を蓄えていただければ、非常に幅

広い職員が育つと思いますので、そういった中では反対に住民サービスがしっかり

できていくのではないかと思っておりますので、私は住民目線が大事だと。だか

ら、尐し職員に住民目線も取り入れていただきたいというような思いで今後広めて

いきたいと、私は思っております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 今、職員が積極的に地域に交わるということで、住民の意向を吸い上げるという

ふうなことをおっしゃいましたが、実は職員は今ぎりぎりで、そういうことができ

ない状況にあるのではないかと考えています。だから、私はシステムとしてきちん

とそれを確保する、それが大事ではないかというふうに考えて、今日そのことをち

ょっと述べてみたいと思います。 

 町の考えや施策を町民へ説明、伝える。これが広報ですね。また、それに対して

町民からの意見をどのようにして吸い上げるのか。行政サービスの満足度は、町民

の税金を使って公共の福祉の向上のために町政が行われているんですから、この広

報と広聴をどのような方針で実行なさるか、それがとても大切です。今年の７月に
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アンケート調査をされています。総合計画あるいは地域再生の、ちょっと待って、

いろんな意味で住民アンケート調査をしておられまして、その結果を今12月議会で

手元に配られました。その中に、町のニーズに忚えた行政運営が行われていると思

いますかという問いに、そう思うは3.3％、ややそう思うが15.9％、合わせて19％

ぐらいですね。それから、粕屋町では税金が有効に使われていると思いますかとい

う問いに、そう思うが2.3％、ややそう思うが11.3％、１割５分、15％です。町民

の皆さんが今現在、これは全員のあれではないではないんですけど、そのような形

で町へのいろんな町政を見ておられる。それを新しい町長になって、もっと違う形

でやってもらえないかという、今粕屋町全体で因辰美町長に注目が集まっていま

す。 

 話はちょっと変わりますが、広報広聴の事業は、施策体系からいくとこの総合計

画の第４次総合計画第５章、みんなでつくり進める町づくり、その中の２の行財政

運営の効率化の１の簡素で合理的な行政運営の強化、その中に情報公開の促進に実

行の鍵として町民にわかりやすい情報の提供とあり、具体的に例としてはかすや広

報があるということでしょうか。さらに、町民視点での行政サービスの提供の中

に、ニーズを的確に把握し、町民の視点に立ったサービスを提供することにより町

民満足度を図りますとありますが、この２つを中心にした事業の平成26年度の広報

広聴事業の決算は852万5,000円でした。事業の内容とその決算について、総合計画

の内容とあわせて執行部ではそれをどのように評価しておられるか。その辺を町長

にお尋ねしたいと思うんですけれども、もしそれでなければ前年度、今決算を中心

に行われた総務部長あるいは経営政策課のほうからその辺をお聞きしたいと思いま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 先ほどお答えいたしましたとおり、やはり職員が尐し意識を変えれば、もっと広

く考え方が変わるかと思います。私は、そういった意識改革を行っていきたいと思

っております。 

 それから、住民の意向調査というものにつきましては、まだ私は精通しておりま

せんので、所管のほうから答弁させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 広報広聴に関する26年度の予算に対する評価をどのようにするかということでご
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ざいます。それにつきましては、経営政策課長のほうからお答えさせていただきま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山本経営政策課長。 

◎経営政策課長（山本 浩君） 

 今、26年度の評価というお話でしたけど、現在お配りしてる、今回議会の議案と

しても出します総合計画、こちら第５次のほうがもう既に計画として上げてきてお

ります。先ほど本田議員さんのほうから言われました基本目標の健全で持続可能で

行政経営を目指す町というような項目の中の町の魅力を高める情報発信の推進と、

この中で広報広聴活動というのが入ってきております。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 ちょっと待って。 

◎議長（進藤啓一君） 

 答弁中ですが、何か。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 それは、第５次総合計画の内容でしょう。私がお尋ねしているのは、第４次総合

計画でどうであったのかということを聞いているんです。それを基本に次の新しい

予算を繰り広げられると思いますから、一番大事なのは今までの評価です。簡単に

広報広聴をこういうふうにする、こういうふうにしました、予算がこれで終わりま

したという現状で今終わっています。新しいシステムをつくるには、まずその予算

の使い方でこの総合計画の中でいかにしてシステムをつくるかということが問題な

ので、行政評価をどのようにしたかを部長にお尋ねしたい。いいですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 質問の内容は、800万円ぐらいの広報の関係の予算があるけれども、それについ

ての関係はどうかということだったと思いますが。 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 それは、今回の議案の中に現状と課題ということで、これまでの広報施策に対す

る評価としましての現状と課題ということで報告させていただいておりますが、行

政情報が公開され、透明性が確保された上で町政や地域に関する情報の共有化を進

めてまいっておるところでございますけど、町政の理解及び参画を促進することが

今後必要となっておるというようなことでありますとか、近年ボランティアなどの

各種団体がさまざまな地域の課題を自発的に取り組みによって解決していこうとし

ております。今後、さらに多様な主体が町づくりにかかわることができるように、
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町民、地域と行政の情報の共有化を図る必要があるということ。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 いいですか。ごめん、中断して。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 私がお尋ねしているのは、行政評価です。もう出てるでしょう、平成26年度の。

広報広聴事業で825万円使った、その内容の行政評価の内容をお尋ねしているんで

すよ。今後の話とか、進めますとかじゃないんです。どうであったか。で、それは

どういうふうなところでどうであったかという報告を聞きたいのです、部長。いい

ですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 広報広聴に関しましては、広報かすやあるいはインターネット等に関する経費と

して支出したものでございます。今手元に具体的な何に幾らということがございま

せんけれども、そういった形で町民の皆様にいろいろな手段を使って町の行政内容

を報告するために支出したものでございまして、適正に支出されたものとして評価

いたしております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 適正に支出されていると評価しているとおっしゃいましたが、それは非常に抽象

的な言葉なんですね。何が適正なのか、その何がの基本が総合計画の細かな内容

で、そのいろんな項目に対してこれはああだった、これはこうだった、だからこう

なんです、だからこの予算で、この予算で1,200万円ぐらいの予算が減っているん

ですよね。それは、私が聞いた段階では、かすや広報でプロポーザル方式で印刷屋

さんを新しくかえたということで350万円ほど減っています。それも含めて。その

中に私がもう一つ言いたいのは、決算でホームページでこういうふうにしてます、

その意見はこういうふうなのが幾つかありましたというだけで、例えば広報広聴の

中に一番下のほうに、行政委員会に相談会の支出を６万円してあります。月に１

度、ここで相談があってるはずです。そういったものも含めて、町民の意向を聞き

ながら、広報もあるいは広聴もやるという、その事業に対して総務部長はどう判断

して、次につなげようとされているんですか。それを聞きたい。私は、部長として



- 48 - 

それぐらい考えておられると思いますので。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 26年度の事務事業評価につきましては、議員の皆様にも行政評価の結果というこ

とで報告させていただいておるとおりでございますが、先ほどもおっしゃいました

プロポーザルでやったことによって経費を削減したとか、そういった経費の削減に

ついての努力はしておるところでございます。ただし、この予算が減ったというこ

とについて、また予算を復活させて、なお充実させていくべきだという考え方もあ

りましょうから、その辺を十分に考えて今後対忚をしていきたいと思っておりま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 行政評価の報告は受けていません。また、ある職員は、ホームページに載せてま

すよ、見てくださいと簡単に言われることもありますが、まだ出てないかもしれな

いし、その辺はわからないんですけど。でも、あなた方は職員だから、当然もう終

わってると思います、作業が。既に予算編成をしてるから、それに踏まえてどうす

るかを考えて、そして新しい新町長になったときに、その意向もあわせあるいは新

しい第５次総合計画の内容もあわせて今しないといけない状況にあるので、その中

で一番大切なことは、今までどうであったか、何がいけなかったのか、何がよかっ

たのか、この予算で大丈夫なのか。その検討を部内で十分されているはずですよ

ね。だから、私は今こういう質問をしています。 

 次に行きます。 

 それで、これ要望として後で忘れたらいけませんので、広報広聴の中に毎年住民

アンケート調査を入れていただきたいと。今は、総合計画があるから、何があるか

らということでいろんなところでアンケート調査をしておられますが、そういった

ものを含めて一括してこの広報広聴の事業の中で簡単にお金がかからない方法で、

しかもその内容がいいという、継続性のあるアンケートをぜひ今後やっていただき

たい。これはもう、前から私がお願いしているところなんですけど、それをちょっ

と忘れますので、要望として上げときます。 

 次に、２と３に行きます。これは関連しているので、一括していきます。 

 ２は、町民のニーズを的確に把握できるきめ細やかな町政の執行に今の職員体制

で対忚できるでしょうか。それから３は、歳出に占める人件費の割合を増やす考え
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はないですかということについて申します。 

 粕屋町役場の職員数は、現在217名、昨年は215名、平成25年度の職員の人件費は

10億2,888万円。これを町民１人当たりの負担にすると２万3,061円です。近隣で最

も尐ないのは志免町の２万1,542円、ちなみに篠栗町は２万8,701円、新宮町、宇美

町は２万6,000円台です。最も尐ない、低いのが志免町で、その２番目です、この

近隣で。ところが、全国的に見ますと、この福岡の糟屋郡は人件費が非常に低く抑

えられているところなんです。だから、これは全国的にトップなんです、人件費を

抑えているという意味では。糟屋郡は、福岡県あるいは日本中で最も人件費を抑え

ている地域、人口1,000人当たりの職員数が類似団体平均よりかなり尐ないと言わ

れています。日本全国の類似団体の平均は３万6,830円、粕屋町の内容と１万

3,000円の差があります。粕屋町は、138ある類似団体のうちの９位です。かすや広

報の12月号に職員の給与の公表がありましたが、その中に昨年３カ月以上休職した

分限処分の職員が６名という報告がありました。長い闘病の結果でしょうね。短期

間の病欠もあるでしょうから、かなりの人数が働かれていない状況が想像できま

す。これでは、有給休暇も育児休暇、介護休暇も取得できません。研修でさえ遠慮

して受けなければならないでしょう。この実態を何とかしてほしいと考えていま

す。 

 そういう実態を踏まえて、町長は職員に地域にまざって、地域の人の意向を取り

入れるよう努力しなさいと言えますか。それをお尋ねします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 最後の部分だけでいいんですか。全部ですか。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 いえいえ、最後でいい。 

◎町長（因 辰美君） 

 最後の部分だけですか。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 はい。 

◎町長（因 辰美君） 

 昨日、人権問題の関係で多くの方が協力していただきまして、無事終了すること

ができました。その中で、多くの職員もやはりスタッフとして参加しておりまし

た。非常にありがたいことでございます。それは、やはり現場を知ることが今後の

町政運営に重要だといった形で自主的に参加していただいてるものと考えておりま
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す。 

 それから、やはり今産業医にかかっている職員が結構います。そういった中で、

私も昼間はちょっと仕事ができませんので、朝晩ちょっと仕事をやってるわけでご

ざいますけども、ちょうど朝、ちょうど６時ぐらいから、あのときは５時半ぐらい

ですね、５時半ぐらいに出勤して仕事がある程度めどがつきましたので、７時ご

ろ、ちょっと前ですね、帰りよったらもう職員が来てました。何でそんなに早いん

ですかっていうことになれば、やはりその部下は尐し欠席をしておるということ

で、欠勤ですね、欠勤をしておるということで、非常に仕事内容が立て込んでおる

のではないかなと。私が総務部長あたりに聞きましたら、そういった言葉を聞きま

した。そういった中で、やはり今は尐数精鋭でやっておりますけども、非常に職員

に苦労はかけているということは、やはり町のほうに入って初めてしっかりとそう

いった部分については見えてまいりました。やはり、これは今後、事業の中でも専

門性というものがあると思います。そういった中で、やはり違う分野の中で仕事を

すれば、なかなか仕事が思うようにいかないというところもありますので、そうい

った今後、やはりちょっと後の答弁にもなるかと思いますけど、適正な場所で人事

をしていきたいと考えておりますので、そういった中でもし、それ以上に職員が足

りないのあれば、今後また検討はさせていただきたいと思います。これにつきまし

ては、やはり議会の承認も得なくてはならないと思いますので、ぜひそのときには

ご協力よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 それでは、部長にお尋ねしますが、この現状をどう考えておられるのか。それを

どう予算編成の中に今後生かそうと、それはもう今後の課題ですけど、今までのこ

の状況をですね。当然、総務課の報告もあるし、職員の全体のそういう働き方、人

数の内容なんかも十分把握してあると思いますから、総務部長の意見、報告あるい

は考えをお尋ねします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 確かに、議員さんおっしゃるように業務が複雑化、また多くなっております。そ

れから、人口も粕屋町増加しております。それから、病気休職者あるいは育児休業

者等、多数出ておる状況の中で、各課から職員増の要求が上がってるのが事実でご

ざいます。先ほどおっしゃいましたように、分限６名ということで、こういった、
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これは休職関係を分限で命令するものでございますが、そういったことが発生して

おるのは事実でございます。 

 健康対策とか、いろいろ総務課のほうでもとっております。外部の相談窓口への

相談制度でありますとか、先輩職員と新人職員の交流制度とか、いろいろとって、

そういった病休等については対忚しておるところでございますけれども、職員の定

数につきましても平成23年度から５年間、定員計画というのがございまして、それ

は平成23年に立てられたもので、それにつきましては５年間で一般職につきまして

140名から142名に、５年間で２名増員するという見込みでございました。しかしな

がら、現実的には先ほど申しました人口増あるいは業務の多量化ということで、実

際には平成24年に２名、25年に４名、26年に３名、27年に４名と退職者以上に合計

13名、増員は図っておるところでございます。今後もそういうふうに休職あるいは

人口増が大きな要因もありますけれども、そういったことで今後も今年度末までに

５年計画、定員計画を立てる予定でございますので、その中にその辺を考慮した上

で検討していきたいと思っております。しかし、育休あるいは病休等の予測はなか

なか立てがたいところがございますが、前回の５年の様子を見ながら今後も増員は

一定量、一度期に多数となりますと同年に大量退職というようなことが将来的に起

こる可能性がありますので、平均的な数字で増員を図っていきたいと私のほうで考

えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 職員の何ていう計画ですか、採用計画ですか。それには、平成23年度から28年で

立てて、一般行政職を140人に増やすというのがあったんですね。今何人かお分か

りでしょう。何人ですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 現時点では、今先ほど申し上げた一般職でございますので、一般職につきまして

は153名が４月１日の人数でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 一般行政職ですか、それとも一般職ですか。 

◎総務部長（安河内強士君） 
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 一般行政職で、内容につきましては図書司書あるいは文化財指導主事等も含めた

数字でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 私が見ているのは市町村要覧なんですけれども、一般行政職は、職員数は今

119名なんですよ。その他のところで名数が多いんですけれど、その辺が今ちょっ

と曖昧ですよね。ただ、119名は余りにも今の現状では、余りにといったら変です

けど、増やせば人件費が高くなりますからね。けど、尐ないのは事実です。人口

1,000人当たり類似団体では6.7人が、今現在粕屋町は4.3人です。だから、何もこ

れをぐっと増やすんではなくて、もう尐し、ほんで新たに28年度から職員採用計画

を立てられるということですが、今現在私が職員の構成を聞いてみましたら、40代

は十分に職員の方いらっしゃいますけど、50代、それから40代後半は尐ないですよ

ね。一番仕事のできるそういう方たちが、それで次に託す、そういう人たちが今尐

ない状況なので、いろんなことをもう尐し考えながら検討してもらいたいと。ちょ

うど今いい時期かなと思います。 

 それで一つの工夫も、与えられた環境の中でいかにするかという工夫がもう尐し

考えられたらいいと思うんですけど、志免町は一番尐ないんですよね、職員数が。

ところが、これは前から私聞いてたんですけど、嘱託が多いんです。職員の例えば

職員数が220名プラス200名以上の嘱託、それから臨時職員で合計450名ぐらいでこ

ういう自治体は回っていますが、粕屋町はそのうち嘱託の人数は78名です。それか

ら、半年雇用の臨時職員は188名、こういう形で雇用を今粕屋町がしています。尐

ない職員、尐ない専門職の一般職、そして臨時雇用が188名。この状況の中で、町

づくりを皆さん一緒にやりましょうとか、いろんな提案とか、例えば計画も今当

然、今日までにできていないといけない、例えば総合管理計画はまだできていない

状況です。本当にいろんな面でこれは不都合があらわれています。そういった中

で、ところが物件費は粕屋町は多いんです、いわゆる外部委託であり、いろんなこ

とで。だから、この職員をどう採用するかというのは、非常にいびつな形で粕屋町

は今進んでいると、私はこの数字を見て思っています。これで町民の意向を的確に

把握して、きめ細やかな行政サービスが本当に提供できるでしょうか。その辺を町

長、どう考えられますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 
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 先ほど尐し触れましたけども、やはり職員配置、適材適所というものが重要では

ないかなと思っております。今、全く配置が素人の方が配置されているところも見

受けられるところもあります。ですから、そういった事業の間違いとかも若干出て

きておりますので、やはり専門分野に行きますとそういった危険性が尐なくなると

思います。そういった中でもう一回、私は就任当初、幹部会におきまして、職員が

どのような能力、知識を持ってるのかっていうものを調べていただきたいと、そし

て今の職員の中でどれだけの一番力を出せるのかということを分析しながら、次の

人事に生かしていきたいということで、ですから能力をいかに一人一人の分野が力

を発揮できるかという、そういったことを考えておりますので、１回にすぐに人事

異動というのは難しゅうございますので、今後そういった調査をさせていただきま

して、職員が知識も必ず必要になりますので、そういったものがしっかりと発揮で

きるような人事体制をとって、しっかりとした住民サービスにつなげていきたいと

考えております。ですから、もう尐しのお時間をいただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 私は、今もう４回ぐらい、財政について勉強する勉強会に東京のほうまで行っ

て、勉強しています。ところが、とても難しいので、簡単に言えないんですね。で

も、いろんな資料をそこで見せていただくことができるし、また町の経営政策課の

ほうからお願いして、町の財政の資料なんかも取り寄せて勉強しています。まだよ

くわかっていません。ただ、そうしますと日本の中での粕屋町がどういう状況にあ

るか。皆さん方は、糟屋郡の中の粕屋町、１市７町ですか、その中で自分のところ

が隣と比べてどうであるかとかという、そういうものの見方をなさる場合が話を聞

いてると多いんですね。そうじゃなくて、日本全体でこの粕屋町がどういう状況に

あるか、その辺を職員の皆さんがよく把握しながら、多分してあるとは思ってはい

るんですけど、それがご自分のところでとどまっているんですね。それを職員全体

に広げていらっしゃらないような気がいたしますので、その辺をお願いいたしま

す。 

 では、次行きます。 

 次は、男女共同参画推進条例について行きます。 

 粕屋町には、男女共同参画に関する係は、協働のまちづくり課に兼務という形で

ありますが、男女共同参画計画や条例をつくるなら、必ず苦情受付窓口と事業推進

のための人員配置をお願いしたいと思っていました。ところが、９月定例議会で提
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案された男女共同参画推進条例案には、苦情の申し出に対して相談窓口を設置しな

ければならないという字句が見当たりませんでした。つまり、人の配置はしなくて

もよいということです。これで意識改革から始めなければならない男女共同参画推

進の事業が展開できるでしょうか。 

 県内60の自治体で男女共同参画推進条例を制定しているのは44自治体、そのほと

んどの自治体条例にある相談窓口を設置しなければならないという文言は粕屋町に

はなく、粕屋町の条例案は関係機関と連携して適切な措置を講ずるよう努めるもの

とするという字句で終わっているのです。人の配置ができそうにないからというの

が大きな要因でした。それで問い合わせ窓口、係がないと、せっかくの計画、条例

も意識啓発の推進とはならないのではないか。９月議会で上程された推進条例案

は、現在審議が継続中です。男女共同参画という言葉あるいは自治体の責務につい

て、昨日行われた人権を尊重する町民の集いの中で、福岡県男女共同参画センター

元館長の中嶋玲子さんの講演をお聞きになった町長にお尋ねします。 

 男女共同参画推進と自治体の責務を今どのように考えておられますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 それこそ先ほど言いましたとおり、粕屋町人権を尊重する町民の集い、皆さん参

加していただきまして本当にありがとうございます。 

 日ごろから本田議員おっしゃっていますとおり、そのとおりだなという認識をい

たしております。今後は、今からこのパンフレット、昨日配っていただきました。

こういった中で、基本目標として３点掲げられております。１点目が男女共同参画

社会実現のための意識づくり、それから２点目が、男女がともに能力を発揮し、支

え合う社会づくり、第３が男女の人権が尊重され、ともに健康で安心して暮らせる

環境づくりということで掲げておりますけども、昨日本当に杷木町の中島町長、前

町長がおっしゃられました。本当に男として身につまされる思いで聞いておりまし

た。日ごろからこういったことにつきましては、十分注意しながらこの男女共同参

画については進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 粕屋町の場合、人の配置、つまり係がつくれそうにない。けれども、計画は策定

し、予算配分は今年度からあります。ということは、予算をかけてある程度事業は



- 55 - 

行うが、この計画を策定するのに300万円ぐらいの策定費用、それから今年度これ

をつくるための78万円の予算、それを使ってあります。ある程度事業を行うが、そ

れに対して町民から町へのアプローチを受ける場がない。つまり、広聴の聞くとい

う流れがないということになりませんか。もちろん苦情の受け付けもできないわけ

で、各課が個別に受けた相談も集約して今後に生かし施策につなげるという係もな

いということになります。それでは、計画も条例もない今と何ら変わらない。これ

は、しかも税金の無駄遣いです。今年３月に策定された男女共同参画計画の目標３

には、暴力を受けた経験のある人のうち、相談をしなかった人の割合を現状値の

68％から50％にするというものですが、計画策定に当たっていろんなことが考えら

れていますが、その係、人員がないということに対して、この事業が中途半端に終

わりそうな可能性があるんですね。そのことをどういうふうに考えられますでしょ

うか。どなたでも結構ですから、おっしゃってください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 今、費用対効果の件について質問されたと思います。この件につきましては、し

っかりと費用対効果が出るような形で進めてまいりたいといます。この男女共同参

画につきましては、意識の問題であると思います。しっかりと今後は町民に啓蒙し

てまいりたいと考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 意識の問題だから、目に見えない敵と戦うようなものなんです。具体的なものが

あれば、例えば道路をつくるとか、どの程度つくってどうなったかというのは目に

見えますが、この意識だけはわからないんです。だから、なおさらきちんとした計

画、条例、そして施策体系、その進行管理をする人あるいは職員体制が必要なんで

す。せっかく、他町にも遅れてはいるけれども、今現在これをつくる。女性の力を

活用するということは、この粕屋町にとってさらなる躍進、町づくりにも物すごく

いい影響を与えると思います。今、粕屋町が将来的に人口が日本一増えている状況

になるという話をよくされますが、それは若い女性が多いということなんです。そ

の若い女性がどのように考えて今後物事をやっていくか、そういうことをサポート

できる体制のある町づくり、その基本にはこの男女共同参画、いわゆるその人権条

例が私はとても大事だと思います。だから、これは本当に今後の重要課題だと思い

ますので、その辺のことを、これは人事のことになりますので、今すぐどうこうと
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かというふうなことは申し上げられませんが、せめて条例案に字句を入れる、相談

窓口を。 

 それから、実はこの男女共同参画には、いろんな相談、物事を表に出さないで相

談できないで悩んでおられる町民がいます。実際それを決算のときの話から私は推

測しますと、例えば介護支援、介護福祉で高齢者虐待の数が上がっています、83件

あったと思いますけど、それが本当にどういう形で、その根底に私は多分ＤＶと

か、いろんな形があると思います。子どもからの虐待ということもある可能性があ

りますが、子どもへの虐待は夫婦が虐待を、どちらかが配偶者で虐待を繰り返して

いると、それを見て子どもがまた自分も同じようにする、そういう連鎖から始まる

ことがとても多いらしいんですね。それから、子ども未来課の要保護児童支援、そ

の相談でもそのことはその奥にそういう内容がある、あるいは総合窓口の戸籍係の

方たちに対しても離婚とか、いろんな問題で来られると思いますが、その背後にあ

るものが案外こういうものが隠れていると。だから、それをどこかで集めて、じゃ

あ粕屋町として町民をどのようにサポートしていったらいいかという考える場所、

それが私は必要で、それが昨年計画を立てて、今年度条例をつくるという流れにな

っていると思いますので、中途半端に終わらせないためにも、ぜひ窓口とか係とか

をきちんと職員体制として、今後要望していきたいというふうに思います。 

 それで、今現在人が足りないという話がありました。これは、今話をしているの

は協働のまちづくり課の男女共同参画に対して人が足りそうにないから、人員配置

ができそうにないからと消極的な条例案を出しておられるような気がします。もっ

と別の原因があるかもしれませんがね。私は、そういうふうに捉えています。それ

が多くの課であるんです。それに皆さん、ご自分のところで悩んでいらっしゃるん

ではないかと思います。 

 この第４次粕屋町総合計画後期基本計画の中には、施策に当たって現状と課題、

実現化の方策、実行の鍵、行政の役割には、相談体制の強化をします、また町民参

加のポイントには積極的に相談しましょうと。町側の役割と町民側の役割がこれに

は述べてあります。ところが、現実に人員が尐ないとかあるいは研修を受ける機会

が尐ない、そういったいろんな思いを含めて相談体制の強化はできていないし、町

民から積極的に相談はあっていない状況です。それを今、新しい町長になって、そ

れで新しい第５次総合計画、それで先ほど経営政策課の課長がおっしゃいました具

体的な内容、もう一度言ってもらえますか。それで、広報をどういう形でするとい

うのをさっきおっしゃってましたね。それは、第５次総合計画の内容でしょうと私

は申し上げましたよね。実は、今ずっと議会でも取り組んでいますが、第４次総合

計画がさらなる進んだ形で第５次が今進められています。その内容は、とてもいい
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と私は思っています。ただ、もう尐し内部全体で第４次の行政評価を広く情報の共

有をしてほしいなと思いますが、ちょっと先ほどの話を出してもらえませんか、広

報広聴に関して。部長でしたかね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山本経営政策課長。 

◎経営政策課長（山本 浩君） 

 ただいまの第５次の総合計画でのというお話で、まず男女共同参画社会の実現に

向けての相談窓口についてですが、第５次の総合計画の中でも推進施策の展開とい

うような中の一つの項目として、男女共同参画社会の実現というのを取り上げてお

ります。その中では、配偶者等からの暴力等、さまざまな問題を解決するため相談

窓口を設置し、相談支援体制の充実を図りますと、こういうふうな文言で入れさせ

ておりますので、今後相談窓口につきましては設置をするという方向で進んでいく

というのが町の考えであります。 

 それとあと、この第５次の総合計画の中の指標の中で、先ほど本田議員さんのほ

うが言われました町民の意識調査あたりについては、今後もとり続けていきたいと

思っておりますし、昨年、それから今年やりました内容と基本的には変えません

が、もう尐し町民の意識がわかるような内容を含めたアンケート内容の検討をやっ

て、今後も実施をしていきたいというふうに考えております。 

 そのアンケート調査の中でも、一人一人の人権が尊重されていると思う町民の割

合というような実感指標を今後もとっていきたいというふうに考えておりますし、

客観指標の中では、各種審議会等での女性の方の割合というようなことも取り上げ

て、進行管理のほうは進めていきたいというふうに考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 繰り返しますが、結局相談ができないあるいは相談をしようと思っても、これを

相談していいかどうかわからずに悩んでいる町民の方がいると思うんですけれど、

結局は諦めて、町役場への信頼感が薄れる。結局、税金はその方たち納めておられ

るんですよ。だけど、自分の個別の問題としてこれは自分で解決しなければならな

いと思い込まれて、本当に迷路に入っておられる方が多いと思いますが、町はそれ

に対して、もう尐しサポートがこういうところでできますよというアピールをする

必要があると思います。諦められると信頼感は薄れるし、そこで町民満足度が低く

なるという流れになっていると思いますから、今後この点を十分考えて、できない

ことはもう最初からできないんですけど、相談を聞くあるいは解決できる糸口をと
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もに見つけるとか、ほかの部署に案内してそれをヒントになるようにするとかとい

うことはできるわけですから、お金要らないわけですから、その辺のところでもう

ちょっとやってくださるように、これは私の要望です。それがシステムです。ただ

職員にこうしてください、ああしてくださいじゃだめで、システムとしてそれをき

ちんとやる、それがとても大事だろうというふうに思います。 

 じゃあ、最後に福祉バスの件に行きます。 

 町を活性化するには、町民同士の交流を育むシステムの構築が必要です。福祉バ

スという制約の多いバス運行を見直し、多くの町民が、子どもから大人まで土日も

利用できる町民の足に重点を置いた運行を待ち望んでいると思います。町長の公約

にもある福岡県で一番住民サービスのよい町づくりに福祉バス運行からの転換は必

要不可欠ではないか。運行形態、料金設定も、民間のノウハウを活用してみてはと

いうことで町長の考えを問うというふうにしています。 

 今現在、福祉協議会が委託を受けて、精いっぱいやってくれています。私は、そ

ばから見て、もう限界だろうなと思いますし、それは町民は満足、まだ本当に要望

が高い。前の町長もご自分の公約に、最後のほうに福祉バスのことを入れておられ

ます。私も10年前の選挙で、いかに住民のこの福祉バスのさらなる運行形態の内容

を変えてほしい、土日も運行してほしいという強い願いを感じていましたので10年

近く、波はありますけど、言ってきました。今私が、こういうふうに福祉バスから

の転換で、つまり現状ではなくて、もっと違った形で運営を、運行形態をやってほ

しいと思っているんですが、具体的にどうこうは私の立場からでは言えません。そ

れで、町長、今それをどういうふうに現状把握して考えておられるか、お願いしま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 以前から本田議員が福祉バスの件について、常に質問されてることは重々認識し

ておるわけでございます。そういった中で、やはりいろいろとアンケートを見ます

と、住民一人一人の見方が違うところがあるかと思います。やはり、いつも空で走

ってるじゃないかとか、そういったものまでしなくていいんじゃないかという意見

もございます。もっと土日も動かしていただきたいという意見もあります。以前

は、本田議員はルクルまでこのバスは延びないかとか、そういった意見も言われて

おりました。そういったことも、やはり財政問題、財政の関係もありますので、そ

ういった考えにつきましては、私は今後また議論させていただきたいと思います。 

 一つの私の発想といたしましては、粕屋町には風呂がないですね。ですから、私
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は３町でどこかなのみの里か農協あたりに拠点をつくって、やはり全部そこに３町

が乗り入れてきて、それで乗りかえられて篠栗のほうにも行かれるというような、

逆に篠栗とか久山の方が乗りかえられて、青洲会病院に行けるとか、何も経費がか

からないでそういった利便性を図るということは、若干今後検討しなくてはならな

いのではないかなと思っております。ですから、今後福祉センターが専属でやるの

は限界だということも今お聞きしておりますので、これはもう尐し、私はなったば

かりですから、検討させていただきたいとます。 

 内容につきましては、所管のほうから報告させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 町長のほうから内容はということでございますが、もう既に本田議員は10年来、

この問題についてはご提案もしていただいておりますので、省かせていただきたい

と思います。 

 運行協議会等々でも、本田議員と同じようにもう尐し町民の利便性を高めるよう

な方法はないのかと、町がその方針を明確にすべきであるというふうにもうたって

あります。それから、区長会のほうからも、もうちょっと拡大できないのか、議員

の皆様から今は一方通行ですから双方向にできないのかと、いろんなご意見をいた

だいておりますが、言われるようにこの現制度での４コース、２台４コースではも

う限界に来たかなというふうに思っております。町長が言いますように、総合的に

町域が狭い粕屋町にとってどういうふうな交通を、弱者の方たちの足を確保する方

策があるのか、十二分に検討する必要はあるだろうというふうに考えております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 今の答弁は失礼です。私は、一般質問で今の状況を聞いているので、町長もおっ

しゃいましたけど、私が前からしてるから当然こう、ああだ、それは知ってます。

そうじゃないんですよ。今の話です。私は、久しぶりにバスをしています。 

 部長も、今現在バスの運行状況がどういうことになっているのか、どう把握して

るのか、それを答えなければ、これは12月定例議会の中の話ですよ、私とあなたの

話ではない。だから、部長として、今介護福祉課が担当してますよね。それを福祉

協議会が受けているという流れです。それをどのように考えておられるのか、それ

を私はお尋ねしているので、短くて結構です、時間がないからですね。お願いしま
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す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 大変申しわけありません。 

 それでは、福祉バスの運行の、まず現状のほうから申し上げます。本町の福祉バ

スは、交通弱者の交通施設へのアクセスと地域社会参加の促進を図ることを目的に

平成５年にマイクロバス１台による運行を開始させていただいたところでございま

す。平成24年７月以降、コースを３コース４巡回から４コース４巡回、それから停

留所につきましては52カ所から62カ所、また運転手につきましては３名から４名へ

増員し、バス２台につきましてもバス２台で４コース、各コースを１日４回巡回さ

せていただいております。こういうふうな状況で24年４月以降、改善しましたこと

によりまして、福祉バスの年間利用者数は平成24年度１万6,001名だったものが平

成26年度には３万18人と倍増近くまで来ておると、多くの皆様に喜んでいただいて

るというふうな状況であります。 

 それから、その後の形態につきましては、先ほど申し述べさせてもらったとお

り、協議会等々とか、それから区長さん、それから議員の皆様等々からいろんなご

要望なりご意見をいただいておるというところであります。私も認識はいたしてお

ります。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 この利用者の数が24年度は１万6,000だったのが26年度は３万に増えています。

それは運行形態を変えたからで、町民の利便性をそこで考えた形で結果としてなっ

ていると思います。これは、尐し変えただけです。私の推測では、これはここでど

ういうふうに話せるかわからないんですけど、潜在的な増える利用者は多いと思い

ます。私は前から言ってますけど、福祉バスとするから限界があるので、一般の企

業に頼む、料金も設定する。それで、高齢者と子どもはいろいろ考えて、その料金

の中に入れると。もらう、もらわないはその時点で考えると。だから、福祉を兼ね

た一般の企業に対する、そういうのをやる運行形態に変えたほうがもういいのでは

ないかというふうに思っているんですよ。10年間見まして、本当に机の上でああで

もない、こうでもないって変えておられるのを見ています。それは、もう限界で

す。 
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 と同時に、例えばバスは今リースで総務課があっせんしています。それを介護福

祉課が毎月18万円リース代を払って、１台９万円だそうです。そして、人件費も社

会福祉協議会に委託をして、３人で700万円幾らかだったと思います。ちょっと正

確な数字わかりません。それを総合的に町民の利便性と町全体の今後の話、高齢化

社会をどうするかというところからこのバスをどういうふうにしようかという、そ

ういう方向性が見えない状況にあります。あくまでも福祉協議会にお願いしている

と。で、福祉協議会はもう精いっぱいやってると。運転手さんも、今これギリギリ

の状態でされているというのを聞いています。それを本当に改善していくだけの、

もうこれでいいというふうになればそれはいいんですけど、実は運行協議会は年に

何回開いておられますでしょう、それの結果はどうですかって聞かないとその報告

はないし、実際今からちょっと申し上げるんですが、今度こども館ができます。そ

のときにも、子どもの足、校区外の子どもたちはどうやってここに来たらいいのか

ということで、バス運行協議会があるから、そこで検討するという話になりました

よね。その結果はどうだったですか、部長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 今本田議員が言われましたことにつきましては、こども館ができる、そしてこど

も館については仲原小学校の子どもさんと中央小学校の子どもさんは校区とみなし

て、自分で歩いてきていいよということになっております。大川と西につきまして

は校区外ということで、今のところまだ自分で勝手に来ていいよというふうにはな

っておりません。それは、ＰＴＡなり、学校のほうの方針としてなってるところで

す。運行協議会の中でこの分もするんですが、いずれにしましても校区外への子ど

もたちの出ること、それについては学校なりＰＴＡのご理解をいただきながら進め

ていくしかないのかなというふうに思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 じゃあ、ＰＴＡがお願いしますと言えば、今の状況でできるんですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 質問の内容がちょっとわかりませんが、ＰＴＡの方にまずご理解をいただいて、

土曜日、日曜日は動いておりませんが、学校が休みのときとか、こども館は月曜日
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ではなくて火曜日に開館させていただいたらいいですねというご意見が多いもんで

すから、そこら辺でやっていきたいと。そしたら、こども館があいている火曜日に

は、大川も西の子どもたちも来れたらいいのかなというふうには思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 私が聞いてるのは、運行協議会の内容で子どもも利用できるようなあるいはこど

も館が土日あく、あるいは図書館もそうですし、ドームもそうです。そういうとこ

ろへの利用者はとても多いんです、潜在的にですね。その方たちも利用できるよう

な運行形態ができるのかということを運行協議会で話をされたのですかと。多分、

８月の時点で確認していると９月か10月に運行協議会を開くとおっしゃっておられ

ましたから、その内容を知りたいだけです。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 時間がありませんが、運行協議会におきましては、もう答えが出ております。現

行の運行体制では限界があると。町に新しい方策での方向性をきちっと決めていた

だくと、それしかないというふうに答えは出ております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 それでは、町にそれを伝えられて、町の返答は。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 町域が狭い粕屋町でございますが、町長も言ってありますので、そこら辺につい

ては今後検討をしていきたいというふうに思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 本田議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 多分、前の町長はその話も聞かれて、ご自分の公約に入れられたんじゃないかと

思います。これはもうこども館のこともありますし、高齢化のいろんな問題で運転

のこともあります。だから、ぜひそういう意味で保障する、住民の足を保障すると

いう意味で再検討をぜひお願いしたいと思います。 
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 以上で私の質問は終わります。 

（12番 本田芳枝君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ここで暫時休憩といたします。 

（休憩 午前11時31分） 

（再開 午前11時40分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 それでは、再開いたします。 

 ９番田川正治議員。 

（９番田川正治君 登壇） 

◎９番（田川正治君） 

 議席番号９番、日本共産党、田川正治です。通告書に基づきまして、町長並びに

関係部課長に質問をいたします。 

 まず最初に、安保法制（戦争法）への町長の見解について質問いたします。 

 ９月19日、安倍政権、自民公明政権が憲法も民意も踏みつけにして強行採決した

戦争法、これは自衛隊を初め、特に若者を戦場に駆り立てる、殺される事態を国民

に押しつけ、日本を戦争する国とするものです。これは、戦争の放棄、戦力の不保

持、交戦権の否認が明記されています日本国憲法９条に真っ向から違反することは

明らかと考えます。 

 さらに、日本国憲法第99条では、憲法尊重擁護の義務をうたっております。その

内容は、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、こ

の憲法を尊重し、擁護する義務を負うとしております。このことは、国会議員はも

ちろん、私たち地方議員、裁判官や公務員がこの憲法遵守の原則を守り、国民の命

や暮らしを守ることを義務としている。この憲法は、私たちが守るべきものである

と考えます。 

 このような状況のもとで、戦争法が強行されました。粕屋町町議会では、憲法遵

守を基本にして核兵器廃絶平和都市宣言、昭和60年３月に決議をしております。そ

の内容は、核廃絶と戦争反対を貫いた６項目の宣言から成っております。その一つ

に、我が粕屋町内では、いかなる軍事行動、軍事演習も許さない、このように力強

く宣言をしております。また、毎年夏に開催している粕屋町の平和週間、28回目を

迎えます。核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さを語り継ぎ、二度とこの過ちを犯さな

い、そしてサンレイクやＪＲ駅などに看板を立て、パネル展を実施してきました。

このような粕屋町の平和を守る先人の取り組み、町長は真摯に受けとめて戦争のな

い平和な日本を子や孫に引き継ぐためにその役割を果たすことが求められると思い
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ます。 

 先日、戦没者追悼式典に私も参加しました。町長は、この挨拶で核兵器廃絶と平

和都市宣言の町としてのことを延べ、平和のとうとさを次の時代に語り継ぎながら

戦争のない平和な日本であり続けることを願うと述べられました。このことは、役

場のホームページ、フェイスブックにも書き込まれております。粕屋町町議会も今

年６月議会で、国民的合意のないまま安全保障法制の見直しを行うことを求める意

見書を本会議では議員全員一致で可決して、政府に対して強行採決を許さないとの

意見書も提出いたしました。 

 そこで、質問です。町長として、憲法遵守と町民の命と暮らしを守るべき自治体

の長として、憲法９条に反する安保法制（戦争法）についてどのような見解を持っ

ておられるのか、答弁を求めます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 田川議員の質問にお答えします。 

 田川議員もフェイスブックを見ていただいてるそうで、新米町長奮戦記というこ

とで掲載させていただいておりますけども、その中でこういった答弁、慰霊祭の中

での文章が出ております。そういった中で、私もこういったことは発言いたしてお

ります。しかしながら、この問題につきましては国家レベルでございますので、い

ささか、なかなか回答は難しいかと思います。安全保障関連法が憲法違反かどうか

は法解釈の問題であり、法律家の中でも見解が分かれているものと思いますが、粕

屋町におきましては昭和60年に非核恒久平和都市宣言をしております。また、61年

に制定した町民憲章におきましても、語らいと触れ合いの町をつくるため、永遠に

崩れぬ平和を願い、互いの人権を尊びますという１項がございます。粕屋町といた

しましては、これらの平和都市宣言や町民憲章を守り、恒久的な平和をを求めるも

のでございます。それ以上の回答はできませんので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 今町長が述べられましたように、粕屋町としての施策として、先ほども私も述べ

ましたこの核兵器廃絶の都市宣言、このような立場を貫くということが憲法を守る

という、今の９条を守るということの大切さだというふうに考えます。戦争のない

平和な日本を孫、子に引き継ぐということで、これは国民誰もが望むところだと思

います。そのことを町長にも求め、私もその立場で取り組んでいくことを表明いた
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しまして、次の質問にいたします。 

 次に、町長の選挙公約が選挙中に配られました。きれいなビラにありまして、町

民は非常に関心がある内容が幾つもあったと思います。そこで、この公約の施策内

容が具体的にどういうふうにしようとしてこの公約に述べられてるのか、また財源

についてあります。７項目にわたって質問をいたします。 

 まず最初に、九大農場跡地に大企業や医療機関を誘致したいということでした。

農場の面積は23ヘクタール、坪15万円で100億円、30万円で200億円になるかと思い

ます。このような広大な農場に大企業を誘致するということには、それなりの保障

的なものを町として提示するというふうなことなどがあれば、大企業は喜んで来る

かと思います。町がそのために九大農場を買い取ると、格安か無償か、このような

状況での誘致になっていくのではないかというふうに思います。 

 私は、全国の企業誘致の問題について、資料を見て勉強してみました。電機大手

のシャープが大阪の堺工場に進出したときに、堺市はシャープが来たら８割の減税

をしてもに２割の税収があるので大丈夫だと、雇用も増えるということだったそう

です。税収も増えるということだったそうです。しかし、地方財政の仕組み上、税

収があればそれ相忚の地方交付税が減額されるということがあるということであり

まして、その結果国は、10割の税収が増えたとみなして地方交付税を75％減額した

ということがあったそうです。ですから、堺市は財政の収支上は２割の税収が増え

るどころか、差し引き10年間で63億7,000万円マイナスになったと。これはいろい

ろな金額については、それぞれの条件において違いがあるかと思いますか、いずれ

にしてもそのような事態になったと。ですから、一般財政からの繰り入れなど含め

てマイナスですね、一般財政がマイナスになったということが言われております。 

 このように、大企業の誘致は自治体財政にマイナス要因をつくり出すということ

が言われております。それにも増して、今は日本の企業は海外に進出して、日本よ

り安い人件費コストを求めて、より莫大な利益も得ようということで躍起になって

おるのが現状です。そういう点では、企業誘致はなかなか容易なことではないと思

います。そういう点で、私は九大農場跡地利用計画、先ほど中野議員も農場での農

産物とか、いろんなものをつくることによって生かしていくということも言われま

したけど、私も住民も参加して住民の意向も反映する、そのような今後の粕屋町の

未来像も示して、全国的にも貴重な遺跡や古墳も含めて保存をしながら、歴史と文

化を守る粕屋町としての施策が必要だと考えますが、町長の答弁を求めます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 
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 田川議員の質問に答えます。 

 現在の状況ですが、九州大学の農場移転スケジュールでは平成30年10月予定とな

っております。九州大学と勉強会等の協議を行っているところでございます。しか

しながら、遺跡の国指定、その範囲の決定が明確にならないと移転の見通しが立ち

ません。また、土地処分手続が進捗しない状況であるため、跡地利用の協議も同様

に遺跡範囲の明確とならないと、なかなか進められない状況であります。遺跡範囲

が明確になりますと、町のマスタープランに沿った跡地利用計画等を九州大学と協

議を行う中で、誘致する公益施設や企業等の検討を行っていければと考えておりま

す。財源につきましては、九州大学の持ち物でございますので、九州大学がやると

思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 今からの計画プランも含めてが必要だということになってくると思いますけど、

私は大企業を呼び込めば、そのことでおこぼれが地域に落ちてきて栄えるとという

ような考え方で今まで全国的に誘致したんですよ。そのやり方が地域の底力、本当

に住民のためになる、そういうことにつながるのかということがあると思います。

粕屋町にある地域の力、これを育てながら伸ばしていく。そして、雇用と消費を増

やしていくという方向の振興策が必要だと考えます。現在、日本の経済のあり方と

して、内発循環型という地域振興策に転換することが必要だと言われてるというふ

うに言われております。地域に根差した中小企業、地場産業、農業を総合的に支援

して、町としての安定した雇用と仕事をつくり出す、この方向を行うべきだという

ことを求めて、次の質問に移ります。 

 ２番目において、10万都市を実現するための周辺自治体との合意形成や財源につ

いてでありますが、平成の大合併から10年がたって、合併特例法による交付税率、

交付税算定替えの特例など、期限が切れて期限を迎え、合併特例債も廃止されてお

ります。2010年３月末で終了した平成の大合併の特徴は何だったのか、そのことが

問われております。それは、住民の日常の生活圏を超える広大な自治体の誕生だ

と。そういう点では、住民には不便で負担がかかる、福祉には回ってこなかった

と、このようなことが言われております。明治の大合併は、義務教育の施行や役場

機構の整備ということが行われました。昭和の大合併は、中等教育や民生事業、公

共事業など、戦後の復興を目的として行われました。先ほど述べましたように、今

回の平成の大合併、これは小泉構造改革のもとで財政再建以外、この三位一体改革

で切り捨てた補助金などが生まれる中での構造改革、この一環として取り組まれた
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いうことになります。なぜ今、町長は合併して10万都市を目指すということを公約

と掲げたのかについての方向性について答弁を求めます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 それでは、お答えいたします。 

 まずは、なぜ10万人都市が必要なのかという発想ですね。これは、企業誘致を有

利に進めるには、ネーミング、ブランド力が必要になるかと思います。また、予算

規模が大きくなれば、職員のやりがいも拡大いたしますし、優秀な職員も育ちま

す。しっかりと自治能力を高めながら、進んでまいらなければならないと思ってお

ります。 

 それから、うちの議会でも８年前に合併を否決いたしました。そういった中で、

やはりあのときの合併というものは、検証につきましては、非常に合併しなければ

成長どうしようもないというところで合併されて、その結果が悪かったのではない

かと私は思っております。ですから、糟屋郡におきましては、合併をしなくてもそ

のまんまいけるから合併しなかったんだろうなと思いますね。そういった中で、せ

っかくのこれだけの裕福な地域、空港があり、150万都市がそこにすぐ横にあり、

インターチェンジがある。そういった中で、やっぱり自治能力を高めるということ

は、私は当然ではないかなと思っております。そういった中で、やはり大企業を誘

致してというリスクもありますけども、リスクを冒さないような形での誘致も必要

ではないかなと思っておりますので、その点今後、将来的な粕屋町を進めていく中

で、十分ご理解をしていただきますようによろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 財源の問題については特別述べられませんでしたけど、今回平成の合併で合併の

一番初めに取り組んだ兵庫県の篠山市は、合併後に非常に合併特例債、いろんな問

題を使ってやった後のことも含めて十分に財政的なことができず、赤字になってき

ているということなども私は知ることができました。そういう点では、この合併特

例債がない状況のもと、町が合併に向けてやっていくならば、市庁舎の建て替えに

は30億円、40億円かかるようなことにもなるでしょう。周辺の自治体で言えば、支

所になったり、周りの自治体がですね。粕屋町以外のところの自治体が非常に周辺

地域ということで寂れていくと、これは全国的にも言われてます。 

 このようなことなども含めてあるわけですが、もう一つは給食センターの問題で
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の15年間67億円、そして毎年４億円というこの財政支出ということなどを含め、そ

して先日11月30日に町長や執行部から報告受けました給食センターの工事をする中

で特定管理廃棄物が出て、この処理に8,000万円費用がかかるといういうようなこ

となどもあります。そういう点では、今の時期に粕屋町がやるべき方向としてはど

ういうことを目指すべきかということがあると思います。 

 それは、消費税も上がり、社会保障関係の予算が尐なくなり、そういう中で弱者

救済という立場のための予算を振り向けていくということが大事だというふうに思

います。老朽化した保育所の建て替えや公共施設の建て替え、また高過ぎる国保税

の引き下げや医療費の高校生まで全国的に取り組まれております医療費の無料化と

か、介護保険料の利用料の軽減、こういうものに予算を振り向けるべきだというふ

うに思うんです。合併でお金を使うというような今の状況ではないというふうに思

うんですが、町長の答弁、財源問題について示してください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 今るる田川議員、質問をされておりますけど、どの点で答えていいかよくわかり

ません。もう尐し簡潔に質問していただいて、その点についてやっていただきたい

ということを、もう一回お願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 だから、一番最後に言いましたでしょう。財源について質問、これは質問をして

います。先ほどそのことについて答弁されなかったから、で私がいろんな今の財源

状況を見てこういうことですよと。だから、合併するに当たっての財源はどういう

ふうに考えてるのかということです。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 合併は、まだ何も時期も決まっておりませんし、どの範囲をやるかというのも何

も決めておりません。そういった中で、やはりまずは議論をすることが大事だと私

は思っております。そういった中で、若干の費用がかかるかと思いますけども、初

めからもうそういった議論をし、そしてそういった合意ができれば、その情報を住

民に流すということが大事だと思っております。そういった中で、やはり今後は、

まだすぐ合併ありきではありません。ですから、こういった協議会でどのような方
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向に進むのかということが、やはり大切ではないかな。そして、やはり後ろ向きな

発言ばかりじゃなくて、この立地条件のいい粕屋町に夢を描かれるような議論をす

べきではないかなと私は思っております。ですから、今後まず合併を、庁舎を建て

るとか、そういった財政、そういった議論とかは全く考えておりませんので、その

分につきましては協議会等で若干かかるかと思いますけども、そういった財源はか

かるかと思います。しかしながら、全くその相手も決まっておりませんし、全く時

期も決まっておりませんので、そういった財源をどうするのかという議論につきま

しては、まだ全く考えておりません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 わかりました。そういう内容のものが10万都市ということだったということでの

公約だったふうに受けとめておきたいと思います。 

 次に、老朽化した町立の仲原保育所、中央保育所の建て替えについてです。 

 これは、町長も公約の中で老朽化した保育所の建て替えについて述べられており

ます。そういう点では、私もこの町立保育所の建て替えということを施策の中には

町長は含んだものというふうに思うわけですが、そのことについての答弁を求めま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私も議員時代、田川議員と同じ厚生常任委員会に所属しておりました。このよう

な状況の中で、こども館が急に降って湧いたような施設でございます。こども館を

建てるよりも、中央保育園、仲原保育所は先に建て替えるべきだといった形で私は

発言したわけでございます。だから、必ずこども館も建て、それからすぐに中央、

仲原を建て替えるということは、やはり財政的にはなかなか難しいものがあるかと

思いますので、現在の状況をお伝えしたいと思います。 

 町立の保育園、仲原保育園と中央保育所の老朽化については、認識をいたしてお

ります。快適な保育環境を提供するために、不具合箇所等については適時補修し、

適切な維持管理に努めているところでありますが、今後も人口の増加に伴い、保育

需要は増加していくと思われますので、保育所の整備は喫緊の課題だと考えており

ます。保育所の整備についての財源はとのことでございますが、財政面からする

と、県の補助を活用した民営での整備が望ましいのではないかと考えております。

健全で持続可能な行政経営を進めるためには財政基盤の強化が必要であり、現在策
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定しております公共施設等総合管理計画や町の財政的な負担などを総合的に判断し

ながら、適切な老朽園の対策を保育需要の受け皿の整備に取り組んでまいりたいと

考えておりますということです。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 町長の公約のチラシには、町立か民営かというのは述べてなかったんですね。私

は、今まで町立で残して建て替えてということを町民、保護者の人たちの要求もあ

りますので、提案してまいりました。そういう点では、今言われたので言えば、大

川保育園と同じように民営化するということの考えが基本にあるということだとい

うふうに思いますけど、保護者は今言いましたように、新しく建て替えてほしいと

いうのは町立保育園で建て替えてほしいということのほうが多いんですね。前の署

名運動も含めてそういうのがあり、中央保育園が町営で残ったという経過もありま

す。そういう点では、検討していただくことを求めたいと思います。 

 次に、こども館の建設と町立での施設管理、運営についてです。 

 これは、来年春にこども館ができるということで、非常に保護者の人たち、子ど

もたちも喜んでおります。そういう中で、町長は運営費の5,000万円のことや職員

体制について異議を述べられているのが載っておりました。私は、町立で運営して

職員の雇用につながる、このような方向でこども館は建設してやっていくべきだと

いうふうに考えるんですが、町長が述べられておりましたこの運営費などについて

の点についての見解を求めます。答弁してください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 当時、議員のほうに運営費がどれぐらいかということで議会も尋ねたと思いま

す。当時は約3,000万円ぐらいではないかなという回答でございました。しかしな

がら、以後はこども館の特別委員会がありまして、いろいろな要望が加わってまい

りました。当初の方向性とほとんど方向性が大分変わってきたようでございます。

そういった中で指導員あるいは職員の数が物すごく多くなっているというのが現状

ではないかなと思っております。ですから、所管につきましては余り管理費がかか

らないようにというような、やはり指示を与えております。しかしながら、やはり

今方向性につきましては、直営でやる方向で考えております。 

 以上です。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 直営であるということについてと雇用についても、このこども館に関する人たち

が、粕屋町の人たちが仕事の場として、ボランティアなども含めていろんな人たち

が集まってくる中で運営されていくということをぜひ求めたいというふうに思いま

す。 

 次に、町長選の公約に、公約といいますか、このビラに。公約ということよりも

ビラに書かれてた内容ですね。ちょっと私はこの内容が、町民の中からいろいろ役

場に対しての意見も含め、何でこういう状況が生まれてるのかということなどと

か、そんなことはないだろうと、親切にしてもらっとるというようなことなどがあ

りました。文章にしてあるその中身が、役場がしてやってると、現在の役場のやり

方には不安と疑問を感じるというようなこととか、役場職員が就任するというなら

町長選は必要ないというようなことも述べられておりました。 

 私は、町長選挙につきましては、これは見識、資格がある人であれば役場職員、

退職者でも現職でも、やめて立候補するということがあってもいいと思いますね。

そういう点で言えば、この点について必要はありませんと、町長選挙必要ありませ

んというふうに述べられたことについて、また役場のほうがしてやってるという、

こういう感じを受けとるということで、具体的にどういうことだったのか、ちょっ

と述べてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 田川議員の質問にお答えします。 

 田川議員は、住民からそういったことは言われたことはありませんか。全く相談

を受けたことありません。私は、よく役場の職員の苦情を聞くわけですね。つい先

日も、証明書をとりに行った娘が腹を立てて帰ってきましたという電話がございま

した。これは、よく内容を聞いておりますと、原因は会話の方法であったと認識い

たしております。やはり、今後は職員がよく話を聞いて接客すれば解決する問題で

あると思っていますので、今後は指導を徹底させたいと思っております。こういっ

たことから、やはり上から目線を感じるということで意見がございましたので、私

はそういったことが日ごろから住民からいろいろ聞きましたので、書かせていただ

きました。 

 それから、役場のやり方に疑問と不安を感じていることですが、給食センターや
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こども館建設など、議員からの意見や忠告、全く聞き入れようとしない役場の強引

な姿勢は異常であると感じておりましたので、掲載をいたしました。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 今の答弁で非常に気になるのがあるんですけど、役場の人たちが上から目線と

か、言葉遣いが悪いというようなこととかは、それは会話の中での不十分な話し方

というのはあると思います。ただ、もう一つは、制度そのものが非常に複雑でわか

りにくい。これが、私も議員になって相談を受けたときに、それを役場の人にどう

いうふうに相談して解決しようかというときに、勉強して１回中身をよく理解した

上で話さんと、なかなか大変なんです。一般の人は何もわからんです。だから、窓

口におる人たちも、今正職員の人が前面におって、その担当の人がおって、いろん

なことを説明できればいいけど、そうじゃない状況が今あるでしょう。正規じゃな

い人たちが半分おるんですから、非正規が。だから、そういう人たちが勉強して自

分で教えてくれよるんですよ、一生懸命。それでも、わからないことがあるんです

よ。そういう点での行き違いが一番住民としては不満なんです。そこをよく見てい

かないと、何か言葉遣いとか態度の問題、そんなことより中身の問題ですよ、これ

は。内容が本当に大変なんです、役場の人たちはというふうに私は思っておりま

す。だから、町民の人の相談を受けたときは一緒に行って、一緒に話しながら説明

をしてあげます、一緒に来た人にこうこうこういうことですよと。言って理解して

もらわないと、あれは相談に行った人と役場の人だけやったら、恐らくかみ合わな

くて時間だけがたって、いい感情を持たんで帰ると思います。そのあたりの改善策

が一番大事だと思うんですね。その点について、どういうふうに思いますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 ですから、私が冒頭に申しましたように、やはりそういった言葉の行き違いとい

うものがあるかと思います。そして、やはり今役場の対忚というものは間違ってい

ないと思うんですね。これは、公務員的なきちっとした発言はしなくてはならな

い。しかしながら、住民の視点に立って、やはりそこをうまく説明していくってい

うことがこれからの役場の技術だと思うんですね。そういった説明能力だと思うん

ですね。そういったものをなくしていくということが、やはり住民サービスにもな

っていくし、役場も逆に同じことを話していても、やはり好感を持てるというよう

な意識改革をやらんと、一向にそういったものが解決しないと思うわけですね。で
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すから、私は今後は、やはり今までの公務員の能力と、それからあわせまして住民

の意識を尐しでも職員が入れれば、そういった問題は解決できると私は思っており

ますので、その点はぜひ今後進めてまいりたいと思いますので、ご理解を願いたい

と思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 いろいろと中身についてはまだ質問することなんかも含めてありますけど、ただ

何度も先ほど言いましたように、町民の人がわかりやすい制度には、説明をしてい

くっちゅうことの努力っちゅうのはしてもらわないといかないというのがあるんで

すね。それは、特に税務の関係、国保とか税金、この関係とか、それで今度の介護

保険の問題とか、新しくできた保育新制度の問題とか、わかりにくいですよ。だか

ら、保育所に行ったらいつの間にかその制度そのもので自分が仕事そのものも働く

時間で制約されるから、仕事調整もせないかんことになってきたとか、いろんなこ

となどが事前にその４月までに、例えば保育所に入る前に話をするんですが、そう

いうことでのやっぱり行き違いなどもあるんです。そういう点で、私はもっと正職

員を、非正規の人たちを引き上げて正職員としての教育もしていくことを方向とし

ては持つべきだと思うんです。このままやったら非正規の人ばっかり増やしていく

ことによって、いろんなうまく、この仕事の中での連携が住民の人との関係も含め

てできなかったりすることもありますので、私はやっぱり正職員としての対忚に、

同じように引き上げていくことが求められるとおりますので、そういう点も努力し

ていただきたいと思います。 

 次に、水鳥橋の問題です。これは、町民で非常に関心がありまして、どうなっと

るのかということがあります。私たちも議会で、いろいろ説明は受けてきました。

水鳥橋の設計事務所が倒産したというて言ってると思ってたら、今度は建設会社、

施工会社が廃業したと。つり橋はどげんなるのかということがあるんですね。これ

は話に私も、議員に説明があったときには、片一方の土台が持ち上げられて、そし

てつり橋が落下したということですが、その土台になるほうのところのくいが、打

ち込みが十分にやられてなかったというようなことなどを私は聞きました。そうい

う点で、この中身について全容を本当に解明して、どういうふうにこの問題の対策

として今後考えていくのかというのがあるかと思いますが、その点について町長の

見解を。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 
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◎町長（因 辰美君） 

 詳しくは、所管のほうから報告させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 

◎都市政策部長（吉武信一君） 

 田川議員のご質問にお答えいたします。 

 調査結果については、今議会の建設常任委員会、全員協議会にて説明を行う予定

であります。おおむねは、水鳥橋供用後の早期の段階で橋台の躯体部にひび割れが

発生して、务化因子の侵入によりコンクリートの打ち継ぎ目の付着が損なわれて、

鉄筋の腐食が進展してもろくなって破壊に至ったものでございます。現状は、橋台

にはくいは打ってありません。 

 それと、そのような原因を引き起こすことになったのは、当初設計上の問題点、

施工上の問題点の指摘が先生たちからございました。今後の予定でございますけ

ど、今年度上部工の撤去を今行っております。まず、今仮設道路、それを始める予

定でございます。早く利用できるように復旧案の型の検討、決定、詳細設計作業を

進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 このことについては、今からの予算も含めて、今後ほかの町全体の予算執行の中

にどういうふうに位置づけるかということにもなるかと思うんですね。早くつくり

かえてほしいというのは当然あるわけですが、そういうことも含めて示されてると

思いますけど、今新聞紙上、テレビでも問題になってます横浜市のマンションのく

い打ちの問題で偽造があったというようなことなどを含めて、問題が起きてきてる

んですよね。そういう点では、同じような状況ではないと思いますけど、いずれに

しても施工状況の中でやっぱりチェック機能をしっかりやっていかないかんっちゅ

うのがこのマンションのときの偽装問題で言われてるわけです。建設業界における

工事の管理体制、行政などの検査の強化、第三者によるチェック体制の創設などが

必要だということなので、これはもう建設業そのものの中で今までこういうのがチ

ェックが十分できてないということがあって、改めて今問題になってきとるわけで

すが、本来これはしっかりせないかん問題だったと思うんですね。そういう点で、

町としても今後の公共事業の問題については、しっかりここのところを事故が起き

ないようなチェック機能を果たしていくべきだというふうに思うんですが、その点
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について。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 

◎都市政策部長（吉武信一君） 

 今後、県のほうの、今篠栗町のほうに建設技術センターってございます。そこの

ほうに設計とか、委託するような形で管理のほうもしていただくような方向でちょ

っと考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 じゃあ、いずれにしても今からそういうチェックも十分やっていく体制の中で補

強工事で事故は起きないというところをしっかりしていく必要があると思います。 

 それと、７番目のものについては、これはもう４日の開会のときに副町長の問題

については議案としてもう示されておりますので、この質問書を出したときには副

町長が空席という状況の中でのときでありましたので、今後の執行部体制どういう

ふうになるのかということでこの質問をしたわけでありますけど、特別これはこの

議会の中で審議していくことでありますので、答弁は求めません。 

 それで、次に移ります。 

 国民健康保険税の軽減対策について。これは、６月議会でも私が質問をいたしま

した。国からの低所得者への補助金が交付されてるわけです。全国的にも、この交

付金を使って低所得者に対する保険料の減額とかというようなことなど含めて利用

するということで行ってるわけです。これは、６月議会のときにも質問したときに

は、前町長は国からの通達が来たときに検討しますということのままになっている

わけです。特に、この低所得者対策でどれだけの財政支援金が来たのか。また、国

からのこの財政支援をどのように使う段取りにしてるのか。国保加入者の支援の対

象者は何人ぐらいおるのかと、この低所得者に対して、支給するということを質問

をしておったんですが、この点について改めて、この中身について報告を求めたい

と思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 それでは、田川議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 

 詳しい内容につきましては、総合窓口課のほうの課長から答弁をさせますが、ま

ず前段で平成27年５月27日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保
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険法等の一部を改正する法律が成立いたしております。この法律で、国保を初めと

する医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措

置が講じられるようになりました。具体的には、財政支援の拡充等により財政基盤

を強化し、被保険者の保険料負担の軽減や、その伸びを抑制することを目的とした

内容でございます。 

 粕屋町の国民健康保険特別会計はご存じのとおり、毎年一般会計からの法定外繰

り入れに頼って運営しているのが現状であります。ちなみに、平成24年度の繰入額

は9,400万円、25年度は１億5,000万円、そして26年度につきましては２億3,140万

円でございます。平成27年度につきましても、国庫支出金として国民健康保険基盤

安定負担金が増額される見込みではございますが、やはり一般会計からの繰り入れ

に頼らざるを得ない状況であります。これらのことから、国民保険特別会計といた

しましては、まずは一般会計からの繰り入れを減額すること、そして被保険者の保

険料のこれ以上の増額を抑制することを第一に考えて、保険料の減額までは厳しい

状況にあるというふうに考えております。どのぐらいの交付金が来るか、そこら辺

等々につきましては、藤川総合窓口課長のほうから答弁させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 藤川総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（藤川真美君） 

 どのような補助金が来るのかということの詳細というか、概算の数字ではありま

すが、お答えさせていただきます。 

 国民健康保険基盤安定負担金として約3,200万円の増額が見込まれております。

ただし、この負担金をもらうに当たって、ほかの補助金でそのもらった額の半額を

減額した計算式において何％かの減額などがありまして、この分で約800万円の減

額がありますので、合計で2,400万円程度増額されるのではないかという見込みを

持っております。しかしながら、今の大枞ではございますが、27年度の決算におき

ましても、単年度収支で法定外繰り入れをしなければ１億円から１億5,000万円程

度の赤字が見込まれますので、部長のほうで答弁いたしましたように考えておりま

す。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 それで、対象者は、私もこの前話を６月議会のときに、資料を私が社会保障推進

連絡協議会で集約した資料は757人がこの対象になるということであったんです
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ね。そういう点では2,400万円ですよね、町に対して来るのは。ということで言え

ば、えっ、幾らですか、3,000ぐらいですか。それを下げるだけのものが対象者と

しておると思いますけど、その対象者はどのくらいなのかということちょっと確認

をしときたい。 

◎議長（進藤啓一君） 

 藤川総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（藤川真美君） 

 最新の分、26年度分の所得階層の分で、世帯数としては3,000世帯ほどあります

が、詳しいきちんとした世帯数については、把握しておりません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 人数の違いがあるわけですが、これは200万円以下の対象者がどれだけおるかと

かという、そういう指標が一つ要ると思うんですね、低所得者に対して。それに基

づいて、国から来てる額が示されてると思うんですね。だから、そこは県の医療保

険課長が県議会で答弁したのが、支援金は市町村における低所得者の数において一

定割合を交付するもので、低所得者が多い市町村に対して財政支援を行うというこ

とで、この一定数のその数についての、低所得者のどれだけいるのかというのは報

告が求められとうと思うんですね。それに基づいておりてきとる金額があると思

う。 

 私はそういう点で、そういうことなどある中で、粕屋町が非常に全県で８番目に

高いという国保料ということから、引き下げるべきだということは求めてきまし

た。40歳代、子ども２人の４人家族で42万円、国保税かかるんですね。１カ月分の

給料ぐらいになります。こういう状況から見て、これよりも低所得者の人たちの負

担が多くなって国保料が払えないという状況が出てきてるわけですから、国はこの

ことに目をつけて、目をつけてっちゅうのは、こういうことを改善する方向として

の支援金としても位置づけで出してるんですよ。そういう点では、一般財政からの

繰り入れが大変だから、その分を補填するために使うということでなくて、今まで

一般財政繰り入れしてきたのは当然のことのように、今まで予算化してきたものは

出すことを前提に、国がこれを示した分を、今言ったように低所得者の支援をして

いくというのに使うようにすべきだというふうに思いますけど、町長の答弁どんな

ですか、見解。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 
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◎町長（因 辰美君） 

 基本的に特別会計でございますので、単独でやらなければならないと思っており

ます。以前からも田川議員、いつも委員会のほうでそういったことをおっしゃられ

てるのは存じておりますけども、やはり毎回一般会計から繰り入れるということ

は、国民健康保険だけのことならそういったことは許せると思いますが、ほかの保

険者の方は、全く何で国保でそんなに使うんだという、そういった意見のほうが強

いかと思います。ですから、暗にただ入れればいいという問題ではないと私は思っ

ております。ですから、やはりこういったものについてはバランスというものがあ

りますので、しっかりと担当者はそのバランスということでやっております。ま

た、将来、県のほうで一括して国保が運営されるということに決まっております

が、そういった中でやはり毎年その部分については、全額赤字については補填して

いくといった形で方向性でしておりますので、そういったものについては、やはり

非常に心苦しいとは思いますけども、国民健康保険の対忚はしっかりやってると思

っております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 国保は特別会計だからということでは、いつもそういうことで一般財政から繰り

入れは尐なくするということなどを含めて述べられてきてるんですね。税金を払っ

た人は、そういう点では国保税も含めて税金も払うて、納めることも含めて出てく

るわけですけど、県知事とか全国県知事会などが国に対して、この今の状況で広域

化、これは福岡県知事も述べとんですが、財政運営を広域化したり、運営主体を県

に変えただけでは解決しないと。何を解決せないかんかといったら、国の補助金の

関係ですよね。今まで45％が入っとったのが、減らされて25％になってきてる、そ

れを下げられてるから、国からの補助が尐ないから国保特別会計、町の財政が逼迫

してるということになってくるわけです。保険料も上げられるということになるん

ですが、実際こういう点では解決しないということとか、全国知事会も高過ぎる国

保料を協会健保並みに引き下げると。そのためには１兆円の国庫負担を増やす必要

があるということも述べとんですね。そういう点では、国からの補助金も含めてで

すけど、町もこれについて今いった低所得者用に出てきた分は保険料に振り向けて

いくと、今回の支援策にということをすべきだというふうに思うわけですが、今後

このことについて検討していただくことを求めまして、次に移りたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 
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 ちょっとよろしいですか。 

 先ほど、数字の中で3,000とか4,000とかちょっとはっきりせん分がありました。

それについては、正確な数字を質問者のほうに、数字としてはお知らせしてくださ

い。 

◎９番（田川正治君） 

 もう一つ続けて、次に保育料の３人以上の多子世帯の負担軽減。これは、年尐扶

養控除が廃止されまして、３人以上の多子世帯は保育料が高くなってるということ

が言われてるんですね。福岡市のホームページには、保育料の年尐扶養控除のみな

し適用をしていると載せており、実施をしてるんです。保育料は16階層分で、所得

割課税が細かく分類されております。所得の変動で階層区分が上下しても、保育料

がそう大きく変わるということはないというのが福岡市の制度になっております。 

 ところで、この粕屋町で年尐扶養控除が廃止された後のみなし適用について説明

を求めます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 ご質問にお答えをいたします。 

 まず、平成22年度の税制改正で年尐扶養控除が廃止されたことに伴いまして、所

得税を基礎に算定していた保育料の急激な負担増を避けるため、いわゆるみなし控

除の措置がとられておりましたが、本年度子ども子育て新制度の開始によりまし

て、保育料の算定基礎が住民税の所得割課税額へと変更されるに伴い、そのみなし

控除の取り扱いもなくなっております。 

 ご質問は、その影響と思いますが、みなし控除の額は子どもが多い世帯ほど大き

くなりますので、議員が言われますとおり廃止による保育料算定の影響も多子世帯

ほど大きくなることが考えられます。しかし、新制度の開始に伴い変更を行いまし

た保険料の徴収基準額表は、この基準に従って決められておりまして、新制度開始

時の国の説明によりますと、変更後の保険料の変動を抑えるよう配慮して、階層区

分が決められております。もちろん、個々の全ての世帯状況に対忚することはでき

ませんし、実際に本年度からの保育料は、同じ世帯でも上がった場合、下がった場

合の両方がございます。ただ、この保育料の変動には、世帯状況の変化で階層が変

わった場合など、他の要因も関係しますので、みなし控除の廃止による影響額のみ

を把握することはできない状況にあります。粕屋町におきましては、この国の示さ

れた基準に基づきまして他の特段の対策は行っておりません。 

 以上です。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 みなし適用は、今度４月から新制度になっても適用しているというところはある

んですよね。福岡市もやってます、先ほどホームページのことについても説明しま

したように。ということは、子どもが３人いたら、１人38万円の控除からというた

ら114万円になるんですわ。それだけ子どもが多いところに今まで年尐扶養控除が

あったから、その分の保育料が低い形で算定されて払うことができて、そういう点

では非常に今のこの尐子化の中で、子どもが増えていく中での補助という点が生き

てきたわけですが、こういう点について、新しい制度で保育料の調整はしたという

ことでありますけど、改めてもう一度、ほかの自治体も新制度のもとでもやってる

ということなども参考にして、ぜひ検討してもらいたいというふうに思います。 

 それともう一つ、８時間の保育と11時間の保育が今２区分になって、保育所では

受け入れをしてるんです。この８時間の人たちは30分150円、延長保育。早くきた

場合も150円取られるわけですが、このことによって夕方の時間が非常に駐車場で

ラッシュになると。１分遅れても150円払わないかんというようなことなので、保

護者の人たちも、もう本当に大変ですと、５時に子どもを時間内に迎えに行って受

け取るのがというようなことなども言われております。 

 これは、佐世保市では、２区分の設定も設けずに、延長料の負担もしていないと

いうことで、今までの従来の保育時間が継承されてるということなどが報道されて

おります。そういう点では、この新制度でもそういう区分の制度を設定せないかん

ということだけでそういうふうにしなくて、検討もすべきということを申し上げ

て、次に進みたいと思います。 

 最後に、時間なくなりましたが、６月議会でクラブ活動費、ＰＴＡ、就学費など

の就学援助の人たちに対する補助について、前町長は前向きに検討するというふう

に答弁されました。このことについて、町長はどういうふうに考えてあるのか、答

弁を求めます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 それは、前町長が答えられました。私は、まだそういったことまで考えておりま

せん。ですから、所管のほうでしっかり考えていると思いますので、所管のほうか

ら答弁させていただきます。 

◎議長（進藤啓一君） 
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 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 田川議員の就学援助の拡大についてですが、これは学校教育課長に指示をしてお

りますので、学校教育課長のほうから答弁します。 

◎議長（進藤啓一君） 

 古賀学校教育課長。 

◎学校教育課長（古賀博文君） 

 ご質問にお答えいたします。 

 ９月議会におきまして、就学援助の援助拡大についてご質問があった際、町とい

たしましてしっかりと前向きに検討します、取り組みますという旨の答弁をしてお

りますので、それに基づきましてクラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒会費の３項目に

ついて援助拡大をする予定で、現在平成28年度当初予算要求を行っているところで

ございます。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 ありがとうございます。 

 これは、就学援助を受ける人たちが、今の経済状況のもとでこういう援助をして

いただくことによって、生活保護を受けずに自分たちで働きながら子育てできる、

それの援助になるというふうに思うわけでありまして、ぜひ実現をさせていただい

てもらいたいというふうに思います。 

 それともう一つは、これも６月議会で質問いたしましたけど、就学援助の申請適

正基準が前年度の生活保護費の1.3倍という基準になっとるんですね。これは、生

活保護が今から6.5％引き下げていって10％ぐらい引き下げるっちゅうことになっ

ておりますので、これについての基準について質問をいたしました。そのときは、

実費負担については検討したいということで、税率のことは考えてないということ

でしたが、そのことについて説明を求めます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 古賀学校教育課長。 

◎学校教育課長（古賀博文君） 

 所得基準を生活保護基準の1.5倍に引き上げることにつきましては、さきの９月

議会の答弁で申し上げましたとおり、実費負担についてその引き上げ分については

考えたいと考えておりますので、引き下げる自治体が多い中にありまして、本町に
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おきましては現在の1.3倍の基準を維持したいと考えております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 それで、今言いました、答弁された６月議会の実費負担について検討するっちゅ

うことで、その実費負担の内容がどういうものが検討されたのかについて。 

◎議長（進藤啓一君） 

 簡単に、古賀学校教育課長。 

◎学校教育課長（古賀博文君） 

 援助項目につきまして、実際その学校の中で実費負担の分がございますので、そ

れにつきまして消費税が税率が上がった分に実費が上がっていった分につきまし

て、その分の対忚をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 どうもありがとうございました。 

 以上で終わります。 

（９番 田川正治君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ここで暫時休憩といたします。 

（休憩 午後０時41分） 

（再開 午後13時15分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 それでは、再開いたします。 

 ３番木村優子議員。 

（３番 木村優子君 登壇） 

◎３番（木村優子君） 

 議席番号３番、木村優子です。通告書に従って質問いたします。 

 さて皆さん、11月10日から16日までの間は何の週間かご存じでしょうか。アルコ

ール健康障害対策基本法の中で定められ、アルコール関連問題啓発週間として、昨

年の平成26年から実施されている週間であります。まだまだご存じない方も多いと

思います。 
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 皆様に思い出していただきたいことがあります。我が町で23年２月９日、飲酒運

転事故により、将来ある若い２人の高校生の尊い命が奪われました。平成18年８

月、海の中道大橋で起こった飲酒運転による３児死亡事故をきっかけに、絶対に飲

酒運転をしてはいけないと心に刻んだはずでした。町は、この現実を重く受けと

め、悲惨な事故を二度と繰り返さないため、町民、事業者等と一体となって飲酒運

転のない安全で安心して暮らすことのできる町民生活の実現を目指し、飲酒運転根

絶に関する条例を制定をいたしました。これは、県内で初めての制定でありまし

た。我が町では、条例の中で毎年２月９日を飲酒運転根絶町民運動の日と定め、お

二人の若い命に報いるためにもこの日を忘れることなく、飲酒運転は絶対にしな

い、させない、許さないとの思いで根絶のための取り組みを先駆けて行っていると

ころで、本年で４年がたちました。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 まず、さきに述べました11月のアルコール関連問題啓発週間において、粕屋町が

行っていることはありますか。また、今後、何か行おうと計画はされているのでし

ょうか、お願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 木村議員の質問にお答えします。 

 非常に飲酒運転というものは、今から年末にかけて忘年会等がございますので、

根絶しなければならないと私は思っております。そういった中で、先ほどおっしゃ

いました高校生の命が粕屋町酒殿で失われたということは、非常に残念でなりませ

ん。こういったことが二度と起こらないように、しっかりと施策をしてまいりたい

と思います。 

 これからの６番目までにつきましては、各所管のほうが担当しておりますので、

そちらのほうで答弁させたいと思います。よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 現在、粕屋町で行っております活動のうち、年間を通して行っておりますのは、

役場庁舎正面に飲酒運転根絶宣言の町という横断幕の掲示をいたしております。そ

れから、ホームページのトップページにおいて、ストップ飲酒運転の広告掲示、町

作成の封筒へのみんなでなくそう飲酒運転のメッセージ掲載を行っております。ま

た、町内の飲食店や酒類の販売店46店舗にご協力をいただきまして、飲酒運転根絶
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掲示板を掲示いただいております。さらに、事故のありました２月を粕屋町飲酒運

転根絶強調月間といたしまして、月間初日に町内のスーパー等４カ所において街頭

啓発キャンペーンの実施をいたしており、九州広告美術業組合連合会から提供いた

だいております啓発看板63枚を町内の主要施設へ掲示しております。それから、庁

舎ロビーにおきまして、ＳＤＤ（ストップドリンクアンドドライブ）の全国こども

飲酒運転根絶書道展、出展作品50点の展示などを実施しております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 ありがとうございます。 

 私がまずお聞きしたのは、11月のこのアルコール関連問題啓発週間において、先

駆けて何かやっていることがあればと思いまして、まずお尋ねをしたところでし

た。うちの町は、もう本当にいろんなことを先に本当にやっておりますので、この

週間に限ってっていうことではなかったんですが、特に定められておりましたの

で、何か追加をされてなさってあればと思って、まず１番目の質問をさせていただ

きました。現在、町が行っている、それ以外で行っている取り組みということでお

伺いを今聞かせていただいたのかなと思って、次の質問へ参ります。 

 アルコール問題に関して、それでは健康づくり課や介護福祉課で行っていること

がありましたら、お聞かせください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 まず、健康づくり課におきましては、特定健診の健診時にアンケートを調査等々

させていただきながらその実態把握、そして問題がある、ちょっと飲み過ぎの方

等々の方につきましては指導していくというふうに対処しているだろうというふう

に思っております。 

 介護福祉課のほうでは、特段やってるようにはちょっと認識をいたしておりませ

ん。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 後でちょっとお聞きしようと思っているところがあるんですが、アルコール依存

症の方に対する、そういった手を差し伸べてあるとか、そういった取り組みはいか



- 85 - 

がですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 町側の方に申しときますが、冒頭に言いましたように、発言される場合は声に出

して、はいとおっしゃっていってください。 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 アルコール依存症と疑われる方等々につきましては、やっぱり家庭訪問等々をし

ながらご指導なり生活の状況を見るとか、そういうふうなことはしておるんじゃな

かろうかというふうに認識をいたしております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 では、後ほどもお聞きいたしますので、進めます。 

 これからは、冒頭に申しました平成26年６月に施行されたアルコール健康障害対

策基本法にも関連いたしまして質問を行っていきたいと思います。 

 まず、この法律の目的、第１条は酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるもの

であるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透してる一方で、

不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は本人の健

康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせ

る危険性が高いことに鑑みアルコール健康障害対策に関し基本理念を定め、及び

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基

本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的

に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてア

ルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康の保

護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的と

しております。そして、この法律においての定義として、アルコール健康障害と

は、アルコール依存症、その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不

適切な飲酒の影響による心身の健康障害を言います。 

 また、粕屋町飲酒運転根絶に関する条例の町の責務、第３条には、町は、飲酒運

転根絶に関する知識の普及及び意識の高揚、その他飲酒運転根絶に関する総合的な

施策、または取り組みを実施する責務を有する。２、町は、前項の施策、または取

り組みを推進するために町民、事業者等、事業者団体代表者及び福岡県等の関係機

関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとするとあり

ます。ここに注目をして質問を進めてまいりたいと思います。 
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 ２問目の質問になりますが、先ほど課長からも答弁をいただきましたが、特定健

診のアルコールに関するアンケートの集約の結果があると思います。特定健診の結

果でありますので、粕屋町の町民全体と捉えるのは難しいと思いますが、アンケー

ト結果から飲酒量及びそれから考察すること、またその対策、実施していることな

どをお聞かせください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 ご質問にお答えをいたします。 

 まず、特定健診のアンケートから考えられること、またその対策はということで

ございます。余り喜ばしい報告ではないんですが、最新の国保のデータベースシス

テムの粕屋町国保特定健診のアンケート、これは40歳から74歳の国保被保険者のう

ち、特定健診を受診した方でございますが、それからは飲酒量が２合以上の割合、

男性は33.8％、福岡県平均は17.3％でありまして、粕屋町は高いと。数字だけで言

えば、県内２位になります。そしたら、女性はどうかといいますと、女性は11.9％

だそうです。県平均が3.1％でありますので、県内では１位ということでありま

す。 

 これからすると、粕屋町の人は、県内でも１日の飲酒量が多いというふうに考え

られます。飲酒は、もう言うまでもなく、楽しく飲まれる分についてはいいだろう

と思います。適当な量であれば、全く問題はないと。逆に言えば、心身の健康のた

めにもいいんではなかろうかというには私は思っていますが、過度に飲まれること

によって内臓脂肪、それから肝臓病、糖尿病などの生活習慣病や心の健康も含めま

して損なう、そういうことにつながっていくと。特定健診の結果、過度の飲酒によ

る肝臓機能の数値が上昇したり、アルコールの依存症が疑われるような場合におき

ましては、先ほど言いましたが、保健師等々が家庭訪問、それからちょっとこれは

どうかなと思われる分については、医療機関への受診等々の紹介も行っておるとい

うことでございます。まだまだその啓発、条例に上げますような啓発というところ

まではいってないかもしれませんが、そういうようなデータをもとに保健師として

はできる限りのことをやってると。そして、町のイベント等においても、飲酒が及

ぼす体への影響や適正な飲酒量等々について、啓発をしておるところでございま

す。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 
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◎３番（木村優子君） 

 それでは、次の質問とも関連いたしますが、尐々私の話を聞いてください。 

 皆さんは、酔いが冷めるのにどのくらいの時間が必要かご存じでしょうか。ビー

ル１杯500㏄を分解するのに、体重60キロの人で３から４時間かかります。体重１

キログラムにつき１時間に0.1グラム程度の分解能力です。ビール500㏄１杯と同程

度のアルコールを含むものとして、日本酒なら１合180㏄、ワイン小２杯200㏄、ウ

イスキーダブル１杯60㏄となります。例えば、ビール３杯飲むとアルコールの分解

に12時間かかることとなります。お酒の酔いが冷めるのには、皆さんが考えている

以上に時間がかかります。飲んだ翌日など、アルコールが体内に残った状態で車を

運転すると、飲酒運転になります。 

 それでは、これに関連して、適正飲酒量はご存じでしょうか。今、ちょっと課長

も尐々おっしゃられましたが、適正飲酒量は１日２ドリンクまでというふうに言わ

れております。さて、ＷＨＯ、世界保健機構によって作成された２つのマニュア

ル、ＡＵＤＩＴ、アルコール使用障害特定テストとＢＩ、危険・有害な飲酒への簡

易介入というものがあります。この一つのＡＵＤＩＴは、県もこのようにチラシを

つくって、こういったものを配布をして、ここにＡＵＤＩＴが載っているんですけ

れども、こういったものを県も使われております。こういったテストを町民が知

り、また行う機会を町は設けてありますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 まずは、適正飲酒量、私も職員もそうですが、前の日にちょっとでも飲んだら、

次の日はもう歩いてくる、自転車で来るというふうな形で徹底をしております。こ

のテストの関係でありますので、飲酒習慣スクリーニングテスト、これにつきまし

ては現在の飲酒が適正なものか、日常生活に影響はないかといったテストになりま

す。現在、特定健診等でのスクリーニングテストは行っておりませんが、健診時に

おけるアルコール依存症が疑われるケースなど、飲酒習慣を確認したほうがよいと

判断した場合は、スクリーニングテストを実施いたしております。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 まずは、自分の飲酒状況を知ることが大切であります。このテストでは、アルコ

ール依存症を見つけることもできます。アルコール依存症に関しては、また後ほど
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の質問でお話をしたいと思います。 

 そもそも日本人の約40％の人がお酒に弱い体質であります。さらに、５から10％

の人は全くお酒を受け付けない体質であります。医学的になりますが、ポイントは

ＡＬＤＨ２活性の有無で、日本人の約半数は生まれつきこの活性が弱いか、欠けて

おります。このタイプは、アルコール分解産物である有害なアセトアルデヒドを速

やかに分解ができないため、尐量のアルコールでも悪酔いしやすい、お酒に弱い体

質です。お酒に強い、弱いは、遺伝子による生まれつきの体質から来るものであり

ます。これを知っておくことは、とても大切なことであります。このため、両親と

もお酒に弱い人は、強くなろうと無理な努力をするよりも自分の体質を認識し、周

りの人にも知ってもらい、体質に忚じた飲み方を守っていくことが大切となりま

す。 

 遺伝子分析により正確に判定できますが、簡易なエタノールパッチテストという

方法でも、ある程度判別することができます。方法を簡単に説明いたしますが、医

療用で使われております消毒用アルコールを綿花、綿にしみ込ませた分をここら辺

の上腕部といいますか、やわらかい部分の皮膚に張って判定をしていきます。７分

たったらはがして、皮膚の色を見ます。はがした後に、さらに10分後の皮膚をもう

一度見ます。これで赤く反忚するか、薄いピンク色か、ほとんど変化しないのかで

お酒に強いか、弱いか、簡単にチェックができます。 

 ４番目の質問ですが、こういった簡単にできるパッチテスト検査を町の健診時や

祭りなどで行ってはと考えるのですが、どのように思われますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 簡単なパッチのテストの導入をということでございます。お答えさせていただき

ます。 

 アルコールパッチテストは、アルコールを分解する酵素を持っているかどうかと

いうテストだそうですが、成人が集うイベント等での実施がやっぱり有効であろう

というふうには考えております。ここ数年、粕屋町が行っております健康かすや

21の啓発場所等々につきましては、子どもさん対象のイベントが中心であったため

に、このアルコールパッチテストは実施しておりません。７分、10分ということ

で、それがわかるということでありますので、今後は大人の方が集われるイベント

等のところで実施してもらうというふうな形で検討していきたいというふうに思っ

ております。 

◎議長（進藤啓一君） 
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 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 ありがとうございます。 

 では、次の質問に移ってまいります。 

 粕屋町飲酒運転根絶に関する条例の中に、飲酒運転の根絶に関する相談等として

第９条、町は飲酒運転の根絶に関する相談及び飲酒運転に起因する交通事故の被害

者等の相談に対忚するため、福岡県等の関係機関と協調して必要な措置を講ずるも

のとするとあります。県は、こういった専門の知識を持ったアドバイザーへの相談

窓口を設置をいたしております。福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の第

28条に、飲酒運転撲滅活動アドバイザーの派遣というふうに書かれております。 

 まず、お聞きをいたします。 

 町の保健師を含む職員の方などは、アルコールに関する問題について、専門家や

アドバイザーなどからの講義は受けていらっしゃいますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 粕屋町のほうでは、現在そのようなアドバイザーの方からの講義等は受けており

ません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 派遣でありますので、申請をすれば来ていただくことができますので、ぜひ受け

ていただきたいと思います。一度と言わず、何度でも受ける機会を設けていただき

たいと私は考えております。その中で、粕屋町における飲酒に関する問題がある方

へ、もっと手を差し伸べることができると私は思います。県の飲酒運転相談窓口の

電話番号は、県の広報に紹介がされてありました。県の広報だけではなく、広く町

民へお知らせするためにも、町としても広報やホームページなどに取り上げていた

だき、いろんな方が目にする機会を増やしていただきたいと考えるのですが、いか

がでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 貴重な情報でございますので、今後十分に検討させていただいて、採用できたら

と思っております。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 じゃあ、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に入る前に、酔うということはどのような状態か、わかられ

ますでしょうか。酔うということは、脳が麻痺することです。酔いには４段階あっ

て、ほろ酔い状態では陽気になり、判断力が鈍る、抑制が外れ体温が上がり、脈が

速くなります。次に、酩酊期では気が大きくなり、大声が出始めます。立てばふら

つき、歩けば千鳥足になり、何度も同じ話をします。その次は泥酔期で、まともに

立てず、意識がはっきりしない、言語がまとまらない。昏睡期に入ると、揺すって

も起きず、失禁、おもらしです、おもらしをします。このときには、死亡すること

もあります。酔いのメカニズムを知っておくことも大切になってきます。 

 さて、近年未成年者のアルコール問題も取り沙汰されております。日本は、未成

年者飲酒禁止法によって20歳未満の飲酒は禁止されていると同時に、親権者には未

成年者の飲酒を抑止する義務と責任があります。しかし、中高生の飲酒経験は、調

査によると中学生で５割、高校生になると約７割とされております。未成年者が初

めてアルコールを飲む動機で最も多いのは、家族の勧めという結果があります。本

人の自覚はもとより、周囲の大人たちも未熟な心身へのアルコールの害をわきま

え、未成年者の飲酒を防止することは極めて大切なこととなります。 

 未成年者の飲酒が与える影響について、大きく２つあります。１つ、健全な発達

が妨げられます。10代からの飲酒で脳が萎縮し、記憶力や判断能力の低下が起こる

可能性があります。また、肝臓や膵臓などに障害が起きることもあり、性ホルモン

異常が成長を妨げることもあります。学習意欲の低下や精神的成長を阻害すること

もあります。２つ目、社会性のスキルアップにブレーキがかかります。コミュニケ

ーション能力が身につかず、ストレスに対処することが苦手となります。お酒に酔

うことで気分を変えられるため、ストレス解消として飲酒を続けると依存に意向す

る可能性が高まります。他者への暴力行為や就学中の成績不振など、学校生活に支

障を来します。薬物への入り口など、反社会的な行為につながる傾向があり、未成

年飲酒は要注意であります。 

 さて、福岡県飲酒運転撲滅運動に関する条例第31条に、この条例の趣旨を将来に

わたって県民に定着させるため、小学校、中学校、高等学校、大学等の教育機関に

おいては、児童・生徒、学生等の年齢、生活環境等を踏まえ、飲酒運転の防止に関

する教育及び次の各号に掲げる教育を実施するとあります。 

 １号は、小学校及び中学校にあっては、命の大切さ及び規範意識の育成に関する
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教育、またこの号の教育を実施するに当たっては、できる限り保護者にも参加を求

めるものとするというふうに書いてあります。 

 ここで質問をいたします。 

 粕屋町の小・中学校で、アルコール問題に対して親子で学ぶ機会はあるのでしょ

うか。教育長、お願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 木村優子議員のご質問にお答えいたします。 

 ただいまご指摘いただきましたアルコール問題ですが、小学校では保健の教科書

にアルコールの問題が出て、喫煙の害、喫煙です、たばこを減らしましょう、それ

から飲酒の害と健康、生活習慣病ということで５年生、６年生で出てまいります。

それから、中学校の３年生では、なお具体的に今言いましたように生活習慣病、そ

れから喫煙、飲酒、それから覚醒剤、この学習をするようになってます。子どもた

ちは直接運転はしませんので、飲酒運転の防止っていうようなことは学校の教職員

に指導しているところです。 

 それから、県のほうの事業で夏休み等でも開かれましたが、保護者と一緒になっ

て、今一番大きな問題は規範意識を育てることで、ｉＰｈｏｎｅの使い方なんで

す。飲酒運転とか覚醒剤は、まだ糟屋地区には来てません。ｉＰｈｏｎｅの使い方

を、携帯電話を子どもさんに持たせるときに、保護者としてどのように約束して持

たせていますかというのを親子で学習する、これが粕屋町の近年行っている学習形

態です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 今、先生に関して、教職員に関しても、ちょっと教育長おっしゃっていただいた

んですけれども、学ぶ機会が教職員にありますでしょうか。そのアルコールに関す

る問題に関してとかですね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 学ぶ機会は余りありませんが、今年の夏、８月ですね。サンレイクで校長会があ

りましたときに、教育長話せということでしたので話しました。いわゆる飲酒運転

を撲滅しようということでレッテルを張ったりしても余り効き目がないということ
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で、私は３つお話ししました。 

 １つ、学校の先生であるという社会的地位を失うよです、不祥事を起こすと。そ

れから、給料がストップになって、懲戒免職になると退職金も出ませんから、経済

的基盤を失うよということが１つですね。それから２つ目、自分だけじゃなくて子

どもや家族、親戚全部に迷惑がかかるよと。犯罪者としてテレビや新聞に名前が出

ますと、表通り昼も歩けません。みんなが寝静まったころ、静かにコンビニに買い

物に行っているという前科を持ってる人の話も聞いたことがあります。それから３

つ目に、これは本人だけじゃなくて、子どもや孫の代までも伝わっていく。あなた

のおじいちゃんは学校の先生しとったけど、飲酒運転で免職になったらしいねとい

うことが子どもや孫まで伝わっていく。それでも、あなたは飲酒運転やりますかと

言ったら、表情が変わります。これが一番大事だなと思っています。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 わかりました。 

 それでは、お酒の問題を小学生から受けるのはと思われる方もおられるかもしれ

ません。しかし、正しい知識は、早いうちから学ぶべきであると私は思います。先

月行われました小学校の祭りで、健康かすや21がブースを出してありました。その

内容をちょっとここでお聞きをしたいので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 私はその場所に行っておりませんので、健康づくり課中小原課長のほうから答弁

させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 中小原健康づくり課長。 

◎健康づくり課長（中小原浩臣君） 

 木村議員のご質問にお答えいたします。 

 小学校でのフェスタのときには、先ほども部長が答えましたように、子どもたち

を中心に甘味とか食事の関係とか、そういった関係を主に啓発いたしております。

それで、アルコールに関しては、それは啓発はしておりませんので、今後は今木村

議員が言われたように、当然父兄の方も来られますし、お子さんも来られますの

で、子どもからわかるような啓発の内容で考えていきたいというふうに思っており

ます。 
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 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 よろしくお願いいたします。 

 私も、今言おうかと思っておったんですが、小学校の祭りのときには、多くの保

護者も訪れるということであります。このときにパッチテストであったり、アルコ

ールに関する掲示など、そういうようなものをしてはどうかなというふうに思って

おりましたので、ぜひ進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、ここで女性の飲酒にちょっと触れておきたいと思います。近年、女性

の進出とともに飲酒傾向は強まっており、20代前半では男性の飲酒率を上回ってい

ると言われます。また、女性のアルコール依存症が急増しております。 

 ここで、先にアルコール依存症について触れておきたいと思います。アルコール

依存症は、飲酒をしていれば誰でもなる可能性があります。脳の働きが障害され

て、酒の飲み方を自分でコントロールできなくなった病的状態であり、病気であり

ます。また、一方で、アルコール依存症は、適切なサポートを受けながら断酒に取

り組むことで回復可能な病気とも言われております。ですから、このことを広く周

知させること、そして当事者及びその家族に啓発を行うことが大切となってきま

す。女性は、男性に比べてより尐ない飲酒量、より尐ない飲酒期間でアルコールの

害を受けてしまいます。理由は、体格差、体も肝臓も小さいので、また女性ホルモ

ンはアルコールの分解を抑制します。一般的に男性よりも体脂肪が多いので、飲酒

後の血中濃度が上がりやすいのです。また、妊娠したら、直ちに禁酒しなければな

りません。妊娠中にお酒を飲むと、胎盤を通じて直接アルコールが胎児の血液に入

ることとなり、早産や流産、分娩異常の原因になったり、生まれてくる赤ちゃんが

胎児性アルコール症候群になる場合があります。授乳中も、母乳を通じて赤ちゃん

にお酒を飲ませることになります。さまざまな障害、発達障害、知能障害、顔貌異

常など、トラブルを避けるためにも、この時期は絶対に飲酒を避けなければなりま

せん。 

 ここでお聞きをいたします。 

 妊産婦さんに対してのアルコールに対しての指導はなされてありますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 
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 まず、妊産婦さんへということでございますが、健康づくり課の所管になります

けども、母子健康手帳、その発行の際に保健師による個別の相談等々を行っており

ます。その際に、生活状況等のアンケートも行っております。そして、そのアンケ

ートで飲酒習慣の有無も記載していただいておりますが、飲酒の習慣がある妊婦さ

んに対しましては、妊娠中の飲酒がどれだけ胎児に影響を与えるかという分につい

てお話をさせていただいて、そして飲酒を控えていただけるように指導をしておる

というふうに聞いております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 わかりました。 

 それでは、最後に健康日本21の５、アルコールに関する目標値についてでありま

す。目標値に、１、１日に平均純アルコールで約60グラムを超え、多量に飲酒する

人の減尐。目標値、２割以上の減尐。基準値、男性4.1％、女性0.3％。２、未成年

の飲酒をなくす。基準値、中学３年生男子25.4％、女子17.2％、高校３年生男子

51.5％、女子35.9％。節度ある適度な飲酒としては、１日平均純アルコールで約

20グラム程度である旨の知識を普及するとありますが、町は目標値を設定をして取

り組んであるのでしょうか。お聞かせください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 目標値ということでございますので、健康かすや21、この中で掲げさせていただ

いております。まず、健康日本21の基本的な方向性の中に、飲酒に関する生活習慣

の改善という項目がございます。それを受けまして、健康かすや21第２次計画でご

ざいますが、その目標では、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者、こ

れは１日３合以上ということでございますが、の割合の減尐を掲げております。現

状は、平成25年度の健康かすや21第２期計画策定時のアンケート結果で、男性

23.4％、女性8.9％となっておりました。同計画の中間である平成30年度には、男

性15％、そして女性５％となるような目標を設定しているところでございます。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 木村議員。 

◎３番（木村優子君） 

 粕屋町飲酒運転根絶に関する条例の町の責務第３条に、町は飲酒運転根絶に関す
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る知識の普及及び意識の高揚、その他飲酒運転根絶に関する総合的な施策、または

取り組みを実施する責務を有するともあるわけでありますので、積極的に取り組ん

でいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは最後に、不適切な飲酒がもたらすものとして上げられているものがあり

ます。それは、年間に３万5,000人の死亡、アルコール関連問題の社会的損失、こ

れは医療費や事故でありますが、年間約４兆1,000億円、年間3,000万人のアルハラ

被害、そしてリスクの高い飲酒者1,039万人というふうに言われております。アル

ハラとは、アルコールハラスメントのことです。アルハラは、飲酒の強要、一気飲

ませ、意図的な酔い潰し、飲めない人への配慮を欠く、酔った上での迷惑行為であ

ります。こういったことへもお酒の情報として周知していく必要があるのではない

でしょうか。 

 今回、詳しくは行いませんでしたが、アルコールとうつ、自殺との関連性を知る

ことも大切であります。日本人は、古くからお酒とのよいつき合い方を考えてきた

国民であります。足利時代に起こったといわれる酒道の基本精神は、酔っぱらうの

を目的とするな、酒をもっと優雅ですばらしいものにしようというものでした。お

酒をよき友とし、生活を潤いあるものにしていこうとした先人には、過剰飲酒や一

気飲みの問題は嘆かわしく映るに違いありません。 

 今回、私はアルコールに関することを質問をしてまいりました。福岡県も、本年

４月に福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例を改正し、飲酒運転に向けた取

り組みが強化をされております。アルコールは適量では問題ありませんが、飲み過

ぎが続くと体の問題のみならず、社会的問題までも引き起こすことが知られてきま

した。アルコール問題には、予防が最重要課題といわれております。この機会に、

皆さんも自分とお酒の関係を見直していただければなというふうに思います。ま

た、飲酒運転撲滅への道は、啓発運動のみにとどまるのではなく、アルコールに関

する問題に対しての対策をとっていったときに飲酒運転がゼロになるのではないで

しょうか。また、飲酒運転による検挙者の中には、アルコール依存症が疑われる方

も多数存在し、この場合には啓発は功を奏しません。県内でどこよりも早く条例を

制定し、根絶宣言をしている粕屋町だからこそ、いろんな対策を早期にとるべきだ

と思います。そして、その対策がさらには町民の健康を守ることができるというふ

うに確信をしております。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

（３番 木村優子君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 10番長義晴議員。 
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（10番 長 義晴君 登壇） 

◎１０番（長 義晴君） 

 議席番号10番、長義晴です。 

 まずは初めに、因辰美町長におかれましては、粕屋町第７代の町長に就任されま

したこと、改めましておめでとうございます。 

 それでは、一般質問につきましては、通告書に従いまして質問をさせていただき

ます。 

 初めに、町長選挙の公約について、２問目に交通対策並びに通学路の歩道の拡幅

について質問いたします。 

 まず、１問目の質問は、町長選挙の公約について、５つの町づくりの内容につい

てでありますが、先般行われました選挙の因辰美後援会のポスターといいますか、

要するに公約だと思いますが、そういうふうなことを中心に進めさせていただきた

いと思います。 

 10月25日に粕屋町町長選挙が実施されまして、その２週間前の10月10日に因辰美

後援会の事務所開きが開催されて、本格的な選挙運動を展開されました。その援会

ポスターによれば、町長選挙に立候補を決意した一番の理由は、相手候補の暴走す

る行政をストップさせるためですと。議員、職員の意見を全く聞かない町幹部の政

治姿勢は異常です。また、こども館はよい発想です。しかし、緊急性がないことや

年間管理費が5,000万円を超す状況です。新たに役場職員の天下り先をつくった印

象です。粕屋町では、老朽化した仲原保育所や中央保育所の建て替えこそが急務で

す。それから、九大農場跡地利用で経済成長させる構想を持っています。現町長、

いわゆる因清範町長は土地を購入し、公園化する案を準備していますが、私は反対

です。福岡空港や博多駅にも近い九大農場跡地は、大企業、医療機関の誘致こそ最

優先すべきです。実現すれば、働く場を増やすと同時に、粕屋の子どもたちが大都

会を目指すことなく町内に居住でき、法人税や固定資産税の増収も期待できます。

財源なくして住民サービスはできません。この財源で高齢者福祉や子育て支援がで

きれば、一石四鳥にも亓鳥にもなります。町長に毎回役場職員が就任するのであれ

ば、粕屋町町長選挙は必要ありません。そのまま職員がなればいい。皆さんは、役

場がしてやってるという感じを受けたことはありませんか。私は、10年間の議員経

験の中で、現在の役場のやり方に大きな不安と疑問を感じています。今ほど広い視

野を持つ住民感覚の指導者が必要であると感じたことであります。将来の子どもた

ちのためにも、大切な税金の無駄遣いは絶対に許しません。見て見ぬふりをするの

であれば、私は一生後悔するでしょう。希望と活力ある新都市を築くため、立候補

を決意しましたと訴えられました。 



- 97 - 

 そこで、後援会討議資料の中に、たつみがめざす５つの町づくりについてであり

ますが、子育てしやすい町づくり、住民サービスのよい町づくり、住みたいと思う

町づくり、環境のよい町づくり、ジュニアスポーツが盛んな町づくりを目指すと掲

げられています。また、目指すは福岡県で一番の町づくりですが、どのような町づ

くりでしょうか。 

 ２問目は、５つの町づくり以外に早急に取り組まれたい成長戦略はありますか。 

 ３問目に、町長が進められてきた事業計画等々はそれぞれ引き継がれますか。ま

た、見直しを考えるとすれば、いつごろを目安に修正を考えてあるか、お尋ねした

いと思います。因辰美町長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 今、私の選挙リーフレットを全部お読みいただきましたんで、ありがとうござい

ます。まことに、まさに私はそのとおり思っておりました。 

 そういった中で、まずは５つの町づくりというものをちょっと説明させていただ

きます。リーフレットももうご覧いただいておると思いますので、もう既にご存じ

だと思いますけども、再度読み上げさせていただきます。 

 福岡県で一番子育てしやすい町づくり。私は、各幼稚園で２歳児からの短時間預

かりを考えています。書いております。これは、できないかと私は思っておりま

す。それから、各公民館での親子サロン開設と充実を図ります。これはこども館で

はなく、そういった各公民館では足りぬのではないかといった形の発想でございま

す。 

 それから、福岡県で一番住民サービスのよい町づくり。職員の知識を分析し、住

民に満足されるプロを養成します。先ほども答えましたが、やはりプロを要請する

ことによって尐数精鋭の組織をつくりたい、そして住民サービスにつなげたいと私

は思っております。それから、住民が安心して暮らせるように気配り、目配り、心

配りをする職員の意識改革に取り組みますということでございます。 

 ３点目でございますが、福岡県で一番住みたいと思う町づくり。10万人規模の希

望と活力ある新都市を目指しますということでございます。これは、やはり先ほど

九大農場跡地ということの再開発といいますか、再利用といいますか、そういった

中でやはり町政のネーミングが重要であると、ブランド力であるという観点から、

私は10万人ぐらいを今後は検討しなくてはならないのではないかと思っておりま

す。これには相手があることでございますので、時期とか、そういった相手とかは

今後いろいろと影響がありますので、申し上げられません。それから、周辺町の特
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性を生かせれば都市、工業、商業、住宅、農村、自然の調和のとれた九州でも例の

ない都市が実現できますということでございます。これは、粕屋町はもう４キロ四

方ぐらいでございますので、風光明媚ではありません。ですから、自然のある、一

緒に自然もあるような都会であり、田舎でありというような風光明媚な箇所が住民

の魅力ある地域になるのではないかと思って忚援いたしております。 

 それから、福岡県で一番環境のよい町づくり。多々良川と須恵川の堤防に、あじ

さいロードを実現したいと私は考えております。これは、今粕屋町に２本の県の河

川が入っておりますが、流れておりますが、非常に環境といいますか、イメージが

悪い。ここをきちっとしたそういった整備をすることにより、環境がよくなるので

はないかと私は思っております。それから、農地を利用して花いっぱいの町づくり

に挑戦します。これは江辻でも既にやっておりますけども、コスモスが咲き、それ

から菜の花が咲き、それから桜が咲き、そしてヒマワリが咲き、この中にまたアジ

サイというものが入ってくれば、やはり物すごい景観がいいような町になるのでは

ないかと思っております。私も、今東中学校の前に菜の花をまいておりますけど

も、これは東中学校の卒業を目当てにまいております。生徒が、卒業生が、ああ、

卒業したときに、あのときは菜の花が満開やったねというような、そういった思い

が今後の同窓会あたりに思い出になればと私は思っておりますので、そういった花

いっぱい運動を目指してまいりたいと思っております。 

 それから、福岡県で一番ジュニアスポーツが盛んな町づくり。スポーツを通して

子どものしつけを実践していただいてることから、尐しでも長く指導できるよう監

督やコーチの育成に努めたいと思っております。これはもう皆さんもご存じだと思

いますが、やはり学校、家庭ではできないしつけというものをしっかりやっていた

だいておりますので、そういった中でそういった人間性が宿ると、倫理観が宿ると

いう思いでおりますので、掲げてみております。それから、子どもたちがオリンピ

ック選手を目指せるように、全国大会出場のスポーツ基金をつくりますということ

でございますが、今盛んに粕屋町の中でも、上を目指して頑張っている子どもたち

がいます。こういった中で優勝した、全国大会に出たといううれしさと、反面にお

金はどうするかいなというような不安があるとよくお聞きいたしております。やは

り、今後子どもたちの成長を見守るべきと思っておりますので、こういった施策が

できればと考えております。 

 この内容につきましては、ちょうど先ほども言いましたが、予算組みの時期でご

ざいますので、就任最初の幹部会で各課長に指示をしていただくよう、要望いたし

ております。それから、やはりこういった問題につきましては、トップダウンで決

めるものではないと私は思っております、やはり、事業の優先順位は所管が決める
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ものと思っていますので、私からの要望は、時期が来たら検討していただけると思

っています。今後、所管の発想を期待いたしております。 

 それから、最初のほうで、第一番に行政の暴走をとめるものといった形で、最初

私書いておりますけども、もう早速給食センター、あれあそこは長議員もご存じと

思いますけども、焼却場やったですね。これは私たち、盛んにそういった場所に建

てるわけにいかんと、安全性があるから給食、特に給食センターでしょうと。そう

いった形で、ぜひそういったことはいかんですよっていうて一生懸命とめても、皆

さん賛成して可決されたわけでしょう。そして、今ここに8,000万円という産業廃

棄物のものが出たわけですね。こういったことは、一切聞いてないですよ。だか

ら、そういったものはやめてくださいって私たちは盛んに議会で言ったわけです

ね。しかし、やはり何も聞かなくて、そのまんまつくられたと。で、今になります

と、こういった議会に説明したら、マスコミが嗅ぎつけて、嗅ぎつけてと言うたら

いかんですね、聞き及んで取材に来られた。最終的には、これはちゃんと記者会見

開かんと済まんやった話なんですね。ですから、こういったものがやはりあのとき

にそうやなと、給食センターを建てるとなら、焼却場の上に建てるわけにいかんね

といった形で尐しでも聞いておられれば、私はこういったことは起こってないと思

いますよ。ですから、私はそういったものが尐しでも、やはり議会がせっかくいい

意見が出とうとなら、そういった意見を聞くというような耳を持たないかんと思う

から、私はその文章を書きました。それが事実です。ですから、私は間違っている

と今でも思っておりません。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 これ、２、３も一緒に質問されましたが、一緒に答えますか、どうですか。質問

はされましたけど、いいですか。 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 公約ということで、幅広い質問になろうかと思いますので、あちこち飛ぶかと思

いますが、質問に答えていただきたいと思います。 

 さっきの給食センターの件は、ちょっと後回しにさせていただいて、５つの町づ

くりと公約、私どもは公約としておりますが、あなたの後援会チラシっていうか、

ポスターでは、目指すというふうなことで書いてあります。かなり選挙公約っちゅ

うか、そういうふうなことにするとインパクトが弱いんじゃないかなと思う。私た

ち議員も、いろいろな住民の意見、それから地域の問題については、取り組みは目

指しております。この目指すっちゅうのは、何か抽象的でありますので、まず公約
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として同じような一般的な取り組むっちゅうことで理解してよろしいでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私、議会でずっと皆さんと一緒にしたわけでございますが、トップダウンではな

いと私は思うんですね。トップが決めていく問題はないと私は思ってるんですよ。

やはり、ボトムアップでしっかりと所管がこういった事業が要るといった形で政策

を上げてきて、それを認めるのがトップだろうと思うんですね。ですから、今まで

のようなトップダウンではだめだと。私は、だから、ここは私こういったことをや

りたい、だから所管の人考えてください、そして時期が来たら実行していただけま

せんか。これが私のやり方です。ですから、せっかくしっかりと一生懸命事業をや

ろうと思ってる職員に、これをやんなさいと言ったら迷うわけですね。だから、今

後は、私はボトムアップでいきますよ。で、職員の意見をしっかり聞いて、そうい

ったことならぜひやんなさいと、もう尐し財源が足るとね、足らんとねというよう

な支援をしていくようなやり方をしなくては、やはり職員は育たんと思うんです

ね。上からぽんとおりてきて、これをしなさいと言ったら、私はそれは指示待ちの

職員になるかと思いますので、そうじゃなくて自分で発想して発案して、その優先

順位を決めてやっていくということが一番私は職員が、今からやる気を出す手法だ

と思っておりますので、私は投げかけます。そして、その時期でいつからその職員

がやるのかというのは、やはり職員が、ああ、この順番ぐらいになりますが、いい

ですかって言われたら、私はそれで構いません。ですから、私はこういった手法

を、やはり今まではトップダウンでやるということになれておられるかもわかりま

せんけども、私はこういったことはやりませんから、目指す方向になるかと思いま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 そこは、これからのあなたの手腕だというふうに私は思います。 

 それと、先ほども田川議員が申されましたけど、これは民主党の政権下でいろい

ろ出た言葉と思いますが、福岡県で一番と、こういうふうな政策、いろいろな取り

組みで１番とか２番とかっちゅうのは、非常に気持ちはわかります。そういったよ

そにないようなもの、それからやっぱりほかの他町から比べたら、非常にうらやま

しいっちゅうか、関心を持たれる町にしたいっちゅう意気込みはわかりますが、そ

の１番ということのそこいらの重みといいますか、そこをお尋ねしたいと思いま
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す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 やっぱり、事業をやるには一番を目指すぐらいの意欲は必要だと思いますね。で

すから、必ず一番になるというんじゃなくて、一番を目指していい発案、発想をや

っていこうという思いから、やはり意識というものは５番を、この前１番でいいん

ですか、２番でいいですかということがありましたよね。そういったことではなく

て、やはり何でも最高のものを築き上げていこう、何でも最高なものを考えていこ

うというような意識は常に持っとかないかんと思いますので、私は必ずそれが５番

になったからだめだとかいって、私は思っておりません。ですから、やっぱり１番

になるぐらいの発想で一生懸命何か考えられないかという職員の発想を期待いたし

ております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 先ほども言いましたように、意欲は十分、あなたの今までの議員生活の中でも、

そういったことで取り組まれてきているっちゅうことは一忚理解しておりますが、

そういった中で成長戦略として、先ほども田川議員が言われました九大農場の関係

で、これは町長、30年10月に移行するというふうなことでありますが、あなたのこ

の九大農場の関係の利用の関係については、粕屋の明るい未来へ出発進行というふ

うなことで、キャッチフレーズはまさしくこういうふうなことだと思いますが、そ

ういった中でもうご承知のように遺跡の問題がいろいろあるっちゅうことで、なか

なか出発進行ができないところもあろうかと思いますが、かなりこの問題について

は10万人の規模の都市とか、ここの新しい企業や税収を見込むっちゅうのは、皆さ

ん期待してあると思いますが、ちょっと私は今度の選挙も、当座やっぱり１期４年

というふうな中で皆さん取り組まれると思いますが、まだまだこのあれについて

は、もう私から言わせてもらうと何か絵に描いた餅みたいなところが、まだ出発進

行ができないんじゃないかというふうに思いますが、その点についてお伺いしたい

と思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 もう先ほど言いましたように、30年に九大が移転するわけですね。それにつきま
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しては、出発じゃなくて、もう準備しよかないかんわけですよね。幾ら遺跡が出ろ

うと何しようと、将来的な構想はもう掲げよかないかんわけですよね。ですから、

若干出発はしとかんと、さあいざ時期が来ましたよ、今から出発しましょうって、

もう手遅れになるわけですよね。そういったものが、やはり遅れてるんじゃないか

なと私は常に思っております。やはり、準備は万端にしながら、こういった九大農

場跡地の移転に対する心組み、仕掛け、いろいろあるかと思いますけども、やはり

そういった準備はしっかりしよかないかんと思いますから、もう既にやっぱり出発

は早くしとかないかんわけですね。それをいつまでも絵に描いた餅とか、そういっ

たものじゃなくて、前向きにしっかり考えていく。それで、資産活用をやるという

ことは、やっぱり粕屋町にとっても、私は有利になると思うておりますし、ただ今

までのマスタープランでは若干そういったものが難しい可能性があるかもしれませ

んけども、やはり若干その辺は見直していかなければならないと私は思っておりま

す。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 また、先ほど質問もありました10万人規模の都市を目指してということで、新し

く町長に就任されたということで、周辺町の町長等、いろいろご挨拶行かれたと思

いますが、こういった中でびっくりされておるか、こういった発想でやったら私の

ほうの町も一つ何とか協力させてもらうとか、そういった話はありましたか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 何で10万人になったかといいますと、８年前に20万都市である６町の合併という

ものが否決されました。ですから、これはまだ６町でやっても、町民のほうが受け

入れられない可能性が高いと思いますから、まずは10万ぐらいでいったらどうかと

いう構想でございます。 

 また、先ほども言いましたが、相手先、それから時期というものは、それは相手

の都合があることでございますので、やはり迷惑かけられませんので、私は時期が

来たら、しっかりと議論していきたいと思っています。今はまだ仲も親密になって

おりませんので、そういったことは一切言っておりません。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 
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 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 言わなくてもほかの町長あたりが、社交辞令かもわかりませんが、そういうふう

なことで、何かそういうふうな点でこの件についてお話があったかなかったか、お

尋ねしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 一切ございません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 今町長が言われたように、あくまでもいろんなこういったことに、事業に目指す

というふうなことでございますので、期待しながら見守っていきたいというふうに

思います。 

 ただ、もう一点、この件でお尋ねしたいのは、それも先ほど言われました役場の

職員の天下りについてでございますが、あなたがこういった形で申される中で、

12月の議会で早速そういった人事案を出されましたけど、そこいらはどういうふう

なお考えでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私は、就任のときから、各施設の長に行くのは天下りではないかということで、

小池町長の時代から私は言っております。ようやく私町長になりまして、今回こど

も館とサンレイクがあきがちょうどありますので、これは公募しようといった形で

私は検討いたして、指示を出しております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 先ほども言いましたように、新たな豊富を持ちながら、あなたたちがいつも言葉

に口にしてあります住民目線で、町民の立場に立って行政運営を進めていくという

ふうなことでこういった取り組みを今後円滑にできるのなら、進めていただきたい

というふうに、一忚期待しております。 
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 次に移らさせていただきます。 

 次の質問は、交通対策並びに通学路の歩道の設置について質問いたします。 

 １問目は、西鉄原町駅バス停のバスカットについてであります。この問題は、因

町長が議員のとき、平成20年12月議会一般質問で第１回目の質問をされて、平成

25年６月議会までの間に６回一般質問をされ、交通渋滞の解消に町の執行部、また

一部議員も取り組まれてきました。歴代２人の町長も努力されてきましたが、バス

カットの利用ができず、今日朝夕限らず、昼間でも車の増嵩もあり、渋滞が解消さ

れていません。 

 因辰美町長は、交通渋滞の解消につながるために、住民の代弁者として実現する

まではやめられませんと一般質問で今まで言ってこられております。今後、早い機

会に関係者とバスカットの利用ができるように協議をされてはと思いますが、いか

がなもんでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 ここの原町のバスカットにつきましては、6,000万円近くの税金が使われておる

わけですね。そういった中で使われないという状況は、やはり議員としては指摘し

なければならないと私は思っております。つくった当初に、すぐにバス停を用意し

とけば、何ら問題はなかったことだと思います。しかしながら、そこでちゅうちょ

したために、今までもずっとバス停、バスカットが使われなかったということが現

状だと思います。 

 本件のバスカットにつきましては、平成20年12月議会一般質問より質問し、交通

渋滞の解消の取り組みについて質問をしてまいりました。私は、歴代２人の町長に

务らぬよう、努力したいと思います。なお、本物件は福岡県の管理道路でございま

すので、県と連携を図り、対処していきたいと思っております。ぜひ前向きに取り

組みます。よろしくお願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 前向きじゃなくて、あなたが今までされてきたことは、これはあなたに限らず、

皆さん同じ気持ちっちゅうことで議員もさっきも言いましたように、一部いろいろ

手助けして取り組んだ経緯がありますから、どうか町長自ら、どういうふうな因果

か知りませんが、そういったことでこの件については取り組んでいただけたら幸い

というふうに思いますが、現在最終的にはマンションの関係者と店舗の関係者で大
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きな問題があるのか、ないのか。そこいらをちょっとお尋ねしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 これは、小池議員と一緒に、そういった関係者と話したことがあります。旧因町

長、それから所管の方も一緒に協議いたしました。そういった中で、私は先ほど冒

頭に言いましたように、土地の購入したときに持っていっておけば、何ら問題はな

かったのではないかなと私は思っております。しかしながら、時期がたちますと、

どうしてもマンションの前にバスがとまってほしくない。それから、店の前にとま

ってほしくないと、これは当然なことだと思います。しかしながら、バスカットが

できた瞬間にすぐに移動しとけば、こういったことは何らなかったんじゃないかな

と私は思っております。しかしながら、こういった意見がもうずっと言われており

ますので、そういったものをしっかりと検討しながら、そして前向きにこの利用を

実現、バスカットを利用できるような形で進んでまいりたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 よろしくじゃなくて、私のほうがよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 じゃあ、この件につきましては、大体今までのかかわりの確認というふうなこと

であったと思いますが、次に移らさせていただきますが、次は通学道路の拡幅につ

いてでありますが、昨年９月議会で私が一般質問いたしました粕屋薬師大橋から大

川幼稚園入り口までは、現状の通学路歩道幅員では安全確保が難しく、早急な歩道

の拡幅が必要であり、地権者の同意も得て、県事業で測量も終わっていると県土整

備事務所は説明されました。 

 現在、長戸区におきましては、103戸のマンションと46戸の分譲マンションが来

年８月に竣工し、９月入居ができるようにということで、先般工事事務所に行きま

したところ、予定どおり進んでおりますというふうなことで、９月からは現在の児

童・生徒から約150世帯の分と児童が増えてくるわけですが、この中で現在572戸の

マンションがさっき言いました６棟があるわけですが、それと今度２棟150っちゅ

うことで約720世帯のマンションが入居されまして、また大川小学校は増えるわけ

ですが、そういったことでこの工事について、現在どういうふうな進捗状況かお尋

ねしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 
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 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 ２番、３番につきましては、所管のほうから報告させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 

◎都市政策部長（吉武信一君） 

 長議員のご質問にお答えいたします。 

 本県の道路は、主要地方道福岡東環状線であり、管理者につきましては福岡県で

ございます。昭和59年度に用地買収をし、幅員1.5メーターの歩道新設がなされた

ものでございます。平成25年６月の区長会において戸原区、長戸区長よりご質問が

あり、歩道拡幅について県土整備事務所へ何度となくご要望、歩道を拡幅してくだ

さいということで、こちらのほうもそれを県土整備事務所のほうに町のほうから話

を持っていっております。その結果、県土整備事務所のほうから、町から地権者に

用地買収、その意向確認、実施を検討する旨の回答を受けました。早速、所管の道

路環境整備課より、地権者との用地買収の協議を実施いたしましたところ、快くご

理解をいただきまして、今年度福岡県土整備事務所から用地測量、設計の運びとな

っております。 

 今後は、用地買収を実施するとともに、次年度には工事着手が実現できるのでは

ないかと思っております。もちろん、工事着手に当たりましては、関係行政区、学

校、幼稚園等、事業の説明がなされるのではないかと思うとります。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 今吉武部長から説明のありましたように、大体前向きに進んでおるようですが、

その中で注意してもらいたいのは、あそこに現在電柱が歩道に立っておりますが、

それは当然移設されると思いますが、その中でこういった県道の歩道っちゅうのは

基準っていいますか、規格があるんでしょうかね。かなり多くの、今日も小学校の

ほうに行って人数確認したら、長戸は250世帯ぐらいの児童・生徒が来てあるとい

うふうなことで、あそこは朝日、戸原の一部というふうなことでかなりの人数にな

っておるようですので、この歩道はどれくらいの、今1.5と言われましたけど、今

度新しくつけるのは、倍の３メーターぐらいになるとでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 
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◎都市政策部長（吉武信一君） 

 2.5メーターですね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 それと、先ほども言いましたように、非常に多くの児童・生徒が来ますが、特に

そこに書いておりますように関係行政区、それから小学校にはこういうふうな規格

の内容も含めて、何らかの私は事前に説明されて、今の段階やったらいろいろな取

り組みができるようなこともあろうかと思いますので、そこいら要望としてお願い

しときたいというふうに思います。 

 では、最後の質問に行きますが、平成24年度に全国各地で通学道路にいろいろな

交通事故が多発したっちゅうことで、合同点検対策っちゅうことで、国のほうから

の指示で調査が依頼され、本町でも合同点検対策作成会議を設けられて、町内の通

学路危険箇所78カ所の整備計画がされて安全対策を実施されておりますが、その後

どこまでこれが整備されたのか、お尋ねしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 

◎都市政策部長（吉武信一君） 

 現在の進捗状況といたしましては、道路管理者対忚箇所68カ所のうち、67カ所が

対忚済みとなっております。未対忚の箇所、１カ所については、平成27年度中に対

忚を計画しております。それから、警察対忚箇所の10カ所のうち８カ所、対忚済み

または関係機関と実施に向けて今協議中でございます。残り２カ所につきましては

対策困難となっており、その理由は信号機設置及び規制標識、とまれですね、の設

置でございまして、公安委員会の見解によって、ちょっとそこはまずいだろうとい

うことで、２カ所はちょっと対策困難というふうになっております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 長議員。 

◎１０番（長 義晴君） 

 大体ほとんどのところで、これの整備が完了したというふうなことで安心してお

ります。 

 今回の質問につきましては、非常に因町長におかれましては、いろんなことで問

題点掲げて就任されてご苦労と思いますが、今後健康に留意されまして、町民のた

めに頑張っていただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。 
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（10番 長 義晴君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 これにて暫時休憩といたします。 

（休憩 午後２時34分） 

（再開 午後２時50分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 それでは、再開いたします。 

 ４番川口晃議員。 

（４番 川口 晃君 登壇） 

◎４番（川口 晃君） 

 それでは、本日最後になりましたが、私が一般質問に参りました。議席番号４

番、日本共産党の川口晃です。これから一般質問を始めます。 

 まず最初に、因辰美町長が公約で述べられました福岡県で一番子育てしやすい町

づくりについて質問いたします。 

 因町長は、10月の町長選挙の公約でたつみが目指す５つの町づくりとして、１番

目に福岡県で一番子育てしやすい町づくりを上げてあります。因町長が考えている

子育てしやすい町とはどういう町なのか。概念的なことで結構です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 川口議員の質問にお答えします。 

 先ほど、長義晴議員のときも説明いたしましたが、ちょうどただいま予算組みで

ございますので、幹部会のほうを通して私のこの公約の、公約といいますか、目指

すもの、福岡県で１番、５つのものを目指したいということでこの指示をいたして

おります。 

 そういった中で、議員が質問されております子育てしやすい町づくりについてで

ございますが、私は先ほども言いましたが、各幼稚園で２歳児からの短時間預かり

はできないのかということと、公民館、これは親子サロンは既に開設されていると

ころもありますが、やはりもっと多くの公民館ではできないかという、私はそうい

った考えを持っております。これは先ほども言いましたが、こども館をつくるより

も、各公民館を利用して、そういった子育て支援をやったほうが経費も安く上がる

し、そういった維持費もかからないのではないかという中で、私はこういった提言

をさせていただきました。しかしながら、今後はやはりトップダウンで決めるもの

ではないと私は思っております。ですから、事業の優先順位につきましては、やは
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り所管の担当職員がしっかりと考えていただきまして優先順位をつけ、それからま

た将来にかけてどの方向に進むのかっていう、しっかりと発想を浮かべていただき

ながら、各課長あたりとしっかりと議論しながら、この福岡県で一番子育てしやす

い町づくりについてを考えていただきたいっていう中で、私は各課のほうで投げて

おります。ですから、今後そういった福岡県で一番子育てしやすい町づくりをする

にはどういった方向がいいかな、どの事業がいいかなという、これはやはり所管が

しっかりと考えていただいて、やはり子どもたちがとか、子育て中の親御さんたち

が将来に希望できるような粕屋町にできるような施策を考えていただければと私は

思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 今２点おっしゃられましたが、大体私たちもこれは要求としては出していたと、

共産党のほうも出していたような感じがしますので、その点では一致していくかな

というふうに思います。よろしくお願いします。 

 それでは、２番目に子どもの貧困化問題の項について移ります。 

 子どもの貧困は、社会全体の貧困や格差、不平等が基礎にあります。この10年、

格差が縮小してるというよりも、むしろ拡大しております。同時に、生活保護基準

が切り下げられたり、社会保障制度が後退してきていることもあわせて、生活その

ものの大変さを感じている世帯、貧困の状態にある世帯が増えていると思います。

子どもの領域ではどうなっているのかっていいますと、保育や教育、それが市場原

理に組み込まれておりまして、子どもにお金がかかる、つまり子育てに金がかか

る。家族の生活基盤の格差が子どもの生活や状態にはね返り、その矛盾が顕著に多

くの人の前にあらわに見えてきている。だからこそ、子どもの貧困という言葉にな

ってあらわれていると思います。安倍首相がここ数年間やってきた３本の矢という

経済政策は完全に失敗しました。この失敗により、貧困と格差がますます広がった

のです。ここに子どもの貧困問題の根っこがあります。 

 それでは、質問１に移ります。 

 中学生卒業まで医療費の無料化についてです。11月29日、都道府県知事会の会長

である京都府の山田知事に対して塩崎厚生労働大臣は、都道府県が独自に出す医療

補助などに対して、国が制裁措置としてペナルティーを課していたのを来年３月を

めどに見直す意向ということを表明しました。国としても、子育てしやすい環境を

進めることの大事さを考慮に入れたものと考えられます。私たち国民の世論に押さ

れて、政策変更だと推察できます。 
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 私は、９月議会におきまして、子どもの貧困問題について質問しましたが、この

12月議会の補正予算におきまして総合窓口課のひとり親家庭等医療費助成事業とし

て225万円の増額補正がされております。この措置は、ひとり親家庭にとっては大

いに喜ばれる措置ではないかと思います。また、子どもの貧困化解消にとって組ま

れた施策として大いに歓迎したいと思います。 

 さて、この中学生卒業まで医療費の無料化に関しましては、私は幾度も質問しま

した。前町長の因清範町長は、県が小学生の医療費の無料化を実施するようだと糟

屋郡の町長会に糟屋郡全体として足並みをそろえて実施しようということを意見を

述べると約束されました、９月議会でですね。中学生になりますと、体も丈夫にな

り、小学生より医療費は低額になってきます。何か小学生の負傷者、けがで入院さ

れた方は750万円とか、たしかおっしゃられましたね、９月議会で。中学生だとそ

れ以下だと思います。通院については、相当かかると思います。また、国や自治体

の施策を受けていない低所得家庭がどんどん増大してきているそうですが、これら

の低所得家庭にとっては大きな救済になるのではないかというふうに思います。因

辰美町長には、糟屋郡の町長会において、糟屋郡全体として足並みをそろえて実施

しようではないかという提案をしていただきたいというふうに思いますが、どうで

しょうか。因町長、お願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 川口議員の質問にお答えします。 

 医療費の助成制度は、尐子化対策を含めて子育て支援策の重要な柱であると認識

いたしております。議員もご存じのとおり、福岡県においては平成28年10月より医

療費の助成対象を小学生まで拡大する改正案を２月の県議会に上程する予定です。

粕屋町においては、平成25年４月より、県の助成事業に上乗せする形の町単位事業

で小学生の入院まで拡大し、自己負担を日額500円で月10日を限度として医療費助

成を実施いたしております。病気やけが等の子どもさんを抱える家族の経済的負担

を軽減し、より一層安心して子育てできる町づくりを目指しますが、社会保障費は

年々増加しており、さらなる助成の拡大は将来にわたり大きな負担となりますこと

から、総合的に検討する必要があります。医療費助成の拡大につきましては、小学

生の通院はもちろん、中学生の入院まで対象にしたいと思いはありますが、糟屋郡

内の他町との調整も必要であります。今後郡内での協議を進め、方向性を決定して

いきたいと考えておりますということでございますが、今現在担当者のほうでこの

件を検討しております、中学生までの無料化を検討しておりますが、これは新宮が
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抜けて中南部で３町３町ということですね。まず、中学校の入院につきましては考

えようじゃなかろうかということは３町、そこまでまだ考えてないところも３町。

ですから、今後はこれは事務レベルでしっかりと申し合わせしなくてはならないと

思いますところからと、あとは町長会でしっかりと判断してまいりたいと思います

ので、それにあわせてできるだけの私たちも措置の方向で進んでおりますので、要

望してまいりたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 本日、また７時から医師会との共産党の懇談会があります。両者でまた要求しよ

うということにしています。よろしくお願いします。 

 それでは、２番目の高校生、大学生及び専門学校生等に対する奨学金制度は考え

られないかっちゅうことに移ります。 

 現在、高校への進学率は98から99％に達しており、2015年の大学、短大の進学率

は56.5％、高専や専門学校等を含むと70％を超えます。高水準であります。皆さん

もご存じのように、一時は高校生全員の授業料は県が負担して無料でしたが、現在

は所得制限がありまして、ある一定所得があれば支払わなければならないというよ

うな措置もとられてるようです。大学生の授業料は非常に高く、国立大でも亓十数

万円ぐらいかかります。理工系になりますと、私立では100万円程度かかります。 

 最近の12月１日の赤旗の報道によりますと、財務省が国立大学運営費交付金の削

減、大学に国がやる、補助金を出すんですが、それのうち2,437億円削減をいって

おります。これを勘案すると、大学生１人に対して40万円の増額になります。合計

で53万円程度になるそうです。これでは、普通の家庭の子弟は大学進学は不可能で

す。高校、大学、専門学校等に通うには、授業料だけでは済みません。交通費が要

り、本代等の学用品、校納金、部活にすれば部活費もあるでしょう。大学では、下

宿費も必要となるでしょう。 

 これらに対しての奨学金制度が、県や大きな市ではつくられています。私が調べ

ますと、福岡県の場合は高校生に対する奨学金の場合、これは福岡県も貸与です

ね、給付じゃなくて貸与です。４人世帯の場合、そして給与収入のみの世帯だと、

生活保護基準の1.5倍で約485万円以下で適用されます。それを超すと適用されませ

ん。奨学金は、自宅通学だと最高で月に公立で１万8,000円、私立だと月に２万

5,000円です。福岡市の場合も貸与ですが、これに準じます。福岡市は、大学のほ

うはやってないみたいで。北九州市の場合は、ちょっときめ細かくなっておりまし

て、高校及び専修学校高等課程っていうのがあるそうですが、公立で月に１万
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8,000円、私立で月に２万5,000円、高専だと月に２万1,000円貸与するそうです。 

 私が問題にしたいのは、町や村の場合です。まだ調べは十分に尽くしていないの

ですが、この福岡県にもあります。さきの11月25日に議員広報委員の研修会があり

ましたが、そこで築上郡上毛町、皆さんご存じでしょうか。中津のすぐ横に、昔は

大平村とか新吉富村がありました。そこの議会広報を見てみますと、議会広報持っ

てきたんで、こういう議会広報ですね。これに私の青年団のときの後輩であります

議員が、この奨学金の件で一般質問しています。内容は、貸与を給付に改めよとの

要求です。帰ってから彼に電話しますと、どこの町にも町単独の奨学金はあるんじ

ゃないですかっちゅうような回答でした。しかし、どこの町にもこういう制度はほ

とんどありません。福岡県には、この上毛町のほか、給付型の奨学金制度を持って

いる町もあるそうです。上毛町の場合では、高校、高専、専修学校の場合は月に１

万円、自宅通学の際の大学、短大、高専の４年、５年生、それから専修学校の専門

課程は月に３万5,000円、私の友人は奨学金制度の予算の増額をも要求していま

す。そうすると、町長の回答が、奨学金は年々増額していると、こういうとこでも

増額していると。そして、教育長は、他の自治体に比べて援助は負けていないと胸

を張って回答してる感じです。もちろんそうでしょう。まさに、福岡県の先進であ

る。 

 私たちの粕屋町はどうでしょうか。北陸や東北の町に比べると、はるかに産業も

発展していますし、九州の中でも尐しは税収のよい町でしょう。財源も、来年から

は町の独自施策に対するペナルティーもなくなるようになるそうですから、それら

を勘案すると、こういう制度もつくれてくるんじゃないかと私は思います。 

 因町長、まず高校生からでも結構ですから、奨学金制度つくられるか、検討する

か、何か考えてはどうでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 これは、まだそこまで考えてきっておりません。ですから、教育長のほうから答

弁させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 川口議員のご質問にお答えをいたします。 

 経済的格差が学力の格差を生む、教育の格差を生むというのはゆゆしき問題で、

今後我が国の教育あるいは子どもたちの幸せに大変大きな問題なろうと思います。
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経済的格差が非常に厳しい状況においては、経済的な支援が大事だと思います。具

体的には、学校教育課長が調べておりますので、答弁させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 古賀学校教育課長。 

◎学校教育課長（古賀博文君） 

 お答えいたします。 

 高校生等に対する奨学金につきましては、福岡県が実施しております奨学金貸付

制度がございます。また、大学生等を対象としたものといたしましては、国、これ

は独立行政法人ですが、そのようなものが行っている奨学金の制度もございます。

市町村が行っている例といたしましては、福岡市、北九州市、久留米市等の市のほ

かに、町レベルでは、鞍手郡小竹町、先ほど川口議員がご紹介されました築上郡上

毛町など、幾つかの町で実施をされているようでございます。高校、大学における

奨学金につきましては、町独自のものは、現在予定がございません。本町といたし

ましては、奨学金を創設するのではなく、まずはさきに申しました国、県等の奨学

金制度のご案内に努め、学ぶ意欲と能力のある生徒、学生の支援の一助になればと

考えております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 学校教育課長のほうは、ちょっと後退した考えだそうですけども、町長のほうは

検討するかもしれんということなので、将来、まだ将来の問題ですから、よろしく

お願いします。 

 それでは３番目、政府が考えている施策についてです、政府の施策について移っ

ていきます。 

 12月３日のＮＨＫ、午後６時半ごろの放送に子どもの貧困が取り上げられていま

した。母と娘のひとり親家庭で塾に通えず、高校への進学が危うい状態になってい

る娘のことです。その娘は、いろいろ紹介を受けてボランティアによる無料塾の紹

介を受けて、そこに通うようになり学力もつき、高校進学への見通しがついたとい

う内容の放送でした。 

 また、最近では、これは11月７日の西日本新聞の一面トップ記事です。こういう

記事で、皆さん見られたでしょうかね。十分な食事をとれない子どもたちのための

子ども食堂が、子ども食堂です。九州でも広がっているということで、博多区にも

できたという記述です。ここの写真は、これは久留米市の写真が掲載されていま
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す。 

 子どもの貧困の増大は、貧困家庭が日本中に広がっていることを表現していま

す。経済が伸びず、家庭の収入が増えず、そのしわ寄せが子どもに顕著にあらわれ

ています。政府は、2014年に子どもの貧困対策推進法を決め、４つの支援事業を打

ち出しました。１つは教育の支援、２つは生活の支援、３番目は親の就労支援、４

番目は経済的支援です。そして、これの事業を始めたわけです。その後、今年

2016年度予算の概算要求の貧困対策費として、これ聞いたことあるでしょう。厚労

省は約223億円、それから文科省は約37億円を盛り込むことになりました。子ども

の貧困対策推進法に基づく子どもの貧困対策大綱、インターネットで拾いますと結

構長い、30ページから40ページあります。は、学校をプラットホーム、窓口とした

総合的な子どもの貧困対策の展開ということが目標であります。 

 それから、生活困窮者自立支援法というのもほかにあります。それには、生活困

窮家庭の子どもへの学習支援事業というのが目標のように考えられます。インター

ネットに、やっぱり概要としてありますので、お気づきの方は見てください。ちな

みに、この法律の施行時点の2015年４月では、今年の４月になりますかね。同法に

よる生活困窮世帯等の子どもの学習支援事業の実施率、それが33％だそうです。こ

れは、この調査は福祉事務所設置自治体ということだから、町村はちょっと含まれ

ないですね。市があります全901自治体のうち300自治体が実施しているという状況

です。 

 子どもの貧困対策大綱と生活困窮者自立支援法に基づく施策はいっぱいあって複

雑で、読んだけどなかなか理解が進まない、そういうものですが、粕屋町の学校教

育課と住民福祉課において、どのような施策としてこれがあらわれてくるんでしょ

うか、実際の施策として。そこを、先ほど申しましたひとり親家庭の医療費助成と

いうのは、住民福祉課の施策だと思いますけども、具体的にどのようにあらわれて

くるのか。当局の、当課のほうから説明していただいたらいいんですが、町長お願

いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 所管のほうから報告させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 介護福祉課の関係で奨学金いわれるようにございますが、これはもう県のほうが
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窓口なりますので、当課が、粕屋町が特別何かしていくというふうなことはありま

せん、自立支援のほうは。社会福祉協議会のほうで事業として学習支援をしてあっ

たり、食事に困られてある方の食事をボランティアから集められて提供していくと

いうふうなことはしてあるようでございます。町として何らかやっていこうとこと

ではございません。今のところ考えておりません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 学校教育課長古賀君。 

◎学校教育課長（古賀博文君） 

 先ほどの子どもの貧困問題につきましては、春先あたりに報道等されましたよう

に、国のほうでは子どもの貧困の解消に向けて民間資金を活用した基金を新設する

ということが発表されましたりですとか、子どもの未来忚援国民運動の発起人集会

が開かれたといった報道がなされております。ところが、自治体に対してそのよう

な、国等で行っておりますような福祉や就労、教育といった支援について拡充の考

えが国のほうではあるようですけれども、我々のほうに具体的な通知文書なりとい

ったものが届いておりませんので、ここでは詳細を申し上げられません。ご理解願

います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 私は、もう既に町村におりてきてると理解してたんですが、まだそう至っていな

いということですかね。それでは、国のほうにいろいろ要請していきたいというふ

うに思います。 

 それでは、３番目に移ります。 

 篠栗線の立体化及び柚須駅周辺の交通体系の整備について質問いたします。 

 篠栗線と私は、切っても切れない縁になっているように思われてなりません。今

プラットホームづくりの工事が行われておりまして、電気配電盤等を収納する電気

室が柚須駅の西側の端にでき上がりまして、尐しずつ変化してきております。南側

ホームに鉄骨などが運び込まれてくると、利用者の皆さんも胸がわくわくしてくる

んじゃないかというふうに思っております。町の努力に本当にありがとうございま

した。 

 篠栗線の立体交差の件なんですが、10月中旪でしたか、若い命が柚須４号踏切で

散りました。悲しいことです。３年に１度ぐらい、このような不幸なことが発生し

ます。鹿児島本線では、箱崎の米一丸の踏切から名島の鉄橋までの間は、本当にし

ばしば列車が停止していました。もう、私は九大に勤めてるからよく知っておりま
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す。しかし、今は高架になりましたから、そういう状況はなくなりました。篠栗線

も高架になると、こうした事故が防げるものと思います。人身事故だけじゃなく

て、遮断機がもうずっととまったり、いろいろなことが起こっています。柚須区を

含めたこの地域の住民の昔からの希望は、繰り返すようですが、電化、複線化、立

体化です。 

 さきの町長の発言では、吉塚駅から阿恵までの立体化だと100億円から200億円ぐ

らいかかるそうです。もう気の遠くなるような金額です。粕屋町の予算では、ちょ

っとできそうにない。できそうにないって、不可能に近い。西鉄が大橋駅から春日

原まで立体化したということで、予算はどこから出たのかというふうに都市整備課

の職員さんに調べていただきました。それは、当該自治体、つまり福岡市と春日市

が出したということでした。篠栗線の多くの工事は、粕屋町や篠栗町がしなければ

なりません。こんなばかなことがあっていいものかと私たちは思っています。利益

を受けるのはＪＲですから、ＪＲがするのが当たり前ではないかと。腹立たしい感

じです。 

 因町長は町長になられてまだ日が浅いので、回答をもらうにしても、それらしい

ものはないと思いますが、ただ考えられるのが、国土交通省が送ってきた資料によ

ると、逆に道路を高くする方策も提示しております。しかし、将来的にはこれ禍根

を残すことになるんじゃないかと思っております。因町長には、常に篠栗線の立体

交差が問題としてあるということを頭に入れておいてほしいと思います。因町長の

感想をお願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 川口議員のご質問にお答えします。 

 感想ということでございますが、それはどう考えても、やはり全部が高架になれ

ば、それは最高であると私は考えております。交通渋滞緩和、それからそういった

今さっき言われました事故等の回避にもなるかと思いますので、基本的には私は、

もしＪＲがするのであれば、ぜひ賛成していきたいと私は考えております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 私も、本当にもう悔しい思いなんですよ。柚須駅の横の歩道の整備やったとき

も、もう吉武部長が率先してやってくれたんだろうと思いますが、あれでも町が負
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担しなくちゃいけなかった。最初8,700万円という金額を言ってきたんですね。そ

れで因課長が、因光臣課長が頑張って5,300万円かな、値切ったんですが、もうこ

ういうこと、3,000万円の差があるというのは不思議なことです。 

 次に移ります。 

 柚須駅周辺の交通体系の危険性の問題です。10月下旪、ＫＢＣテレビは福岡県で

最も危険な駅として三五郡の大刀洗駅と柚須駅を取り上げて報道したそうです。当

日の朝８時ごろ、カメラを担いだＫＢＣの人たちが数人で撮影する姿を通行人はど

うしたんだろうと不思議そうに見ていたそうですが、もちろん通行人の中にも後ろ

に来てある傍聴者の人もおりますが、その姿を見ていたそうです。マスコミも報道

するほど、柚須駅付近の交通の危険さは知られるようになりました。私が区長の時

代から、横断歩道の設置の要請を公安委員会に出していましたが、いまだ満足いく

回答は出されておりません。さっき何か横断歩道のことを言ってましたけど、２カ

所の問題はこのことじゃないかと思いますが。 

 今年、公安委員会より柚須区に対して出された回答は、ミヨリ緑道より柚須駅の

２階の駐輪場に陸橋をつけるよう、粕屋町に対して要請するようにというような内

容だったんじゃないかと思います。これは、南から来る人、例えば志免町とか乙仲

原西区の人とか、こちらの人たちは陸橋を利用するでしょう。しかし、北側から来

る人は、踏切からもう直接柚須駅のほうに入ります。また、足や腰の悪い人、高齢

者の方、それから列車をおりて会社や家に行かれる方は、この陸橋を利用するでし

ょうか。何か公安委員会の提案というのはむなしい提案です。今まで西小学校校区

には、県道607号線は別として、大きな投資は行われませんでした。こうした事態

が、今日の状況を生み出したものというふうに思っております。結局のところ、原

町駅や伊賀駅のような線路をまたぐような陸橋を持った駅舎の建設が必要になるん

じゃないかというふうに思います。もう早期につくっておかなくちゃいけなかった

と私は思います。私は、こうした状況を解決するためには、特別な取り組みが必要

だというふうに思います。柚須駅の駅舎の建築及び駅舎周りの交通体系の見直しな

どの検討委員会とか、検討会でも結構ですが、粕屋町のほうで早急に設置していた

だきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。因町長、お願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 この件につきましては、所管のほうから報告させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 
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◎都市政策部長（吉武信一君） 

 川口議員のご質問にお答えいたします。 

 ＫＢＣのテレビ、私も朝見ました。危険の解消、通行者安全確保をどのようにす

るのか、非常に難しい箇所でございます。先ほど議員も言われたように、踏切の南

北に交差点がございますんで、警察との協議、やっとりますけど、横断歩道の、余

りにも踏切と交差点が近いために横断歩道の設置もできないという状況でございま

す。そういうことも考えまして、駅舎の建築、そういうことが一番だろうと思いま

すけど、あそこは用地の問題もございますんで、すぐにはちょっとできるかという

たら、ちょっと難しいところがございますんで、ＪＲと警察と一番ベストな改良方

法をちょっと考えていきたいと思いますし、検討委員会ですか、そういうのも設置

して考えなくちゃいけないかなというふうに思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 駅ができたころは、もうほとんどあそこ通行する大型車も尐なかったんですが、

もうどんどんどんどん利用がされるようになり、駅の利用者も、もう6,000人、一

律6,000人ぐらいは超してるんじゃないかなというふう思います。もう時期を失し

ているので、どんどん困難になってきてます。もう私たちもいろいろ考えて、柚須

で区の役員とか有識者っていう人たち、経験者なんかも含めていろ考えるんですけ

ど、やはりこうした問題はもう町がやっぱりやる以外に進まないというのが私たち

の考えです。早急に検討委員会でもいいですから、つくっていただきたいことを要

望しまして、この項は終わります。 

 それでは、最後になります。九大農場跡地の問題に入ります。 

 九大農場跡地は、大企業、医療機関誘致こそ最優先すべきというのが、因辰美町

長の公約の中にあります。先に田川君、長義晴さんもそういう農場跡地については

質問されましたが、先日交通対策及び九州大学農場跡地対策特別委員会では、九州

大学の担当者との意見交換会が設けられました。その席で九大側は、粕屋町の計画

には協力するとの回答がありました。九大農場跡地問題に当たっては、まず最初に

地方自治体等の計画、２番目に公共的機関等の使用による計画開発、３番目に民間

等の使用による計画開発との順序があると説明されました。やはり、優先するのは

地方自治体がどういう計画を持つかということが最優先です。 

 因町長が言われる医療機関の誘致は説明にある２番目にありますけども、まずこ

れについて伺います。 

 因町長が考えている医療機関というのは、どういうものでしょうか。近くには青
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洲会病院、213床です。西には財団法人の仲原病院、これは入院ベッドが135床あり

ます。この仲原病院に関しては、私たちの地域の近くですから、昔からなじみがあ

りまして、粕屋町にとっては大きな縁があります。過去は５町の組合立でありまし

た。一時は亀山炭鉱の閉山で赤字が続き、民間払い下げの話もありましたが、今は

大きな設備改善と九大からの医者の投入等で好転したようです。こうした病院が約

１キロメートル以内にある中で同じような病院を建設すると、住民にとっては便利

かもしれませんが、病院同士の競合でうまくいく可能性がどうでしょうかねという

疑問があります。それとも、今はやりの先端医療の病院というのがあるんですが、

それは例えば東南アジアの富裕層を入院させて、もうけ主体にやっていく病院とか

あるんですが、そういう構想もあるんでしょうが、因町長はどういうような医療機

関っちゅうのを頭に入れておられたんでしょうか。どうぞ。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 これは、やはり地域の住民の方と十分どういうものが適切かということは考えな

くてはならないと思います。今のうちのマスタープランにつきましては、住宅と公

園と、あとは商業施設っていった形のマスタープランがあります。そういった中

で、全くそういった雇用を生むような企業が余りなかったということで、私はこう

いった関係から、２問目にも質問されておりますが、やはり原町、それから柚須、

阿恵、その近隣、乙仲原西ですね。そういった方のやはり意識をそういったとこに

合うような施設といいますか、そういった企業を誘致すべきであると私は思ってお

ります。ですから、はっきり医療機関というものではありません。仮にもしあると

するならば、医療機関が移動する可能性もあります。ですから、やはりその辺につ

きましては十分地域の方と協議しながら、そして粕屋町と一緒にこの土地計画をし

っかりと議論しながら進めてまいりたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 ちょっともう尐し突っ込んでいいですか。 

 やはり、公約というふうに考えると、何かこう頭に描いたものがあると思うんで

すね。単につらつらつらっと書いたものじゃないと思います。だから、大企業、医

療機関というふうに書いてある以上、何かを想定して書かれたと思うんよね。そこ

を私は知りたい。そういう意味での医療機関というのはどういうものですかという

ことで。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 今、埋立地にこども病院が、香椎のほうに、照葉ですかね、あの辺に行っており

ますけども、あそこはいつ液状化するかもわかりません。そういった中で、やはり

そういった埋立地ではなく、利便性のある土地があれば、もしもこども病院が移転

する可能性もあると思います、可能性ですね。ですから、やはりそういった災害が

いつ起こるかわからない。それと、またこども病院がやはり九州各県から全部来や

すいように、そして空港からも利用しやすいようにというような、そういった利便

性からも、そういった考えも発想もあるかもわかりません。ですから、そういった

こども病院あたりの移転も視野に入れながら、私はちょっと思っておりました。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 大体の推量がつきました。 

 それでは、最後の質問に移ります。 

 阿恵区、原町区、乙仲原東、西区等の地域住民の意向の問題です。 

 皆さんもご存知のように、九大農場を囲んで北には内橋２区、長者原下区もあ

り、農場の南側部分では、阿恵区や原町区等の住民の農地も隣接しています。私も

いろいろ相談を受けて、どうしたらよかろうかっちゅうて今、悩んであります。遺

跡がどうなるのかによって環状線の動向も変わってくるでしょうし、またＪＲ阿恵

駅ができるのかどうかなどを含めて、多くの区の住民が農場跡地がどうなるのかに

ついて大きな関心を持っています。 

 本来、町づくりは、まず一番に地形の問題があります。２番目に、住民生活が歴

史的にどのように形つくられてきたのか。３番目に、これからの生活に何が必要な

のか、どのような産業が必要なのか、それらを含めて調査をしたり、要望を聞いた

り、そして検討を加えていく、そういうつくられ方です。上から押しつけてこうす

るというようなものじゃありません。因町長は、大企業の誘致を考えてあるようで

すが、どのような発想を持ってどのような企業を誘致しようと考えてあるのでしょ

うか。さっきの意味で、構想としてね。お願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 
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 今は、地震、それとか津波とか、いろいろ災害が起こってますね。そういった中

で、今は日本の中でも南海トラフ地震が一番危険性があるといった形で報道されて

おります。そういった中で、東京の本社機能あたりがそういった地震をあびます

と、シャットダウンします。どこかでバックアップしなければならないという本社

機能の分散化というものを今考えられておられます。そういった中で、やはりいち

早くそういったものを、バックアップは、やはり東京は太平洋側です。福岡は日本

海側です。ですから、同じ災害によって一緒にダウンするということはありませ

ん。ですから、そういった地域の利便性ということを考えますと、やはり東京の本

社機能を分散化するために、危機管理能力というのは必ず要りますから、そういっ

た企業を誘致すればって私は思っております。ですから、これからやはりあらゆる

人脈の中で、それから県とも協議しながら、そういった誘致活動をやっていかなけ

ればないと思っておりますが、その前にやはり粕屋町の中で近隣の方としっかりと

議論しながら、地域に合うような企業を誘致するというような考えを持っておりま

す。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 大企業を呼ぶっていうのは、ネーミングとしてはいいと思います。しかし、私の

息子もちょっとそちらのほうへ勤めてるんですが、最先端企業というのは、もう尐

人数でやっていくというのがほとんどです。だから、雇用がそれほど生み出される

というのは幻想じゃないかと思います。田川君も言いましたように、工場なんかを

つくると、恐らくこれは貨幣価値によって変わってくるので、もう人件費が高いと

ころは勝てない。そういう意味では、雇用を生み出すっていうことやったら、むし

ろ中小企業のほうが、身近な中小企業のほうが圧倒的にいい。それから、地域に根

差したものが一番いいということになります。それから、何かどういう計画がいい

のかわかりませんが、やはり地域住民から喜ばれるような町づくりが一番大事だと

思いますので、そういう点を要望しまして、きょうはちょっと時間が早いんです

が、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

（４番 川口 晃君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 これにて本日の一般質問を終わります。 

 お越しいただいています傍聴者の皆様にお知らせをいたします。 

 今議会での一般質問通告者は11名でありますが、本日は６名をもって終了いたし
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ます。あす８日火曜日にも５名の方の一般質問を実施いたします。時間の都合がつ

きますれば、またお越しいただきますようにお願いとご案内をさせていただきま

す。ありがとうございました。 

（散会 午後３時36分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 それでは、通告順に質問いたします。 

 ７番福永善之議員。 

（７番 福永善之君 登壇） 

◎７番（福永善之君） 

 皆さんおはようございます。７番福永善之です。通告書に従い、一般質問を始め

ます。 

 昨日は６名の議員さんが一般質問を行いました。本日は５名を予定しておりま

す。私が記憶する限り、粕屋町議会で11名の議員が一般質問をするということは、

恐らく過去最高の人数ではないかというふうに思います。それだけ各議員がいろい

ろな案件を住民もしくは自分自身で吸い上げて、それを町政のほうにただしていく

ということが浸透しているのかなと。一議会人としては、このような議員が質問し

て執行部が答えると、そういう手順が徐々に徐々に浸透されているこの議会のあり

方というのはすごく喜ばしいというふうに私は感じております。 

 では、一般質問に移らせていただきます。 

 因町長におかれましては、10月以前は一同僚議員としてこの議会の中におられま

した。10月の末の町長選挙において当選されましたので、今度は立場が変わって税

金を執行する立場のほうに移られました。 

 今私は、因町長は税金を執行する立場、私は一議会人として町長をチェックする

立場というふうに私は考えております。全てにおいて因町長を支持するというわけ

ではありません。因町長が悪いというときには、それなりの発言をさせていただ

く、それが今私が考えている一議会人としての立場です。 

 では、平成28年度予算編成も今各課から予算の積み上げ、予算要望というのが上

がっていると思います。各課長が各担当から積み上げてきた予算を精査して、それ

を各担当部長のほうに上げる、で各担当部長が責任を持ってそれを教育長もしくは

町長のほうに査定を出すと、そういう流れでよろしいですか、教育長、町長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 
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◎町長（因 辰美君） 

 私は今回が初めてでございますので、その流れは今回初めてで存じておりませ

ん。しかしながら、そのルールにのっとって私は今後対忚してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 教育委員会といたしましては、予算が上がってきますが、予算査定の中には教育

長入っておりません。次長、課長で対忚しております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 では、次長と部長のほうに、今の認識でよろしいでしょうか。各担当課から各課

にまず上がってくる、で各課の担当はそれを策定して、その査定した分を各担当部

長に上げていく、そのような流れでよろしいでしょうか。各部長、次長、お答えく

ださい。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 予算につきましては、今おっしゃいましたように各課のほうで精査した分を部長

のほうがまず査定を行いまして、それから順次副町長、町長というふうに上がって

いって査定をするものでございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ちょっと待ってください、教育委員会もおっしゃったでしょう。 

 石山次長。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 教育委員会といたしましても、町と同様に各課長のほうから要望がありましたも

のを査定をしまして要求をしていく流れになっております。相違ありません。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 では、本題に移らせていただきます。 

 財政援助団体に対する補助金の査定について質問いたします。 

 現在、平成28年度へ向けて予算要求を各課で積み上げていられると考えておりま
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す。担当部次長はその積み上げを査定し、町長決裁に判断を委ねると考えます。補

助金の査定について質問をいたします。 

 １番、部次長は、担当課からの概算予算で、既存の団体へ拠出している補助金を

どのように評価し、次年度に補助額を決定しておるのか、そのプロセスをお答えく

ださい。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 予算につきましては、毎年、新年度予算編成上の注意を各課に指示いたしており

ます。平成28年度予算につきましても、各種団体の補助金のうち新規単独分につき

ましては、事業の性格、規模及び使途など必要性を把握し、経営政策課と事前に合

議し、真に新設せざるを得ないもののみについて計上すること、また既に目的を達

成し、社会的、経済的に実情に合わなくなったものは是正し、補助効果の薄いもの

は各種団体の決算報告書等により補助金見直しの基本に立ち廃止などの措置をとる

ことを指示いたしております。それからまた、団体に対する補助金につきまして

は、まちづくり活動団体助成金のように交付要綱を設置しているものと、交付要綱

がないものがございます。交付要綱があって補助金額が確定しているものにつきま

しては、その補助金を適用する団体数によって予算を決定しております。また、交

付要綱のないものにつきましては、各団体ごとに総会費用や決算報告書に基づき、

会員数や事業量の増減等を考慮し、また、繰越金の発生状況等を見きわめて、次年

度の予算案が各課より上がってまいりますので、それにつきまして適正かどうかを

判断しておるところでございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 教育委員会もですか。 

 石山教育次長。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 教育委員会が支出します補助金等につきましても町と同様、総務部長が説明しま

したとおり、繰越金の発生状況等を見きわめますとともに、基準等に基づき適正か

どうかを判断して支出しているものでございます。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 今、町長部局、教育委員会部局も同じような流れで、決算報告書を見て査定し
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て、それから翌年度につなげていくという回答だったと思います。 

 では、その決算報告書というのは各課、ちゃんとチェックをされていますか、お

答えください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 先ほど申し上げましたように、各課のほうで精査した上で予算を上げておるとい

うことでございます。各課からの報告ということであれば、それぞれの課から報告

させていただきますが。 

◎７番（福永善之君） 

 じゃあ、お願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 各課と言いますと全課にまたがりますが、特定の課がありますか。 

◎７番（福永善之君） 

 じゃあ、ちょっと教育委員会のほう。 

◎議長（進藤啓一君） 

 石山次長。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 教育委員会としましても町のほうとは同様でありまして、それと例えば社会教育

課あたりですけども、予算化に対する補助額の決定の基準がございまして、条例や

規定など定められた基準によって交付するものとか要綱及び上限枞を設けて事業実

績により交付をするもの、県、郡民大会出場などに出場する選手強化や全国、九州

地区出場など団体や個人に対して内規で基準を設け決裁を受けて交付するもの、団

体や各種大会の継続性を目的に前年度実績や前大会の実績により次年度事業に反映

させ交付するもの、これは計画案や計画書の申請に伴う審査をしております。予算

配分枞を財政側と協議、決定をしまして、配分枞内で各団体へ配分し交付するも

の、それから粕屋地区市町村会での意思決定に基づき予算計上し交付をするもの、

もう一つが、最後ですが、隔年実施の特定目的事業として前実績に基づき予算化を

行い実費精算分を交付するっていう７つの基準を設けておりまして、各課長が審査

の上、またこれに照らし合わせて私どもがまたチェックをしているところでござい

ます。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 
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◎７番（福永善之君） 

 決算書を査定しているというのは、各課査定してますね。では、その決算書を査

定したことは、あくまでも内部で査定したもの。これを外部が査定したら信憑性が

かなり高くなるというふうに私は認識しておりますけど、内部で策定したものが果

たしてどこまで信憑性があるのか。例えば各種団体に補助金を出しました。例えば

100万円出しました。その100万円の内訳は、領収書はとれるものに関しては領収書

を必ずとるというふうに私は認識しております。領収書をとれない分に関しまして

は、それは致し方ないというふうに考えておりますけど、その補助額に対して領収

書をちゃんとチェックされているのか、その辺をお答えください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 部長のほうでは直接的にその詳細について確認しておりませんので、各課の方で

はそういうふうな必要経費に関する領収書等についてはチェックが行われているも

のと判断しております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 石山次長。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 教育委員会としましても、各課のほうでしてると思いますが、その辺の社会教育

課関係については担当の課長のほうから説明をさせていただきます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 新宅社会教育課長。 

◎社会教育課長（新宅信久君） 

 うちのほうでも各種団体、多種多様に補助金を交付いたしております。決算書と

領収書も添えてしている部分もございますが、先ほども次長がお答えいたしました

とおり粕屋地区の市町長会での意思決定に基づきましての補助金交付もございます

ので、その分につきましてはほかの市町の負担金等も入っておりますので、一忚決

算書につきましては提出をいただいて、その中で各事業の配分具合を見ながら補助

金を交付しているものでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 領収書はじゃあチェックしてるということですね。それはあくまでも内部チェッ
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クになります。それは担保する、本当にダブルチェックですよ、要するに意味合い

的に。あくまでも内部チェックの今の話だから、それを担保するダブルチェックは

どのような感じでされておりますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ダブルチェックの意味がわかりますか。 

 新宅社会教育課長。 

◎社会教育課長（新宅信久君） 

 いろんな課の考え方ございましょうけども、各団体にもは監査委員さんがおられ

ますので、総会資料等でそこでも監査が行われております。当課のほうでも領収書

等を審査の中でちゃんと見させていただいて報告を受けておりますので、外部チェ

ックは私は果たされているというふうに考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 外部チェック、果たされてますか、本当に。果たされていますか、外部チェック

は本当に。 

◎議長（進藤啓一君） 

 答えが果たされてるとおっしゃってるわけですから、果たされるというような認

識だと思いますよ。 

◎７番（福永善之君） 

 私は、果たされていないから、粕屋町が出してる補助金の使途、どんなものに使

ったのかっていうのを、これはよしあしは別にして、これは平等に民主主義の世界

ですから、平等にやっぱりやっていくべきものと思いますよ。一部の団体が法の適

用が受けないような、そういうやり方をいつまで続けるのかっていうのがですね。

必要であれば、出せばいいんですよ。ただ、外部のチェックは受けるような体制に

しとかんといけませんよ、それは。皆様わかるでしょ、自分たちで。私が何を言わ

んとしてるのか。税金の無駄遣いはいかんと言いながら、中身は数多くの団体、ほ

とんど受けてます、外部チェックは。一部の団体だけ、どうして決算報告書も、何

に使ったのか使途がわからない。その使途の説明を求めようとしても拒否する。そ

のような感じで補助金を出していいんですか。補助金というのは、粕屋町民が出し

てる補助金ですよ。使途をちゃんと明らかにして、本当に必要ですね、じゃあ出し

ましょう、そこはプロセスでしょう。毎年のようにチェックも受けないで補助金を

出して、町民の知らないところで、自分たちは税金の無駄遣いはしませんよと。そ

れは言い逃れですよ。わかります。今まで慣例的に続いてきたことを、どこかでや
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っぱり平等に審査をしていく、そのようなやり方をせんと、町民が知らないところ

でそういうことをやってたら見放されますよ。 

 28年度の概算要求も上がってると思います。私が今言わんとしていることは、ほ

とんどの補助団体は監査を受けています。受けてます。使途が明らかでないところ

は指摘もしています。ただ、その監査を受けれない状態というのが続いてるんです

よ。必要であれば出せばいいじゃないですか。ただ、外部のチェックは受けさせて

ください。町民の知らないところで、そういうことはいけません。そのための我々

がいるんだから、付託を受けて、ちゃんとチェックをしてくださいと。わかりま

す。教育長、わかりますか。私は教育長に昨年も申し上げたと思いますけど、個別

にですね。いかがですか、教育長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 補助金の監査については適正に運営されているものと今感じてるとこです。例え

ば社会教育団体、青年団、婦人会とかいろいろな社会教育団体ありますですね。総

会に参加をしますと、その場で決算報告、予算案の審議、承認されます。それを私

たちは来賓として見て承認するわけですね。公に展開されているものと思います。

これは補助金で、税金を使っているからそういう公に広げている。また、人権団体

についても総会の場で予算決算が報告あってますので、監査を受けてないという、

まあ監査委員の福永議員さんから指摘を受けたら、それも具体的にはまだ承知して

おりませんが、適正な監査に移行しなければならないなというふうに感じておりま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 教育長、認識がちょっと私と違います。各種団体にお渡ししている補助金の、各

種団体でやる監査というのは、あくまでもこれは各種団体の内部監査になります。

私が申し上げてるのは、外部でちゃんとチェックできないと、果たしてそれが公

に、使途が、税金の使途ですよ、使った使途、これが果たして整合性があるのかと

いうやっぱり疑念が生じるんですよ。教育長が言われたのは、あくまでも各種団体

に渡した補助金で各種団体が決算報告書をつくりました、それを各種団体の中の人

物が監査をしましたということですよ、教育長が言われるのは。私が言ってるの

は、外部からちゃんとその決算報告書を領収書等で突き合わせましたか。何もその

決算報告書で疑念がなければそれでよろしいんですよ。ただ、疑念があった部分に
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関しましては、じゃここはどうなっとるんかいという感じでですね、ああここはこ

うこうこうでこの領収書が当てはまりますよと、そういうところのプロセスを踏み

ましたかということなんですよ。教育長、わかりますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 福永議員がおっしゃるとおり、チェックは外部も内部も適正にやっていくのが必

要かなと今思いますが、申しましたように何を使っていいかわからないような補助

金の使い方があってはならないと思います。だから、おっしゃいましたように総会

に出たときに私たちはそれチェックします。例えば来年こういう団体がこういう行

事をする、文化祭の行事をする、そしたら終わったところの文化祭でこの補助金足

るんですかというのを私は会長さんにお願いしたりしています。そういうことが大

事かなと思いますが。ですから、補助金がどのように使ってるかというのはわから

ないというのはありませんが、また具体的に教育次長のほうで補助金と領収書を突

き合わせるというようなことは具体的な操作は各担当でやっていると思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 では、今までは今までで、それは慣例的に流れがそうなってますからね。今後

は、各種団体、やってるところはいいです。使途もわからなかったところに対し

て、これはどういうことですか、で答えられる分に関する団体もよろしいです。た

だ、チェックをしなければいけないのに、そのチェックをする決算報告書も規律ど

おりに出さないとか、その決算報告書の内容に疑念が生じたときに答えられるよう

なプロセス、そのようなプロセスは今後とっていただけますか。平成28年度の各種

団体に予算をつける場合、そういうプロセスを各種団体に対して求めることは可能

ですか。部長と教育長に。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 当然貴重な血税を投入しての補助金でございますので、疑念が生じれることがあ

ればチェックするような体制は必要かと思いますので、今後検討させていただきま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次、大塚教育長。 
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◎教育長（大塚 豊君） 

 今総務部長がおっしゃったとおり、税金の使い方は適正にやっていくべきと感じ

ておりますので、内容に説明がつかないようなことは指導していきたいと思ってお

ります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 総務部長、検討しますじゃ弱いでしょう。検討をさせないと、チェックを受けさ

せないんだったらもうその団体だけ、私たちのほうにも投げないでください、チェ

ックできないんだから。だから、検討しますじゃなくて、そうしないといけないで

しょう。補助金なんだから。各種、もうみんなに平等にやっぱりしていって、先ほ

ども私冒頭に申しましたように、出すべきものは出す、それでいいんですよ。た

だ、外部のチェックを受けさせないようなやり方、今から変えましょうって私は言

ってるんですよ。検討しますじゃないでしょう。町長、どうですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 今、福永議員は監査委員でございます。そういった中で、矛盾してるところを指

摘されていると思います。私は、今回初めて予算の査定に入るわけでございます

が、今までの過程につきましては未経験でございます。今後、どのような問題なの

かをしっかりと見極めて判断してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 福永議員。 

◎７番（福永善之君） 

 では、今回はこれで閉じさせていただきますが、一つだけ皆さんのほうに、一町

民の負託を受けた議会人として言わせていただくのは、地方自治法第199条第７

項、これは監査委員は財政援助団体に対する補助金負担金に関して必要があると認

める場合は各種団体に対して補助査定をしなければならないというふうにありま

す。粕屋町は、日本もそうなんですけど、民主主義国家です。例外はありません。

今まで続いてきたことが慣例として補助金を出している。例外はありません。補助

金を出しているのであれば、平等にちゃんと外部のチェックを受ける。外部のチェ

ックを受けて初めて、ああこの補助金は妥当なんだなというふうなプロセスを踏ん

でいただくように、お願いではありませんけど、そのようなプロセスを踏んでくだ
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さい。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ちょっと申しておきますが、福永議員は監査委員ですから、監査委員に今おっし

ゃった第199条第７項ですか、町にも関係すると思います。福永議員も議会が選出

した監査委員ですから、それに基づいてのお仕事をなさってください。 

 どうぞ。 

◎７番（福永善之君） 

 今議長が言われましたように、私も行政機関と離れた監査委員の立場であります

けど、今回はかなり、２年前からこれは申しておりますけど、行政機関のほうが全

く一向に進歩がないということでこの場で発言をさせていただいております。 

 では、私の一般質問を終わります。 

（７番 福永善之君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ６番太田健策議員。 

（６番 太田健策君 登壇） 

◎６番（太田健策君） 

 議席番号６番太田健策です。通告書によりまして一般質問をさせていただきま

す。 

 その前に、因新町長には我々議員の有志で推薦しましたところ、短期間の選挙運

動で当選されまして、本当におめでとうございます。前町長の暴走をとめるべき英

断をされたことに対し、尊敬申し上げます。 

 それでは、平成25年度12月より給食センターのことについて質問しております

が、今までなかなか納得いく返事がもらえておりません。また、不明朗な金の処理

もちゃんと説明されておりません。当初は、安くて立派なものという教育長のキャ

ッチフレーズで、その中で説明がありました。そのことを踏まえまして、どこで安

いというのが判断されたのか、また今回は担当者が石山次長にかわられております

ので、余り難しいことはまだ時間がなかったでしょうからわからなかったかと思い

ますが、ぜひわかる面について説明していただきたいと思います。 

 それでは、給食センター建設費について質問いたします。 

 １番、給食センター建設について、建設費が説明責任が果たせないまま契約さ

れ、工事が施行されているが、新町長として今後どう取り組んでいかれるのかと。

これは、30日に問題が起きる前に質問事項を出したものですから、その前のことの

考え方で結構ですので。その後につきましては、また別の方向で質問をさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 それでは、太田議員の質問にお答えします。 

 太田議員もご承知のとおり、説明が不十分なまま着工したことにより新たな問題

が発生いたしました。今回の廃棄物処理も、議員が理解されるまでしっかりと説明

しておけば混乱はなかったと思います。 

 今回、人事異動により、別の視点から調べ直し、再度説明のチャンスを与えてい

ただきたいと思います。今度の給食センター準備室長は、就任してまだ２週間でご

ざいます。ですから、答弁は以前と全く同じ説明を繰り返すこととなることから、

次回の説明項目の要望でお願いできればと思っております。どうぞよろしくご理解

いただきたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 太田議員、よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

◎６番（太田健策君） 

 町長が今言われましたとおりに、そうであろうということはわかって質問をして

おりますので、石山準備室長もそのつもりで聞いていただいていいかと思っており

ます。 

 問題点を私なりに、今まで質問した問題点を、ここ２番、ＰＦＩ可能性調査時か

ら64億円、精査されて68億円に増額になったということなんですが、ＰＦＩという

のは教育長が何遍も何遍も言われましたとおり、安くていいものをというようなこ

とを何回も何回もこの議会の中で言われております。どこと、何と比較して安いの

かということは、一つも聞いておりません。前の町長は、調査されて64億円、精査

されたらまだいい金額になって出てきますよというように私の質問に答えられまし

たが、精査されて68億円に増額になったということは、私らもその増額になった意

味というのがわかっておりません。何でわからないかっていうと、図面もなしに、

資料もなしで金額がこうやって上がって出されております。誰がどのように金額を

出して、それを誰がこの金額で納得されて議会に説明されたのか、その辺をちょっ

とお伺いしたいと。教育長は、これはわかってあると思いますので、教育長のほう

でお答えください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 大塚教育長。 

◎教育長（大塚 豊君） 
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 ＰＦＩ事業に取り組む前に、可能性調査というのを実施いたしました。そのとき

の調査で太田議員おっしゃってるんだろうと思いますが、そのときの事前調査では

５億8,000万円ほど安くなるということを報告受けております。具体的な内容と

か、なぜ高くなったかというのは次長が説明をいたしますが、今再度別の観点から

調査をするということになっておりますので、次回に延ばしたいと思っておりま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 教育委員会の次長でございますけれども、教育委員会の関係でございますから室

長と呼ばさせてもらいます。 

 石山次長。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 まず、私は11月20日付をもちまして教育委員会事務局次長に異動しまして、今の

ところ給食センターの建設に係る内容を十分把握しておりません。今回の質問内容

と、前任者が過去してきました答弁と同じようになるかもしれませんが、その辺は

ご理解を賜りたいと思います。 

 太田議員の質問にお答えをします。 

 ＰＦＩ可能性調査時約64億円、精査され約68億円に増額になったのはなぜかとい

うご質問でございます。平成24年度に実施しましたＰＦＩ導入可能性調査時と平成

25年度に行ったＰＦＩ導入可能性調査精査時を比較しますと、細かい増減はござい

ますけども、主な要因としましては消費税率が５％から平成26年４月１日から８％

に変わったこと、当時の公共工事建設単価の上昇傾向を踏まえ平成25年度公共工事

設計労務単価を参考に設計単価を企業実績、今までの実績の110％で設定したこと

に伴う建設費の増加によるものでございます。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 太田議員。 

◎６番（太田健策君） 

 それは前から聞いておりますので、その計算されたことについて裏づけが何もな

いと。ただ物価が上昇したとかそういうことは、これは商工会連合会で全国の物価

動向の調査をいたしまして、現在の金額とその出された金額は、幾らか上がってお

るが、そんなむちゃくちゃに上がったような単価ではないというようなことがわか

っておりました。なぜかといいますと、次長、今発注されておる学校、東中、大川

小、これ鉄筋コンクリートで坪当たり80万円前後でできておるんですよ。このＰＦ

Ｉでいきますと、施設整備費は予定価格が12億円、精査をされて12億円ちゅうこと
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は、1,000坪なんですね、今度の建物は。ということは坪当たり120万円ということ

なんですね。これ鉄骨なんですよ。鉄骨のことになると、通常の建物の鉄筋コンク

リートからしたら１割も２割も安くならにゃいかんのですよ。それが逆に120万円

という破格の価格が出とるもんですね。これに対してもその当時の教育長、室長が

精査されて出てきたことをチェックされたのか。先ほど福永議員も言われました

が、チェックも何もしないで上がってきておると。だけん、出された金額がそのま

んま入札に回ってしまったというようなことで。 

 何でそういう、現在全国でもそのＰＦＩ事業っちゅうのはされておると思うんで

すが、それなりにやはり全国区に対してもこういうことがありようということはや

っぱり知っていただかんと、ＰＦＩ事業っちゅうのが安くなるという前提のもとに

されよんのが、高くなる。最初から高くなるということを前提ならよかったんです

けどね。やはりそれは粕屋町だけの問題じゃないですよ。全国的な問題です、こう

いう問題が起きるっちゅうのは。やっぱり国に対しても何でこういう、ＰＦＩ事業

って安くなるからというて推進して、高くなれば国に対してこれは文句言わないか

んですよ。そういうこともありますんで、室長にはこの辺をしかと、何で決められ

たのかと。この長大が出された、町がやると本当に、施設整備費ですよ、14億円で

すよ、14億7,000万円ということは、坪の140万円ですよ。これが出てきたばっかり

に15％引きで12億5,000万円と。基本になるやつが高く出したから何もかも高くな

ったんですね。ここを今の鉄筋コンクリートで80万円でしょう。それで比較された

らもうわかるでしょう、誰が比較されても、この役所の人であったら、120万円と

80万円ったらどっちが高いかわかりますよね。そこら辺の意味をやっぱり、なんで

こんな長大あたりに、町がつくったら140万円っちゅうようなべらぼうな金額を出

してきたのかということもチェックしていただきたいと思うんですね。 

 それで、やはりこれは私も25年12月からもう、町民も大概知ってありますので、

この結末はどうなったのかということもきちっと報告しないと、町長がかわったら

何かどうちゃらこうちゃらなってしもうたというようなことじゃ、私も議員として

これからの議員生活が十分にできないと思いますので、ぜひともその辺のこと調べ

ていただいて、報告をお願いしたいと思います。 

 続いて、先ほども言いました施設整備費、町の精査で14億円ですね、いうたの

が。で、こう15％でＰＦＩ12億円になっとるって、安くなっとるんですね。だか

ら、この14億円っちゅうのがどういう基本で出されたのか。従来型っていうことな

んです。この従来型っちゅうのは町が今までずっと建ててきた従来型の金額です

よ、これが。それが何で14億円に。これが14億円になったばっかりにＰＦＩは12億

円になって安いというような判断をされたんでしょうけど、14億円っていうのがど
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こから引っ張ってきて、どういう資料をもとに出されたのかと。莫大な金額でしょ

う。 

 それと、これがなぜ高いかといいますと、工事をされておりますね。施設整備費

というのは８億円ですよ、工事費は。そしたら、12億円を８億円っていったら４億

円でしょう。４億円ももうかっていいんですかね、業者が。これは東洋食品グルー

プがもうかりようかどうか、どこがもうかるのかわかりませんけど、そんなことを

されて黙っとかにゃいかんて、議会もよそから見られたら粕屋町の議員は何しょう

とかと、おまえら税金の無駄遣い、これさっきも無駄遣いのことを言われました

ね。半端じゃないですよ、これ。やはりもうちょっと厳しく、誰もチェックしてな

いからこの金額がそのままいっとんですよ。どこかでチェックをやらないから、先

ほども福永議員が言うたごと、チェックをね、ここを信用した、今建設でも、こど

も館でもそうでしょう。設計事務所が入って、設計の入札をして、そして安いとこ

に決まって、建設も入札をして安いところに決めるでしょう。そうしたらある程度

決まっていきますよね、そういう競争の原理が働きます。ということは、競争の原

理も何もないですね。このまま出してきた、精査されて出てきた金額まんま出され

ておる。それの九十何％やったですか、それで落札しておりましょうが、そういう

べらぼうな金額で落札されて、もともとの下請もあったのが８億円とか、それは、

そんなことが、その辺のこともしっかりと調べていただいて、そんなにでたらめな

金もうけをして、それは何か公共取引か何かの問題にひっかからないのかどうかで

すね。そうせにゃ、町民は一生懸命、税務課におられたからわかっておられましょ

うけど、町民の税金を納めるのも高い、高いというて、皆さん悔やんでおられるん

ですよ。尐しでもやはりこういうところで町が金額を抑えてやっとるというような

ことがわかれば町民も一安心するでしょうけど、何もされてないですね。その辺も

ひとつよろしくお願いいたします。 

 続けて、４番ですが……。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ちょっと、太田議員にお尋ねしますが、冒頭に町長が言われたように、この回答

については次の機会にということでしたが、今おっしゃっていることを聞いておく

だけでいいっちゅうことですね。答弁を求めんっちゅうことですね。 

◎６番（太田健策君） 

 はい、今は結論は出らんと思います。それで結構です。 

 それから、４番の施設撤去費ですね、これも調査では2,640万円なんですね。私

何遍も言いましたけど、これが精査されて7,392万9,000円と３倍近くに上がってき

たんですね。これの件も何で上がったかと。そしたら資料もない、何もない。ただ
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中の機材の撤去、配管類の撤去で上がりましたと。本当は崩すのに2,640万円しか

かからんとに、中の配管撤去、機体撤去で３倍近くなるような解体工事っていうの

は、そんなことは絶対ありませんよ。その辺もしかと調査していただきたいです

よ。 

 それと、この件で私が質問したとき、９月24日にこの書類を出されたんですよ、

この書類を町から。前の教育次長が私に渡されたんですよ。これでは、当初は

2,640万円可能性調査時、それが精査されて7,390万9,000円ですか。それじゃない

で、25年度に、このときに出されたのが金額が予定価格が6,720万7,500円と。これ

の85％かけて5,712万6,375円というような書類を出されたんですね、これ。これ、

どっからどげんつくってきんしゃったか知らんですけど、何でこれ私に出されたの

か。教育長が指示されたんですか、出すように、この書類は。教育長、知ってある

んですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 はい、どうぞ。 

◎教育長（大塚 豊君） 

 室長から見せていただきました。知っておりました。しかし、詳しい理由は次長

のほうから答弁します。 

◎議長（進藤啓一君） 

 先ほどまとめて今度の議会っちゅうことでしたが、どうですか。まだ答弁求めま

すか。 

◎６番（太田健策君） 

 わかる分だけでいいですから。 

◎議長（進藤啓一君） 

 じゃ、石山室長。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 大変申しわけございませんが、私はその件については承知しておりませんので、

前室長ということで理解していただきたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 太田議員。 

◎６番（太田健策君） 

 何かこの前資料を見せてくれとかというて、資料これあります。ないですか。あ

りますかね。そういうことで、こういう資料出されたんですね、途中で。それで、

結果的には12月の総務委員会で私が解体費について審議してくれということでお願

いしたんですね。そうしたところ、また違う資料が出てきましてね。それで、この
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資料の中では結局解体費は2,847万円になりますとしとるんですよ。この差額の

4,500万円がどげんなったかっちゅうことをそのときに言われよったんですね、総

務委員会でも。そうしたら、この解体が2,847万円になりますと資料出てきたんで

すよ。そしたら、後の金額どげんなったかっちゅうとですよ。予定価格は、施設整

備費ですよ、12億5,000万円ですよ、半端は抜けてね。ここが16億2,800万円になっ

てきたんですよ。普通は予定価格から超したら失格ですよ、本当。今まで町の入札

で予定価格を立てて、それをオーバーしてきて、それで通ったっちゅうことはない

はずですがね。これもこういう資料つくってこられたんですね、これも２回目に。

どういうわけでこれをつくられて議員に説明されたのか。 

 これが結局説明された原因で採決されたんですよ。だから、こういう人をだまし

たような書類をつくって出して採決されたっちゅうことは、採決というのが無効や

ないかと私何回も言いましたけどね。まあ、例のごとく、前の町長さんの指示やっ

たかどうかわかりませんけど、何の答えも出らんずく、いけいけどんどんで先へ行

かれましたけど。やはりその辺も、何のためにこの資料をつくって、これ誰が指示

してつくられたのか。これ、文書偽造になりゃせんですかと。今までこういうこと

は、町の中であってきたんですかね。勝手に資料をつくって議員に説明するという

のは。それだけ議員っちゅうのが役に立たないと。どげでんこげでん説明だけしと

けというようなことでやられたかどうかわかりませんけど、ぜひともどういう意味

でつくられて、これは文書偽造に当たらんのかどうか。総務部長言われましたが、

文書偽造にならんかっちゅうたら、被害が出ておりませんから文書偽造になりませ

んって言いしゃった、議会の中で。被害は出てないって、被害は出とっちゃないで

すか、これを採決されて、高い金額で採決されたわけですから。その辺とかもやは

り厳しく、外に厳しくするならば内にも厳しからんと。外にばっかり税金は取り立

てる、内で使うのはざぶざぶ使うと。それは、業者も余計金出してもらやあ、うれ

しいですよ、私も業者だったから。しかし、必要以上の金は出す必要はないんじゃ

ないですか。だから、漬物持ってこにゃいかん。私は漬物持ってこられて、漬物議

員って笑われましたよ、本当。私は何も悪いことしとらんとに、新聞に書かれて名

前まで載って。もうどこへ行っても漬物議員で笑われて。本当ですよ。何で私が被

害者にならにゃいかんのか、本当腹が立ちましたよ。結果的にはそういうふうで、

本人には何の責任もないっちゅうことになりましたけど。 

 それと、この件については長大も参考人質問で呼んで参考人質問しました。そし

たら、この文書のことについては長大は何も知らないというふうなことを言われま

した、この資料は。これ削減されましたって言われましたから、削減されたとやっ

たら、工事金額から引くのが削減でしょう。これはたらい回ししとんでしょう、ほ
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かのほうさへ。それじゃ削減て言わんやないですか。削減される金額があったら

ば、68億円の金額から引かないかんでしょう、これだけ削減しましたからと。削減

も何もされとらん。明細の中であっちやったりこっちやったりしただけで、総金額

は変わってない。それは削減て言わんですよね。子どもを教育せないかん教育委員

会がこういう文書をつくって、議員にうそをついて、削減できましたと。削減も何

もできとらんとに削減できましたと。削減できたら引きゃあいいじゃないですか、

業者から。業者から何で引かんのんですかね、削減できた金額をやらんで。その辺

をしかと調査していただいて、報告をいただきたいと思います。 

 それと、ＰＦＩの事業者選定委員会っちゅうのがありましたですね。私らは、て

っきりここで……。 

◎議長（進藤啓一君） 

 済みません、今項目何番おっしゃってるんですか。 

◎６番（太田健策君） 

 ８番目です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ８番ですか。 

◎６番（太田健策君） 

 はい、済みません。 

 事業者選定委員会っちゅうのがありましたですね。その中で、長大が出したこの

68億円という金額をどっこもチェックしてないですから、ここでチェックされると

思っとったんですよ。ここの会議の中にも長大は入って、よろしくお願いしますと

会議の中で言うとりますね。長大が資料をつくって出しとうとに、この事業者選定

委員会の中の会議の中に入ってよろしくお願いしますということ、参加するほうが

間違いやないですかね。だから、この選定委員会の中では資料もらいましたけど、

議事録を、何も審議されとりませんよ。えらい方ばっかりで。この人たちが審議し

てないんやったら、今度の場合のＰＦＩっちゅう事業はどこで審議される旨やった

んでしょうかね。議会に出てきて、議会の中でやはり私らが大分わかる分は見て、

川口議員あたりもわかる面でから言うて削減されたところもありますけど、議員は

チェック、最高の機関じゃないですからね。その辺も長大が選定委員会の中に入っ

て、よろしくお願いしますというようなことが言うてあるんですね。 

 それで、選定委員会の中でもそういうチェックは責任として入ってなかったのか

どうか。そこら辺を調べていただいて報告をお願いしたいと思います。 

 それから、この資料出した後に問題が発覚しましたんで、今現在町長は給食セン

ターをストップされておりますね。廃棄物の中に物をつくるという、基準以上の廃
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棄物の中に物をつくるということになると、その基準に適した設計したものでつく

らないかんと。ちょっと私調べましたら、そういうことになっとるそうですが、今

までの設計書も見たことないし、何も見たことないので幻の給食センターというよ

うな形でされとんでしょうけど、そういう場合は設計から使用材料から何から全部

変えてやらないかんということに、例えば続けてするなら、そういうことになるん

ですかね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 その件につきましては把握できておりません。しかしながら、県のほうの許可に

ついては何も問題はないということで報告を受けております。 

 それから、そういったものにつきましては所管のほうから報告させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 石山室長。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 ただいまの太田議員さんの質問にお答えします。 

 今町長が申しましたとおり、今の廃棄物または土壌からの検出については何ら法

律的に問題はないというところで設計をされ、今建築中でございます。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 太田議員。 

◎６番（太田健策君） 

 問題がなければ、町長、いいんでしょうけどね。問題がなければ。しかし、教育

長は言われました、私に。子どもの安全はどげんするとなって、事故があったらど

げんするとなって私にやかましゅう言いんしゃった、反対ばっかりするけんって。

だけど、こげなんごみの中にこういう基準以上のものが出てきて、つくって、子ど

もが安心して15年間も食を食べられていかれるのがそもそも不安全ではないかと思

うんですけどね。まあ、今後の判断で決行するか、中止してよそに建てられるの

か、その辺。また、給食センターに働かれる専門職の方も尐ないと聞いておりま

す。その場合は、やはりもう外注で賄ったほうが何の心配も要らんとやないかなと

思いますが、町長、どげなふうでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 
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 今、太田議員の発言の中に基準以上ということで発言されておりますけども、こ

の件につきましては基準以内でございますので、廃棄物については問題がないとい

うことで県のほうから報告を受けております。 

 そういった中で、後はイメージの問題であると思っております。果たして今まで

粕屋町の焼却場であった跡地に立てていいかどうかというものが一番今回の争点に

なるかと思います。ですから、安全上につきましては何ら問題がないという判断を

いたしておりますので、あとはイメージの問題で、あとは住民の感情の問題である

と考えております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 太田議員。 

◎６番（太田健策君） 

 わかりました。 

 続きまして、最後の質問に入りたいと思いますが、議会事務局の対策についてと

いうことで、議会事務局等の職員の定数っちゅうのは決まりがありますかね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 粕屋町の職員定数条例に規定してあります。その中で、議会事務局の職員は２名

ということで示されております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 太田議員。 

◎６番（太田健策君） 

 それは、直接雇える職員が２名ってことですかね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私はその辺はちょっと若干まだ、初めてでございますので、職員か嘱託かってこ

とは存じておりませんけども、過去の経緯から見ますと職員が２名おられたようで

ございます。あと足りない分については、議会からの要望で嘱託あるいは臨時とい

う形で人員を増やしているような気がいたします。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 



- 145 - 

 太田議員。 

◎６番（太田健策君） 

 町長も役場内部のことでいろいろ考えておられると聞きますけど、やはり議会事

務局もよその課からぽんとかわってやるということは、なかなかこれ専門職でしょ

うから大変来られた方は苦労してあるっちゃないかなと、新人議員だから心配して

おりますが、できたらやはりそういう研修、勉強をされた方が上がってこられる

と、また議会で新人議員が入ってきたときにいろんなものを尋ねるというようなこ

とができるかと思いますんで、ぜひ今後の人事については考えていただきたいと思

っております。 

 それでは、私のこれで一般質問を終わらせていただきます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 どうぞ。 

◎教育委員会次長（石山 裕君） 

 先ほどの太田議員の一般質問、２番から９番までにつきましては、答弁の猶予を

与えてくださいましてまことにありがとうございます。３月議会におきまして、改

めて内容を精査しまして、私の視点で説明責任を果たしてまいりたいと思います。

また、制度の問題でかなり行き違いがありますので、入札関係、契約関係ですね、

その辺を含めて説明申し上げますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 以上です。 

（６番 太田健策君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ここで暫時休憩といたします。 

（休憩 午前10時42分） 

（再開 午前10時55分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 それでは、再開いたします。 

 ８番小池弘基議員。 

（８番 小池弘基君 登壇） 

◎８番（小池弘基君） 

 おはようございます。 

 長い一般質問も、私を指導を含めてあと３人でございます。できましたら、ポイ

ントをきちっと質問しながら、早く終わればいいなと思っておりますけど、まず質

問に入る前にちょっと前段で、今までいろんな議員の方も話をされておられますけ

ども、まずは９月25日、９月定例会終了後に、当時我々同僚議員でありました辰美
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議員が町長選に立候補するというところから始まりまして、約１カ月間の後援会活

動、選挙活動を通して、10月25日に第７代の町長ということになりまして、11月６

日就任されました。本当に大変だったと私も推察しておりますけども、就任早々ま

たこれとんでもない話が起こっております。 

 本人も全く、そういった話も就任後、報告何もなく、教育委員会次長の人事に伴

う後に、新しい石山次長のほうから実はということで今回の学校給食センター建設

工事において、あそこは当然のことですけどもごみを捨てた場所、で工事を始める

前に業者が地盤のほうを再度調査したところ、当然ごみが出てきたと。そのごみの

中８カ所を掘った結果、２カ所から基準値を超える鉛等の特定産業廃棄物が出てき

たということで、建設する場所については、それを出すときにはこれはあくまでも

もうどこでも捨てられる一般廃棄物と違いますよということで県の方から指導を受

けて、西松建設が取引のある熊本にある特定の施設に運んでの処理を行ったという

ことを、11月30日でしたか、総務常任委員会を臨時に開きまして、そこで執行部の

説明を受けました。そういった一連の報告が、なぜ今回の町長まですぐに伝わらな

いのか。もっとひどいことは、これが８月28日に業者のほうから、もともともう尐

し早かったみたいですね、で県のほうから正式に執行部に通達が来て、役場職員が

十分理解をしたのが28日。当時の教育委員会次長、学校給食センター準備室長の担

当、関さんのほうがその当時の町長、副町長、教育長にこういったふうなことが出

ましたという報告をしておるはずでございます。これはまた一般質問とは違います

ので答弁は要りませんけども、その中で結局、当時の清範町長はそういったことを

全く議会にも報告もせず、そのまま９月１日に起工式を行い、そのまま工事着工

し、現場で掘削をした要は残土ですね、これ特定廃棄物ですけども、これをずっと

搬出をして、結果的には5,000万円というお金をもう既に使っていると。恐らく、

これは私の想像ですけれども、その当時８月、９月のころはどなたも町長選に立候

補する予定者がいない。当然、自分はもう無投票で町長になるだろうと。だから、

そういったことは一々議会にも言わずに黙っとけばいいやないかと。それで結果的

に工事が全部終わって、28年度当初予算に、全体の中の……。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員、推測の話は。 

◎８番（小池弘基君） 

 ごめんなさい。まあ、いうようなことを、だから大変だろうなということを私は

町長に申し上げたかったということでございます。本当、大変な仕事いきなりでご

ざいますけども、だからこそやはり粕屋町を変えるという思いで、ぜひとも早急な

結論を出していただきたいと。当然議会のほうも、可決した経緯もございますの
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で、住民のためというか子どもたちの食育のためにも一番いい選択をすべきだと思

いますので、これについては私も他の同僚議員と一緒に早急に工事着工、また再開

できるような形をとっていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

 では、本題に戻りまして、通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

 まずは、因辰美町長の選挙公約の実現についてというテーマでございますけど

も、一つは九州大学原町農場跡地利用の考え方について尋ねます。 

 これは当初から、いろんなリーフも含めて、辰美町長が言っておられたことです

けども、それは町長就任する前のお考えだったと思います。実際に町長に就任され

て、いろいろ執行部の方が一生懸命努力してある姿を肌で感じ取りながら、また自

分が町の執行権者となった立場でまた若干考え方が変わったところもあるでしょう

し、もっともっと早急にやっぱり急いでやらないといけないなと思うところもたく

さん出てきたのではないかと思いますので、１番、２番、３番、４番、５番とあり

ます、これにつきまして順次、ここに書いてあるとおりでございますので、町長の

思いをまずは話ししていただければと思います。私もその中で何か再質問があれば

ということもありますので、まず１番目の遺跡調査の現状と調査完了予定について

を答弁お願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 小池議員には、今までの１カ月のスケジュールをずっと言っていただきまして、

非常に忙しい毎日でございます。 

 そういった中で、九州大学農場跡地につきましては一番今回の公約のメインだっ

たと思います。しかしながら、そういった新しい問題が起きまして、検討する時間

がほとんどございませんでした。ですから、私からの説明では、若干すり合わせが

できておりませんので、遺跡調査の現状と調査完了の予定については所管のほうか

ら報告させます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 新宅社会教育課長。 

◎社会教育課長（新宅信久君） 

 小池議員のご質問にお答えをいたします。 

 遺跡調査の現状と調査の完了の予定についてということでございますが、現在九

州大学の移転計画地及び隣接する県道福岡東環状線予定地も含めまして、平成25年

度より３カ年計画で現地の確認調査を実施いたしておるところでございます。ご存
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じのとおり古代の糟屋郡の役所であります政庁と倉庫群が昨年度発見されまして、

今年度も継続して行っているところでございます。現在のところ政庁と倉庫群の間

に新しい建物らしき柱跡と申しますか、遺構と申しますが、そういうものは確認を

しておりますが、東側となります現の九大農場の事務所付近、あるいは鶴見塚周辺

では遺跡の所在は確認はされておりません。九州大学にも協力をいただきまして、

実は一番試験田の部分が入るのが難しかったんですが、協力をいただきまして、現

在は政庁の南側、北側の試験田としている区域で確認調査を実施しておる状況でご

ざいます。 

 進捗状況でございますが、来年の３月までには現地の確認調査を終えれるように

調査を進捗させておるところでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 ありがとうございます。私も九大跡地対策特別委員会委員長をさせていただいて

おりまして、先般箱崎キャンパスの方に行きまして、向こうのスタッフの方々との

ヒアリングといいますか、打ち合わせをさせていただきました。その中では、今は

箱崎キャンパスもいろいろと都市計画のほうが進んでおりまして、原町農場跡につ

いてもまず第一には遺跡の問題を整備してくださいと。そのためには、その範囲を

まず確定しないとどうしようもありませんねといったところがもうスタートでござ

います。そういった面で３月末、要は27年度中には全てが完了するといったような

今報告いただきましたので、後は今度は新町長、辰美町長のほうがその遺跡、これ

は文科省の問題いろいろ出てくるかと思いますけども、そういったふうな形の打ち

合わせの中でどういった保存をするのか、それによりましては東環状線の今道路の

建設予定地の下にも遺跡がちょうどかかってますので、これの対忚もまた変わって

くるかと思います。それにつながるかと思いますけども、今の報告ではもう27年度

中には全部整理ができるよということですので、近い将来何らかの結論を出してい

ただけるのかなと考えております。 

 そこで、この２番目の跡地利用、税収入が見込める、そういったふうな企業誘致

を考えてますよといったことを辰美町長は当選前に申されておられましたので、２

番目とこの３番目、東環状線計画上に遺跡ありますと、これの保存なんかもあわせ

て答弁いただきましたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 
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◎町長（因 辰美君） 

 小池議員は委員長でございますので、経過なり内容については既にご承知である

と思っております。 

 九大農場跡地は、現在のマスタープランでは宅地、公園、商業施設等で策定して

いるようですが、このような関係から尐し見直しも必要ではないかと思っておりま

す。地域の目標を達成するためには、地域の課題や特徴を踏まえ、住民と行政が連

携しながら地域の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づ

けて町づくりを進めることが重要と考えておりますので、この方向で行きたいと思

っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 ありがとうございます。できるだけ早くいろんなふうな方向性を出していただき

たいと思っております。 

 次が４番目ですけども、九大農場といいますか、今の農場が平成30年10月までに

は元岡のほうに移転しますよといったことがもう決まっております。 

 ちょっと飛ばしましたが、３番のほうの、その東環状線の計画上に遺跡があるけ

れども、その保存方法もあわせて、先に答弁お願いできますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 保存方法ですが、いろいろあるかと思いますから、所管のほうから報告させま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 新宅社会教育課長。 

◎社会教育課長（新宅信久君） 

 ご質問にお答えをいたします。 

 ご質問にありますように、東環状線予定地内において古代の役所と見られる政庁

部分が確認されて、東環状線の計画上にちょうど当たるようなことになっておるわ

けでございますが、現在この予定地と農場内で確認された遺跡につきましては、阿

恵遺跡調査指導委員会を組織いたしまして、外部の有識者により遺跡の重要性、今

後の方策について検討いただいておるところでございます。委員会では国の指定と

なる、これ史跡と申しますが、史跡の価値を十分に備えているといった意見が出さ

れております。道路計画などについても、ただいま関係機関等も参加いただいて協
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議を続けているところでございます。今年度内にも確認調査を終了させて、敶地内

での遺跡範囲もつかめる予定でございますので、調査指導委員会の中で保存すべき

範囲も答申内容としてお示しをいただけるものというふうに考えております。この

答申が教育委員会になされますので、教育委員会における審議結果を十分に勘案し

ながら史跡指定での保存対策を講じてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 新宅課長にちょっと再質問ですけども、今遺跡がありますけども、その遺跡と道

路の計画がちょっと下に入ってますけども、どれぐらいの、例えば埋めるという方

法もあれば、それを越すために橋梁をつくるのもあるし、今の遺跡の下をくぐると

いういろんな方法があります。専門的な都市整備のほうになるのかもわかりません

けれども、その辺のまず史跡の重要性といいますか、そういった埋めることも可能

かどうか、その辺の考え方、もしご存じでしたら答弁お願いしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 新宅社会教育課長。 

◎社会教育課長（新宅信久君） 

 ご指摘いただいておりますように、計画上盛り土で通す方法、そして政庁自身を

避けると申しますか、橋梁にしても工法計画上ずらす工法も今のところ調査委員会

のほうで関係機関のほうから示されておりますが、結論には至っておりません。こ

れは、盛り土工法になりますと、従来の遺跡保存の考え方からすると、ちょっと盛

り土というのはなかなか難しい現状がございますが、これは文化庁とも協議をしな

がら進めていかなければなりませんので、今のところ案は示されておりますけれど

も、最終的にどの案をとるかは今のとこ調査委員会の中でも決定はされておりませ

ん。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 今、文化庁との打ち合わせも必要ですということでしたけども、その文化庁とい

ろいろ打ち合わせってどれぐらいの日にち、普通半年はかかりますよねとか１年は

かかりますねっていった、その辺の見込みというか判断がもしおありでしたらちょ

っと答弁お願いしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 
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 新宅社会教育課長。 

◎社会教育課長（新宅信久君） 

 ただいま文化庁のこと出しましたけれども、実は去る12月３日だったと思います

が、文化庁の主任調査官が現地に訪れております。調査官の意向としては、やはり

地方の財政の実情に忚じた工法変更、工法計画といいますか、それが必要ではない

かという意向を示されておりますので、今年度内できれば調査指導委員会の中に文

化庁の調査官も入って、その中でいろいろ指導委員の先生方とも折衝したいという

ことでなっておりますので、ちょっと文化庁との協議期間について、またそれを踏

まえた上でのことになろうかと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 ありがとうございました。 

 では、改めまして４番の方に移りますけれども、平成30年10月には元岡に移転す

るということで、その地区計画を大体いつぐらいまでに。当然移転が終わってから

改めて計画するというんでは時間も無駄になりますので、大体今は５次の計画も進

んでるように聞いております。来年度には範囲も全部確定されるように報告を今い

ただきました。そういったふうなことを踏まえて、大体いつぐらいまでに具体的

な、そういったふうな都市計画案とでもいいますか、九大が持っている資料の中に

は粕屋町が平成22年につくりました都市計画マスタープラン、そういったものの資

料も先方お持ちでした。基本的には粕屋町の意向をいろいろと聞きながら、沿った

形で検討しますよと、本当に非常にありがたいお言葉もいただいております。そう

いったことも踏まえて、就任早々大変かと思いますけども、その辺の青写真的なも

のがあればお願いしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 九大農場跡地は、粕屋町の発展を大きく左右するものでございます。全員の知識

を持って結集して当たりたいと、対忚をしたいと思っております。ですから、今か

らの４番、５番につきましては、担当の所管のほうからしっかり説明させていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山野都市計画課長。 
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◎都市計画課長（山野勝寛君） 

 小池議員のご質問につきましては、地区計画は実際に完了する時期はいつごろな

のかという形であろうと思います。時期につきましては、先ほど議員もおっしゃら

れるように30年10月を九大のほうは移転をする時期と示されております。実際に移

転の後、今度は使用者が決定するわけで、売却された後使用者が決定するわけです

けれど、その後地区計画を張っていくような形になります。その前段としては、今

九大と協議しておりますけれども、その前に地区計画の前の計画であります九大の

跡地利用の進め方をある程度大枞で決める跡地利用計画等を前段で九大と協議しな

がらつくり上げた後、今度は実際に町づくりのきめ細やかなルールづくりがいわゆ

る地区計画という形になろうかと思います。そういった形の計画につきましては、

どうしても実際に所有された方々とつきつめする必要も部分が多様にありますの

で、時期的には売却された後の完成という形に、最終的な時期はそういう時期には

なろうかと今の段階での形のご返答になります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 山野課長に再質問ですけども、売却といった言葉を今使われておられますけど

も、箱崎キャンパスのほうは計画する、その全体的な土地にまず生活道路を決め

る。で、生活道路を決めた後にゾーン、住宅ゾーンであるとか医療ゾーンであると

かみたいな、そういったふうな都市計画をやっぱりある程度つくることによって売

却する。単純に売却して何でも好きなものを建てていいですよでは、やはり粕屋町

の将来のビジョンとマッチした計画、都市計画でないと、単純に売却しただけで

は、その業者が好きな、ディベロッパーが来ていろんな都市計画をしてっていう話

ではまずいと思います。やはり粕屋町が、ここには住宅が欲しいですね、この辺が

企業誘致でもいいですね、この辺は何か公園が欲しいですねみたいな、そういった

ふうな都市計画的なものもエリア的に。そのためには、きちっとした形の今23ヘク

タールの九大農場だけではなくって、阿恵区にもあります、今市街化区域でまだ全

く手つかずのところがあります。そういったところも一緒に計画を立てて、当然阿

恵区の方たちとのヒアリングであるとか途中経過報告であるとか、そういったふう

なこともぜひともしていただく必要性があるのかなと考えております。 

 そのためには、先ほど言うようにもう27年度には遺跡の範囲が確定するわけです

から、それを踏まえて生活道路をどこからどこに通すのか、もともと計画道路がず

っと阿恵大池公園まで伸びてる計画道路ももう40年前からあるんですね。だから、

そういったふうなものもきちっとした形で、本当につくるならつくる、いやもう必
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要なければもうそれは変える、そういったこともあわせてする必要があると考えま

すけれども、どんなふうに思われますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山野都市計画課長。 

◎都市計画課長（山野勝寛君） 

 済みません、私のご説明が不十分なところございます。議員がおっしゃいますよ

うな大枞の形づくり、それが私が先ほど申しました土地利用の進め方を検討する跡

地利用計画あたりを九大と一緒につくり上げると。その中で当然今の都市計画道路

がどういう形であるべきか、当然その前段として遺跡の問題等も、範囲等も影響さ

れると思いますけれども、それを含めて、先ほど言われました生活道路も含めて、

あとゾーン的なもの、もう尐しきめ細やかな形の都市計画の大枞を決定していきた

いというふうに考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 ありがとうございます。当然そういった開発をするに欠かせない、次の５番にも

書いてますけども、ＪＲ新駅、この構想につながってくるかと思います。これの考

え方と、逆に言えば問題点、今こういった問題点で建設そのものが順調よくいくの

か、いやなかなかそうはいきませんよといった問題点があるのか、その辺の現状が

わかれば。それと、仮設の線路が近々また工事が始まっていくかと思いますけど

も、その辺のところの情報が入っておればちょっと一緒に答弁していただきたいと

思いますけれども、どなたがよろしいですか。山野課長でよろしいですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山野都市計画課長。 

◎都市計画課長（山野勝寛君） 

 まず、新駅の構想ということにつきましては現マスタープランの中でもうたって

おります。それを受けて、数年前、24年になりますけれどもＪＲさんと協議をさせ

ていただいた結果がございます。その結果につきましては、現段階の路線の形、カ

ーブになっているという、簡単に言えばカーブの大きさとか、そういう構造上の問

題の中では非常に現段階のルートの中では設置するのは非常に構造上難しいと。こ

れをまた形状を変更するに当たっては、相当な金額を要して路線を変えないかんと

いうことが考えられると思います。そういった財政的な問題も一つであろうと思い

ますし、あともう一つはＪＲさんとしてもそこに駅をつくるという輸送力の確保の

問題というのも示されておりました。現時点で輸送力に余裕がないために、駅を増
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設することでその分運行に係る時間が変わったりとかします。そういったことによ

って本数を減らしたりとか、いろいろなＪＲさんとしてもなかなか難しい条件があ

りますという、大きな問題を抱えておるという形からも含めて、現状の形ではなか

なか新駅の設置は難しいという表現しか今のところお答えすることができないんで

すけども、将来的にはこの九大農場の全体的な都市計画の中で是非を決めていく必

要があるかなとは思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 ぜひとも、近く迫った九大農場跡地でございますので、本当にいい方向に皆さん

の知恵を結集してやっていただきたいと思っております。 

 続きまして、企業誘致を行うために10万人規模の新都市計画の考え方に移りたい

と思います。 

 これは町長の思いであると思いますので、１番、基本的な時期や対象となる町に

ついて、２、イメージとしてどのようなまちづくりを考えてあるのか、３、改めて

粕屋町の都市計画の考えがあるのか、例えば粕屋中学校周辺の開発についてとか、

あと人口増に伴い市街化区域が減尐していますが、約50％ある調整区域の市街化編

入の考えなど、一括して町長の思いをお聞きしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 小池議員の質問にお答えいたします。 

 １、２番につきましては私がお答えしたいと思います。それから、３、４番につ

きましては所管のほうから報告させます。 

 基本的な時期や対象となる町についてでございますけども、昨日田川議員にも答

弁いたしましたが、なぜ10万人の都市が必要なのかという発想でございます。企業

誘致を有利に進めるには、やはりネーミングがブランド力になると思っておりま

す。また、予算規模が大きくなれば職員のやりがいも拡大しまして、優秀な職員が

育ちます。しっかりと自治能力を高めることが大切であると私は考えております。

10万都市を実現するための基本的な時期やどの町かという質問でございますが、他

町に影響を与えますので、発言は控えさせていただきたいと思います。 

 次に、２番、イメージについて、どのような町づくりを考えていますかっていう

ことで、私は粕屋町は福岡空港、それから福岡インター、150万都市の福岡市のち
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ょうど三角の中心にあります。立地条件は最高であると考えております。いつまで

も福岡市のベッドタウンではなくて、やはり粕屋町が独自に自立できるように、そ

して外部から目を向けられるような都市づくりを目指してまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 

◎都市政策部長（吉武信一君） 

 小池議員のご質問にお答えいたします。 

 都市計画の基本的な考え方でございます。これは住民アンケートや地域説明会、

パブリックコメント等の住民の意見が反映されて平成22年に策定いたしました、

20年後の粕屋町の将来のあるべき姿を示しました粕屋町都市計画マスタープランで

すね、この実現に向けて進めてまいりたいと思います。 

 先ほど言われました粕屋中学校周辺でございます。用途区域は市街化調整区域で

あり、農振農用地の区域でもございます。当地区は、都市計画マスタープランの将

来像では商業または流通業地域として位置づけております。その実現に向けては、

農振除外や農地転用、市街化編入などの手続、開発に向けたいろいろな手法の検討

を行う必要がございます。今、地元のほうでそういうような話というか、開発に向

けての機運が高まっているようでございます。地権者の方々のまとまりが最も必要

でございますので、現在その組織づくりが確立して、開発に向けた第一歩が踏み出

されて、それから組織と申しますか、その協議ですね、そういうことを行ってまい

りたいと考えております。 

 ４番のことですが、市街化調整区域を市街化区域に編入、それを行うには一団の

開発許可、それとか土地区画整理事業等、そういうふうな手法によって定期線引き

時の編入というふうになります。その市街化編入については、都市計画区域マスタ

ープランや町のマスタープランを踏まえた上で計画的で良好な開発行為、市街化調

整区域内の既存のコミュニティーの維持や社会情勢の変化への対忚といった事項を

勘案して必要性が認められるものとされています。そういうふうな手法をとってい

かなくちゃできないということですね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 小池議員。 

◎８番（小池弘基君） 

 積極的に町執行部のほうも地権者だとかにかかわりを持って、やはり粕屋町がさ

らなる発展が遂げられるようにまた努力していただきたいと思いますし、最後にな

りますけども、因辰美町長も就任以来約１カ月、やっと１カ月、まだまだわからな
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いことたくさんあるかと思います。今回が初めての議会ということでございますけ

ども、今度また３月議会、当初予算、いろいろとまた議案が出てくるかと思います

けども、それまでには大変重要な案件、特に給食センター今とまってますので、こ

れを一刻も早く工事再開をして、それも当然今の場所でよいのか、また新しい場所

に建てたほうがよいのか、それも当然議会もかかわりを持ちながら早急に結論をや

はり出していただきたいと思っております。そういった面では、私ども議会のほう

もバックアップは全力でやっていきたいと思いますので、ぜひとも、大変かと思い

ますけど頑張っていただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

（８番 小池弘基君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 皆さんのご意見を拝聴させていただきたいと思いますが、あと午前中は30分あり

ますが、どうしましょうか。続けますか。それとも午後にしますか。私の判断で結

構ですか。よかれば続けさせていただきたいと思います。 

 11番久我純治議員。 

（11番 久我純治君 登壇） 

◎１１番（久我純治君） 

 皆さんおはようございます。議席番号11番久我純治、通告書に従いまして質問し

ます。私は前段も何もありません、質問するだけ言います。 

 粕屋町ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例施設施行規則の制定に

ついて、また増え続ける待機児童に対する町の対忚、また古くなった町営保育園に

対する考えについて質問します。 

 １問目、粕屋町ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の制

定を。 

 増え続けるボランティアの部署と人数、統一したセンターの施設と管理運営に関

する施行規則を一日も早くつくり、今後の町の発展とともに、何人でも何がしかの

ボランティアに携われるようなセンターが望ましいが、６月議会で言ったようにボ

ランティアに関する部署が多く、センターとしての意味がなく、一極化を求めると

いう質問に対して、センター業務の充実を考え、週末、夜間の開設が望ましく、開

設時間の延長や土日開設について検討しますと回答がありましたが、その後どのよ

うな進捗状況か、ちょっと教えてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 
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 久我議員の今まで質問してきたことは十分理解しております。しかしながら、今

度は執行部側のほうで発言しなければなりません。先ほども言いましたように、ほ

とんどすり合わせができておりません。ですから、担当の所管のほうから説明をさ

せていただきたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 確かに６月議会で質問を受けまして、お答えした状況がまだ前進しておりませ

ん。町長かわりました。今後十分な協議をしたいと思いますが、考え方といたしま

しては現在粕屋ボランティアセンターは福祉センター内にございますけれども、福

祉センターが月曜から金曜の午前９時から午後５時までの開館ということで、土

曜、日曜、祝日が閉館でございますので、現状としては福祉や子育て分野に関する

コーディネート等が中心になっております。おのおのの仕事が終わった時間で活動

しておられるような団体につきましては、ほとんどサポートができていないのが現

状でございます。平日の夜や土日を中心に活動しているような団体にもセンターの

活動を広めていくためには、開設場所なども含めてセンターのあり方を十分に検討

していく必要があると考えております。 

 また、ボランティアセンターは協働のまちづくり課で所管しておりますが、ボラ

ンティア活動を行っている団体や個人を担当する担当部署はさまざまな課に分かれ

ておりまして、ボランティア団体等を支える仕組みを含めて改めて考える必要があ

ると思いますので、今後これらを総合的に検討してまいりたいと考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 まずは、ボランティアセンターを社協のほうに丸投げしていること自体が私間違

っていると思うんですよ。これだけ粕屋町に人口が増えて、やっぱり人というのは

何かにしろ人の助けが必要なんですよ。そんな大事なところを社協に投げて、丸投

してですよ、それもたった臨時１人の人に任せて、そしてどうのこうの言うことは

まずできないし、ただ町民からの要望としては、あそこに行ったって何もわからん

と言われるんですよね。だから、検討じゃなくて、やっぱり進めてほしいんです

よ、私はいつも言うように。 

 そして、今度はこども館ができますよね。そこでもまた同じようなボランティア

やるようなこと言ってますけど、幾つあると思います。この前も言ったように、７

つぐらいあるんですよ、今んとこ部署が。今度は８カ所ぐらいになるんですよ。何
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のためにセンターつくったか、前から言うようにいっちょんわからんとですよね、

これが。だから、これはもう検討しますじゃなくて、これは早く部署を移して。こ

れ結局よく言う指定業者が何かそんなのするか、志免なんか行くとやっぱりＮＰＯ

でやってますもんね。粕屋だけ人口は増えようっていうけど、ボランティアは物す

ごくいい言葉なんですけど、実際役に立ってないんですよ、これが。センターの人

もわからんとですよね。だから、それを私いつも言うんですよ。だから、社協が悪

いというんじゃないんですよ。社協に丸投げして、そこからたった一人あそこに置

いてさせることが難しいと私言うんですよ。実際私たちも十何年やってきてますけ

ど、みんなばらばらなんですよね。そして、いつも言うように検討しますじゃなく

て、やっぱり進めてほしいんですよ、私は。だから、町長はもうそれはかわったば

っかりでよくわからんって、よくわかってるんですよ、私も。だけど、今粕屋町の

この人口がどんどんどんどん増えている中で、どれだけの人がやっぱりボランティ

アに頼らないかんか、また必要なことか、これはもう一番わかると思うんですよ。

これこそやっぱり人口の増えるところの一番ネックになるとこと思うし、今から先

には大事な仕事と思うんですよね。それがどこに何があって何がありようかいっち

ょんわからんごたあふうじゃですね、まずこのことを考えんとですよ、粕屋町の人

口増えても何もなりませんよ。まずそんなとこからやらんと。インフラも大事です

よ、道も大事。だけど、やっぱり人間的なことについては、これが一番私大事と思

うんですよね。ですから、検討しますじゃなくて１歩でも２歩でも進めてほしいん

ですよ、私は。だから、今後こども館ができるときに、あそこの相談室ができると

いいます。そしたら、あそこに持っていって。結局誰でも行ける場所。今のとこ

ろ、さっき言われたように誰もわからんとですよ、あそこ。役場の中の人でも知ら

んとですよ、あそこにあること自体を。それが町民が知っとうわけないんですよ。

そして、福祉センターも、前から言うように暗い、古い。建て替えれいうたら、そ

れは無理かもしれん。窓口もそう。今でも誰が入って、誰が出ていきようかいまだ

にわからん。そんなとこなんですよ、あそこは。だから、それもどうにかしてくだ

さいと言いました。そしたら、順をおって決めますと言われた。それはそれでいい

んですけど、ただあそこにいつまでも置いておくこと自体が私はおかしい、早く出

してみんなが使えるようなボランティアセンターにしたいから、いっつも言うんで

すよ。その点やったら町長わかると思いますが、どうですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 できたら、やはり代替案を出していただきたい。やはり町にばかりそう言うんじ
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ゃなくて、自分やったらこうやるよというような代替案があれば、ちょっとおっし

ゃっていただければ助かります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 私前から言ってるように、サンレイクの中に教育相談室がありますよね、あそこ

にとりあえず移せば日曜、祭日あいてるんですよ。あそこは９時、10時まであいて

るんですよね。そしたら、誰でも使えるんですよ。あそこへ移ればいい、あくんで

すよ、３月に。だから、私前から言うように、あそこにぜひ移して、そこでボラン

ティア独立させてくださいって言ってるんですよ。だから、社協に投げるんじゃな

くて、独立させたボランティアセンターをつくってほしいっちゅうのが私の代替案

なんです。どうですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 ボランティア団体も結構かなりありますよね。そこでその相談教室だけで足るわ

けですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 センターというのはあくまでもセンターなんですよ。管理するとこなんですよ。

そこそこの部署はもうその下にまたあるんですよね。それはどこでもそうなんです

よ。志免でも、行ってもＮＰＯでやってますけど、その下に各団体が公民館でやっ

たり何たらする。それを集約するのがボランティアセンターなんですよ。それと、

問い合わせがあったときに、ここにどんなとこがありますというのもセンターの仕

事なんですよ。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 ありがとうございます。前向きに検討させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 
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 この件くどくど言いますけど、とにかく前向きでお願いします。 

 そしたら、私もこれで２問目に移ります。 

 増え続ける待機児童に対する町の対策及び古くなった町営保育園に対する考え。 

 今年４月に260名が入園できる保育園、認定こども園をつくりましたが、もう

100名余りの待機児童が出ていると聞きます。古くなった町営保育所を民営化する

のか、建て替えするのか、いろんな方法があると思います。この問題を解決するに

は、みんなが知ってのとおり我が町は人口が増えるとともに小さな子どもが多く、

出生率は全国で２位、３位とかといいます。つくってもつくっても保育園が足りま

せん。しかし、どんどん保育園をつくっていいのでしょうか。 

 私、この１カ月間、認可保育所や認定こども園、また認可外保育園を回ってきま

した。これ以上大きな保育園をつくってほしくないというのが認可保育園の返答で

す。日本中が尐子化が進む中、粕屋町でもいずれは尐子化が来ると思います。大き

な保育園になればなるほど心配の種は尽きません。町営保育園も同じです。今現在

待機児童というのはゼロ歳から２歳児が全てと言っても過言でないかもしれませ

ん。その上、行政でもよく言われると思いますが、保育士さんが集まりにくく、幼

児に対して人手不足です。この件は、認可保育園でも同じな悩みでした。日本中介

護士さんでも足らないのと同じように、給料の問題です。町営でも民営でも仕事に

あった給料が出ていればこんなことにならないと思いますが、これは行政でも言え

ることだと思います。臨時の人は、月給はどれだけですか。また、嘱託の人はいく

らぐらいもらってるんですか。これは答えなくてもいいですけど、それぞれわかっ

ていると思います。こんなふうな安い給料だから、人は集まりません。だから、大

きいところは町営だったら結局人は来んわ、朝早くか遅くとか２時間来てください

とかというて、それでは誰も来ませんよ。だから、私はこの考え方は、いつも何か

私たちと違うっていうような考えを持ってます。町長も議員時代はよく言っており

ました。行政のトップとして町のお考えかもしれません。建て替えるか、また町営

を民営化するか、また業者独自で星の子保育園みたいにするのか、いろいろとやり

方はあると思います。ただ、絶対にやってほしくないのは、待機児童が多いからと

いううたい文句で当然のように行政の一方的な判断で行っていたことです。これは

なぜかというと、町有地は行政のものだけのようですが、全て住民の財産です。町

長の切望してある10万人の市にするには、いろんな広い土地が生きてきます。町長

就任間もない決断してくださいというのは難しいけど、この考え方として町営を民

営化するのか、そんなことがわかったらちょっと教えてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 
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◎町長（因 辰美君） 

 ちょっと１点先に質問させていただきたいと思いますが、先ほど大きな保育園を

建てるのを反対されているのは認可保育所と言われましたが、それでいいですか。 

◎１１番（久我純治君） 

 はい、そうです。 

◎議長（進藤啓一君） 

 はい、どうぞ。 

◎町長（因 辰美君） 

 じゃあ、大きな保育園がその大きな認可保育所を建ててほしくないという意味で

いいわけですね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 はい、どうぞ。 

◎１１番（久我純治君） 

 実際聞きよくと、15年先になったら子どもおらんごとなったら、今大きいとつく

ってどうするんですかって心配してあるんですよ、実際が今が。建てたばっかりの

ところが。実際粕屋町も、そりゃ定住者は年とりますよね、必ず。だけど、今の保

育所に入れよう子どもたちというのはみんな動く人ばっかりですよ、見よったら。

実際定住する人いないんですよ。だから、ある保育園は、15年先は、私もよく冗談

半分に半分養老院せないかんですよって言ったら、真剣に考えますって言ってある

んですよ。だから、また行政の言うように大きいのつくればよかっちゅうことやな

いんですよね。そこを私言ってるんですよ。 

◎議長（進藤啓一君） 

 認定保育園の増設は要らないという趣旨でおっしゃってるんでしょう。 

 どうぞ。 

◎１１番（久我純治君） 

 大きいのがという。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長、どうぞ。 

◎町長（因 辰美君） 

 はい、理解いたしました。 

 私も一緒に厚生常任委員会に所属いたしておりまして、この件につきましてはよ

く皆さんと議論いたしました。やはり中央保育園、あるいは仲原保育園というもの

はもう40年近くなりますので、非常に今メンテナンスが大変でございます。そうい

った中で、大川保育所を建てたときにはやはり民間は民間へといった形で、補助率
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が12分の１ということでなりましたね。ですから、12分の11は県や国からの補助金

で建設できるといった形の建設を行いました。 

 今後、この２園につきましては３月までに今どれだけ老朽しているかっていう、

そういったものを調査いたしております。これは早急にしなければならないという

判断が出ましたら、早急に対忚しなければならない。これは私も議員時代に、耐震

構造にもなっておりませんので、もし地震が起きた場合、その保育園の園児が下に

なった場合は、これは人身事故になるかと思います。やはり行政が責任を負わなて

はならないと思いますから、この判断につきましては３月の結果によりまして、ど

こから早急にやっていくのかというのを議論していきたいと思います。 

 それから、今後民間でやるのか直営でやるのかっていうものを今から議論しなく

てはならないと思いますけども、私は議員のときには12分の１で済むのであればそ

ちらを活用していただきたい、そしていい運営者といいますか経営者を連れてくる

ことによって財政がしっかりと確保できればと思っておりましたが、今回この質問

がございましたけども、やはり行政のほうからの考えもあるかと思います。先ほど

も申しましたように、尐しすり合わせ時間がありませんでした。ですから、私の考

えだけで発言するわけにはいきませんので、所管のほうから説明をさせます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 お答えいたします。 

 大枞は今町長のほうが答弁されたとおりでございます。私のほうからは、現状に

ついて尐し説明をさせていただきます。 

 県のほうに報告しております新定義による10月１日現在でございますが、その待

機児童数は29名でございます。また、新定義では待機児童には含まない特定の一施

設、この幼稚園、この保育所しか行きたくないですよって言われるような特定の施

設を希望されるようなお申し込みをされている分につきまして、そういうようなと

ころを含めますと、まあ粕屋町100名ぐらいの方がいらっしゃるのかなというふう

には把握はいたしております、議員が言われるようにですね。ただ、今までも22名

でした、23名でした、で待機児童は今現在は29名ですよということをお知らせはし

ておきます。 

 それから、老朽化しております町立の保育園、そこら辺は町長もそうですが私た

ちも認識はいたしております。早急に安全な環境で子どもたちが保育を受けられる

場ということで、緊急を要する部分については議員さんのご理解を賜りながら予算

化をし、修繕等々維持補修に努めさせていただいてるところでございます。 
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 財政面からしますと、町長が言われるように民営の活用と民間での開設というの

も一つの方向ではないかなというに思っております。 

 それから、久我議員は15年後はもう尐なくなりますよということなんですが、今

まだまだ粕屋町はうれしいと言っていいんでしょう、増えるんではなかろうかとい

う予測されておりますので、その保育需要に町としても忚える必要はあるのではな

いかというふうに思っております。 

 子育て支援での保育施設の整備、企業内保育所の整備促進など、今度政府のほう

が１億総活躍社会に向けた緊急対策としていろんなことを打ち出してきておりま

す。もっともっと全国で保育所を整備をしなさい、介護施設を整備しなさいという

ことも含まれております。そういうようなことも含めまして、国の動向、それから

現在策定しております公共施設等総合管理計画、町の財政的な総合的な判断をいた

しまして、どうするのかということを検討をしていきたいというふうに思っており

ます。 

 それから、お願いでございます。議員が言われるように保育士の確保に大変苦労

しております。もし保育士ご存知の方いらっしゃいましたら、臨時嘱託だけ登録し

ていただいて、子どもたちのために力を発揮していただければありがたいかなとい

うふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 今、建築費が12分の１って言われましたけど、今までのやり方でいうと土地はた

だですよね。この前議会で聞いたとき、５年後の更新ということで、それで認可保

育園の先生たち聞くと30、40年じゃ出ていきませんよと言うんですよね、自動更新

しても。もし出ていけて言うた場合にはどれだけ弁償金取られるか、私今度痛感し

ましたけど、もう入った人が強いんですよ。そんな計算ないですもんね、それはも

う確かに12分の１の建築費で済むんですよ。だから、私は今度するんやったら、民

営化するんやったら大川保育園の星の子さんがやったように自分たちの自前で土地

を借りて、そしてやれたら。やれたんですから。それをやらんと絶対だめと思うん

ですよ。中央保育園が古なったから民営化しますじゃ、もう絶対私だめだと思いま

す。あるいはもし、今小学校も今度は増えると思うんですね、子どもが大きくなる

っちゅうことは。そしたら、中央小学校もオーバーしますよ、またすぐ。そうする

と、隣の幼稚園がありますけど、いずれあそこ使わにゃいかんごとなると思うんで

すよね、中央は。そのときのためにもやっぱりあそこで、これは案ですけど、幼保

一体型の町立のをつくるようなことせんと、小学校自体、中学校自体また増えます
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よ、さっき人口どんどん増えますって言われるんですから。そうすると、第３の中

学つくるやら小学校つくるやら前から言ってありますけど、そこをまあ先のことを

考えてしよかんと、ただで土地貸すいうこと自体が私がいつも嫌がってることなん

ですよ。もうよく前例ができたから。民営化もいいんですよ。最終的に町営をなく

すというのなら、それでもいいかもしれん。そのときには人間も全部やってしまえ

ばいいんですよ、民営に。そして、土地は残して、あれはみんなの財産なんですよ

ね。使い道がたくさんあると思うんですよ。今度の給食センターもそうでしょう

が。なかったからこそあんなとこ建てないかんとですよね、土地が。大きいとこあ

れば、別のとこに動かしてよかったですよ、残土の上に建てんでも。土地がないか

らこそ、あんなふうにいろんな苦渋の選択で廃棄しよった、最初からわかってたと

こに建てにゃいかん。だから、土地は大事にしてほしいから、私は今後つくるとき

はそんなふうで自前でやってほしいっちゅうのを私は言いたい。 

 それと、この待機児童を解決するために、この前の議会で言いましたけど、小規

模保育園、実際今まで何がだめ、かんがだめって言われるらしいんですよ。じゃあ

なくて、されるところを協力して。小回りがきくんですよ、小規模保育園っちゅう

のは。で、先生も集まるんです、逆に言うと。大きいとこは集まらんとですよ、先

生たちが。小さいとこは、その時間をうまく使われるから、先生は十分入るんです

よね。大きいとこは今部長がおっしゃったように集まらん。ただ、小規模クラスや

ったら、それとか認可外保育園は集まるんです。だから実際、部長も知ってあると

思いますが、今粕屋町に９個の認可外保育園があります。約190何名入ってます。

その中に粕屋町の在住の子どもが149名いるんですよね。粕屋町の在住の子どもで

すよ。要するに普通の認可保育園とか町立へ入ってない子どもが。そこそこのニー

ズの忚え方によって、やっぱりそれだけ集まって入ってるんですよ。それに対して

の私は補助金が毎回言うけど１万5,000円、一人年間。それと、要するに先生たち

の健康診断を受けた後の4,000何ぼ。もうそれだけで終わってるんです。これを町

立とか認可保育所に比べると何十分の１なんですよね。もう計算でできんことがあ

りますけど。ただ、大きい保育園の先生がおっしゃられるには、やっぱり保育所は

ちっちゃく小じんまりしたのが子どもに目が届きますよって。それは実際の話、私

回って初めて直接聞いた言葉なんですよ。だから、私はできれば前言った、９月に

言った認可保育所の件も、だめだめって言わんで、こうすればできますよとか、こ

うやってくださいとか言えばできるんですよね。そしたら、保母さんも来るんで

す、あそこは。そんなとこをつくっていかんと、建築費が12分の１やからとかとい

うてどんどんどんどん増やすとも、それはいいかもしれんけど、今言うように子ど

もっちゅうのはやっぱりマンツーマンが一番いいって言うけど、人が集まらんから
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大きいとこも困ってあるんです、今。だから、３歳から以上はあいてるんですよ、

あれみんな知ってあるとおり。保育所あいてるんですよ。ただ子どもが来んだけな

んです。ただゼロから２歳児だけが入れるところがないんです。だから、今国も進

めてる小規模保育を何とかやってくれんですかっちゅうて言ったのが９月議会のし

ょっぱななんです。だから、逆に言うて、だめだめって周りを防ぐんじゃなくっ

て、ここをこうしたらいいですよとか、それが私行政のあり方だと思うんですが、

どんなふうですか、部長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員、ちょっといいですか。大きな保育園は要らないという反面、また民間

でもいいとか、何かそこいらの論点がよくわかりませんが。 

 含めて、因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 この一般質問は、一問一答なんですよ。ですから、どこを答えていいかわからな

いわけですね。ですから、もう尐し、１点ずつ言っていただければ的確に答弁でき

るかと思いますけども、どんどんどんどんずれていって、どこを答えていいかわか

らないと、今受けた印象です。 

 まず、土地を無償で貸さないという。これは、当初は私が入ったすぐぐらいはわ

かば保育園、これは公設民営やったです。ですから、一切お金は払ってません。建

てることも、土地代も一切ありません。そういった中で、やはりわかばについては

公設ですから、あとメンテナンスがかかりますね。そういった中で、今後は粕屋町

で持っておけばメンテナンス料がかかりますからってことで、またそれを移管して

おります。そういった経緯があります。 

 それから、その次に先ほど言いよった12分の１っていうものを利用して建設した

大川保育所、あと青葉はるまちですね。そういったところにつきましては、法人の

ほうが１億円以上建設費を出されております。そういった中で、それとあとは県の

補助と国の補助で法人が12分の11を出しとるわけですよ。そして、粕屋町が12分の

１でよかったわけです。ですから二、三千万円ぐらいで建っておる状況でございま

す。ヴィラのぞみ園に対しましては、あそこは宅地をそのまま借りておりますの

で、あそこは借地料が発生いたしております。そして、星の子保育園につきまして

は、やはり先ほど言っておりますように12分の１でうちは済んでおりますけども、

あそこは借地料も全部払っておられます。ですから、同じ認可の保育園の中でその

システムが違うということは、今後は町といたしましてはすり合わせにゃいかんと

私は思っております。ですから、これはまだ議論はしておりませんけども、それは

やはり粕屋町の中の認可保育所でございますので、しっかりと精査させていただき
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たいと私は思っております。 

 あと、小規模保育園につきましては、やはりいいところもあるし悪いところもあ

ります。いい意見がありましたらぜひ提案していただきながら、今後保育行政に反

映させていきたいと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたしまして答

弁といたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 その件についてはさっき部長に言うて、前からずっと部長としてるんですが、ち

ょっと答弁してください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 久我議員のほうから小規模施設ですね、答弁の中でも都市部においてはかなり進

んでいるようだと。で、粕屋町におきましても１園のほうからご相談があったとい

うことは伺っております。そして、その後にまた相談に来られたかどうかってのは

確認をいたしておりませんが、言われるように相談を受けるんならば門前払いとい

うことは絶対にいたしません。当然来られれば、基準はありますので、その基準の

中でどうクリアしていけばできるのか、それが対忚できるのか、そこら辺も町は知

り得る範囲でのご指導といいますでしょうか、受けながら対忚をさせていただきた

いと思います。だめですよというのは、話も聞かんでだめですよなんていうのは全

くいたしません。それだけは伝えておきます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 今、門前払いって言われましたけども、それじゃなくて、実際に今までが何回も

来てもそんなだめですいうことを前提に言われるから、来て施設を見たこともな

い、入ったこともない、どんなふうなやり方をやるとも聞いてない。だから、さっ

き言ったように一緒になって教えてこうしたらこういいですよというのが普通のや

り方なんですよ。そこをやってくださいって言ってるんですよ。実際私も何カ月に

なりますか、そこ行ってるんですよね。だから、行政と行って教えてやればいいん

です、ここはだめだからこうやるんですよとか、ここはこうしたらいいですよと

か。だから、私に言わせれば、悪いけどやる気がないから悪いことを前に、全面的

に出さっしゃるからこげんなるんですよね。志免も今度つくりますよね。やっぱり
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できるような方向で、これだけ待機児童が出とんやから。まして、子どもが入られ

るとこないんですから。小さいとこやったら目が届くって言いようから、先生も集

まるって言いようから、小規模、それが国が進めようと思うんですよ。だから私言

うんですよ。実際行ってから見られたかどうか知らんけど、来てないって聞きまし

た。見るだけ、外観は見てあるかもしれませんけど。そして、ここはこうですよ、

ここはこうですよとか言われたとか一言もありませんっちゅうことです。だから、

今部長が言われたことは私は矛盾を感じます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 答弁が要るんですか。 

◎１１番（久我純治君） 

 よかったら返事をしてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安川住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（安川喜代昭君） 

 私は、門前払いをするというふうには考えておりません。所管しております堺課

長のほうから答弁させてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 堺こども未来課長。 

◎子ども未来課長（堺 哲弘君） 

 議員のご質問にお答えをいたします。 

 具体的な施設名が出ておりませんので、どちらの園かということは正直わかりま

せんけれども、私が子ども未来課長になりましてから、小規模保育園をしたいんだ

けどということで具体的なご相談を持ってこられたのが１園だけでございます。そ

この園につきましては、所管の係長も同行しまして園のほうにも見に行って、かな

り時間をかけてお話も伺いました。また、日を改めまして県のほうにもアポイント

をとって同行いたしまして、どういうような施設整備が必要か、どういうような要

件をクリアしたらいいかというようなお話を一緒に聞いてまいったところでござい

ます。その要件をなかなか事業者さんのほうがクリアできない、費用的な面が大き

いんですけれども、それともう一つは前の一般質問のときにもお答えいたしました

連携施設等の問題がなかなかクリアできないということで、やはり業者のほうに何

か力になっていただけないだろうかというご相談を受けております。この点につき

ましても、できる範囲で園長会等で私立の認可保育所も含めまして連携園に手を上

げていただけるところがないかとかというような打診はいたしました。そういった

調整をしておりますけれども、認可保育所等のほうからはそれは難しいということ
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でお答えをいただいております。 

 具体的に小規模をしたいというところはなかったですけれども、そういったよう

な形でもし町が例えば公立で連携施設をするとかという形で町が大きく力添えをし

てくれるんなら、それならうちも小規模をやりたいという園は複数ございました。

そういうことでございますんで、特定の園だけになかなか行政としては肩入れはで

きないので、できる範囲で力添えはしておるところでございますので、その点はご

理解をいただきたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 今連携保育のことをおっしゃいましたけど、私もこの前の議会のときに念を押し

ましたよね。認可外保育所できますかっていったら、はいっちゅうことで返事いた

だきましたよね。連携保育が隣に結局あったんですよ。しますということをちゃん

と確約とってあるんで、そこも。国は、できたら町がやってくださいというけど、

それと認可保育所にいうと結局ゼロ歳児のいいとこだけとられて、自分がその３歳

児級は受け入れられんちゅうのが本音なんですよ。それ言われました、はっきり。

いいとこだけされたら困ると。その後、自分方へ持ってきても嫌って言われまし

た、はっきり。だから、同じ認可外保育園で助け合って、同士で、できるというも

のを今課長おっしゃいましたけど、話が違いますよね。その連携保育所あるんです

よ。そこが受けますってはっきり言ってあるんですから。そして、何か認定こども

園ならだめとか何か言われましたけど、そこはまた条件が違いますよね。だから、

なぜその認可外保育所が連携保育園になったらいかんとですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 １園を対象にしてというのはなかなか答えにくかろうと思いますので、トータル

的にどうぞ。 

 堺こども未来課長。 

◎子ども未来課長（堺 哲弘君） 

 連携施設につきましては、前回の答弁で確かに認可外、いわゆる届け出さん可能

ですということでお答えをいたしました。可能といいますのが、新制度が始まりま

して連携施設がないと小規模はできませんいう制度が始まりまして、ただその経過

措置といいますか、緩和措置として５年間は連携施設がなくても可能です、もしく

は以前から連携をしてある、既にもう現に連携をしてある認可外の施設があれば、

そこが連携施設でも可能ですということになっております。これは５年間の経過措

置でございますんで、５年後には認可に上っていただくとかという形での条件を満
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たしてもらうということが前提になっております。そういう施設があればまたご相

談にも乗らせていただきたいと思いますけれども、先ほど言いましたように特定の

園だけということにはいきませんので、その場合は町で公募をするなりという形で

広く小規模施設を探す方向になるのかなというふうに思っております。 

 それと、今議員の言われました、認定こども園になったらというお話でございま

すけど、これまた同じ施設のことかはわかりませんが、私が同行して県に参りまし

たときに、こういう施設条件が要りますよ、こういう職員配置が要りますよという

いろんな条件を県と話した上で、例えばこういう条件であるのなら満たすために小

規模でなくて認可という手段はどうですかとかというような形で提案の一つとして

県のほうが話されたりとかということはあったと思います。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 今聞きよると、何かやっぱり上目線やないですかね。要するに、行ってどこがど

うですからこうしたらいいですよということはないし、たった１園やからできませ

んとか、偏ったことはできんって必ず言われますけど、１園がそれで申し込みよっ

ちゃけんいいっちゃないですか、小規模つくりたいって言うんやから。それはだめ

なんですか、やっぱり。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長はどうですか。 

◎町長（因 辰美君） 

 議員のほうから示されたら、私発言します。 

◎議長（進藤啓一君） 

 では、どうぞ。 

 久我君。 

◎１１番（久我純治君） 

 要するに、私は無認可保育園をもう尐し忚援してほしいのが本音なんですよ。だ

から、小規模保育園ができようから、そこに何とか、町でもそれでできるんですか

ら。そんな条件ばっかりつけんでも、１つずつクリアするように努力させたらいい

やないですか。そこを私言ってるんですよ。町長、どうですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 
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 内容は概略しかわかりません。そういった中で、やはり久我議員が言われている

ということはなかなか伝わっていないことかもわかりませんから、今後所管としっ

かり議論しないがら協議してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 久我議員。 

◎１１番（久我純治君） 

 もうこれ以上私も言いませんけども、とにかく無認可の保育所があっても、前言

ったように潰れたって仕方がないというような返事するんじゃなくて、やっぱり

150人も受けてある無認可保育所なんですよ。やっぱりそれがないと町はまだ増え

ますよ、それこそ待機児童が。だから、幾ら無認可やけんっちゅうて言わんで、も

う尐し背伸びしたいところは努力して助けてやってもいいじゃないかなと私は思う

んですよ。私も厚生９年やってますけど、なおさらそれ思います。だから、できる

ことは役場が加勢してやってやればいいじゃないですか。それこそ建築費も何も要

らんとですよ、あそこは。募集も自分でするんですから。何も人件費も要らんです

よ、おたくたちが。借地も自分で借りてするんですから。それこそ12分の１の金も

要らん。認可すれば、それは運営費が要るかわからんけど、それも膨大な金やない

と思うんですよ。尐しでも待機児童を減らすなら、そんなちいちゃいところでもや

っぱり役立ててほしいし、やっぱり今から先は認可したからじゃなくって、そんな

ところも活用してやっていきたいというのが私の本音です。 

 それと、これ最後になりますけど、町長に一言。 

 みんないいことばっかり言ようりますけど、体だけは用心しとってください。そ

れだけです。 

 じゃ、どうもこれで質問を終わります。 

（11番 久我純治君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 余り発言したくないんですけど、因町長に申し上げます。 

 この会議がスムーズにいくために因町長に振る場合もありますので、ご勘弁願い

たいと思います。 

 これにて暫時休憩いたします。 

（休憩 午後０時10分） 

（再開 午後１時00分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 それでは、再開いたします。 
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 13番山𦚰秀隆議員。 

（13番 山𦚰秀隆君 登壇） 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 13番山𦚰秀隆であります。通告書に従い質問いたします。 

 今回の定例議会は、因辰美町長にとりまして初の議会となります。そこで、新町

長としてこれからの粕屋町の将来をどのように描き、町のかじ取りをしていくの

か、町の行財政に目を向け、その運営を日ごろから、町長が公言していましたゼロ

ベース、いわゆる慣例や形式にとらわれない考え方でどのように判断していくのか

を聞きたいと思います。具体的にいろいろ要素を入れて質問しますけれども、具体

的に言うことによって、町長の考え方がよくわかるんではないかということで、焦

点を絞りながら質問をしてまいりますので、具体的なことで質問してまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 まず初めに、執行体制の考え方を聞きます。 

 今回上程されました人事案件に副町長の選任同意の件が提出されておりますが、

これまでどおり３部体制で副町長を１人置くという人事はこれまでと変わりません

が、これがベストだと考えるのか聞きます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 先ほどずっと一般質問の中でも答えましたとおり、私就任１カ月でございます。

そして、いろいろと問題ございまして、すり合わせがほとんどできておりません。

で、私の考えはありますが、やはり非常に語弊を思って聞かれてはちょっと悪いと

思いますから。やっぱり１期、２期の方はこういった議会運営の中で質問されると

いうことは私は一生懸命答えたいと思いますけども、山𦚰議員はもう４期目です

ね。４期目。で、私が就任して今から問われる執行部の体制、財政運営における考

え方、予算の組み方まだ１回も経験してないんですね。これで答えろというほうが

難しいと思うんです。ですから、私は１年全部やってみて、その中でどんなふうに

思われますかっていう私は聞かれ方をしたいと、私は思っております。しかしなが

ら、今一月で何ら内部もわからん中で、答えられないということが現実です。よろ

しくお願いします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 
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 よくわかります。だから、その考え方を一忚聞きたいのであって、現実にどうこ

うという話ではないんですね。だから、当然町長に立候補したわけですから、こう

いう考え方で自分はやっていきたいとか、こういうスタンスでやっていきたいと

か、そういうことが考えてあって出られたんだろう、何もわからないままに町長選

に出てきたとは私も思ってませんし、いろいろ町長に出る前からいろんな話をしな

がらこういう考え方でいくんだなという思いがあって、私もそういう感覚で接して

おりましたんで、その辺は後で考え方変わるってことは十分あり得ることであっ

て、それに対して今なったばかりだから答えられないということじゃなくて、今の

立場で結構ですので、どういうふうに考えているのか。それは当然これからいろん

なことを経験していく中で変わっていくのは当然だというふうに感じておりますの

で、そうしないとこの質問が一つもできないというようなことにもなりますし、通

告書を出してるわけですから、通告書に対してこういう質問はやめてくれというよ

うなこともありませんでしたので、当然その辺は重々町長もわかっておられたと思

って、私もこの場に立っておりますので、言いにくいでしょうが、まあその辺は私

たちも寛容はございますので、そういう気持ちで受けとめますので。今思ってるこ

とで構いませんので、できる限り答えていただきたいというふうに思っておりま

す。よろしいでしょうか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 入り口のほうだけでございますが、因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 失礼ながら、まだ私議員レベルの、議員レベルっていったら申しわけないですけ

ど、議員であるときの認識しか持っておりません。その認識の中で、町政の中でど

のように感じ取れるか、そしてどのように変革していくのか、今いい方向はしっか

りと進めていかないかんし、悪い方向では変えらにゃいかん。変えらにゃいかんっ

て、まあある程度の変革を求めらにゃいかんということがありますから、やはり今

回の一般質問につきましては、もう公言でございますので、なかなか中途半端な発

言はできないと私は思っております。ですから、１年を振り返ってどう思われます

かというふうな、もうある程度の議会運営わかっておられると思いますから、そう

いった時期が来たらしっかりとお答えしたいと思いますので、そのような形で、ど

うぞ今回は考慮していただきたいと私は思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 そしたら、答えられないとこは答えなくていいです。答えられる分だけ答えても
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らってしていただけばいいのかなと思いますんで。やっぱりある程度、皆さん考え

方を聞きたいと思うんです。新町長はどういう考えを持ってこれから将来の町づく

りしていくのかっていうことは、やっぱり知りたい部分なんで、１年間勉強します

っていう話だと１年間町政が遅れるっていう話なんで、やはりそこはボトムアップ

って町長よく言われますけど、私はトップダウンがあってもいいのかなというふう

に思いますから、その辺含めてちょっと意見を交わしながら質問してまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 今執行部体制ということでありました。今町長も言われましたように、現在の町

長の立場を考えながら内部体制を固めるというふうに昨日言われました。私もそう

だと思います。そういった意味で、副町長を経験豊かな政策部長を持ってきたとい

うのは非常によくわかる話であって、それは合点のいく話だと思うんですね。た

だ、今度空席になるんですね、政策部長が。そうすると、何人かの議員さんも九州

農場跡地の問題であるとか都市計画の問題であるとか、いろんな形で都市政策にお

ける分野が、要は次どうなるんだろうという議員は皆思ってるです。町長は、今回

現在の都市政策部長を副町長というふうに選任したいっていう同意を求めるのを上

程したわけですから、その後になる方はじゃあどうなのかな、どういう人がくるの

かな、どういう考えでここをやっぱりやっていこうと。これから大変な総合計画も

つくって、これから10年後を見据えてスタートしようというときに、そこの部分が

弱いと進んでいかないと思うんですね。だから、こういう時期に対してその後の人

材の登用によっては、もう大きくやっぱり変わってくると思うんです。そういった

意味でその人材の登用をどのように考えてあるのか、言われる範囲で構いませんの

で、よろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 現状の中で発言したいと思います。 

 これは、将来的にはまたいろいろ行政にかかわっていく中でいろいろ変わるかと

思いますけども、現段階では私は公約に書かれております九大跡地っていうものを

スムーズに進めたいということにおきまして、現部長の吉武部長を指名いたしまし

た。これはやはりスムーズに行くようにということと、役場の中のコミュニティー

関係をしっかりと持っていただいて、一つのグループになってしっかりと進んでい

きたいという観点から副町長人事をいたしました。 

 部長につきましては、また皆さんと議論しながら、私がどういう方が最適なのか

ということは知っておりませんので、今後議論していきたいと思っております。 
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 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 町長の認識も九大農場跡地がやっぱり重要な課題になってくるという認識で、今

政策部長を副町長として上げたっていうお話でしたので、認識は一致してると思う

んですね。だから、その辺の人事の登用につきまして最適任者、適材適所とよく町

長も言われてますから、適材適所である最適任者をやっぱり選択してほしいとい

う。これはもう多分議会からの要望も含めてあると思いますんで、そういう認識で

お願いしたいというふうに思っております。 

 次に、財政運営についてお聞きします。 

 粕屋町は、行財政改革大綱というのを以前つくりまして、これ多分四、亓年前に

もう改革大綱の結果というのが出て、そのときは職員数を減らすとか、そういった

ことで終わって、改革が進んだということで、その後の改革大綱どうするんですか

っていうこともありましたけど、なかなかつくられないまま来ております。 

 また、行財政運営方針というのも町にはまだ策定されてないというにお聞きしま

したんで、やはりここも明確に今後必要なんではないかなというふうに思っており

ます。 

 今回第５次総合計画が策定されてますが、それに沿った行財政運営が行われると

思います。しかし、粕屋町の10年間の取り組みは、10年後の町の姿を目指したまち

づくりであるがために、財政運営もこれまでと同じ取り組みでしかないような感覚

を覚えます。要するに、今までと変わらずに必然的に進むだけで、新たな取り組み

がないように感じます。総合計画の基本計画及び実施計画は、各課からの行政職員

の考えで積み上げられたものだと考えます。総合計画特別委員会で意見書を提出さ

せていただきましたが、新しい取り組みは削除されていました。昨日来からトップ

ダウンではなくボトムアップであるとして、職員の考えを大事にしていくと町長は

言われております。総合計画は10年間の基本構想、基本計画そして実施計画がセッ

トとなって、それに沿って町の行政、行財政運営が実施されていきます。ここには

トップダウン、いわゆる今の町長の考え方が入っていません。この辺について、今

後どういうふうにされるかをちょっとお聞きしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 今かわったばっかりでございますので、５次の政策にはほとんど間に合わなかっ
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たということが現実です。そういった中で、やはり計画は計画であって、若干私と

違う政策があれば提案しながら、尐しずつでもいいですからその方向に、もし所管

に相談して変われればそのような対忚をしたいと私は思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 新宮町が５年後の、要するに人口フレームを変更したんですね、4,600人増員し

ますと。そして、それによって総合計画を見直す議案が今議会で出てます。だか

ら、総合計画はもう決めたら変えられないというわけではなくて、変えられるとい

うことを私も認識しましたんで、今町長言われましたようにもう本当にそういう部

分があれば、やっぱり思いが違えば当然変えていくべきだなと。それはボトムアッ

プではなくて私はトップダウンだと思うんですね。だから、そういう考えもやっぱ

り尐し取り入れていく必要があるのかなというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 次に、先ほど来から福永議員の中でもございました、予算の組み方なんですが、

当然町長もなったばかりで予算の組み方につきましてはまだ経験をされてないとい

うことで答えようがないとは思いますが、例年、これは町長も議員だったのでよく

わかると思いますけど、最近は収支決算が黒字で、結構な額が次年度に繰り越され

てるというのはご存知だというふうに思ってます。こういう手法、要するにたくさ

ん予算を使って予算をとって、そして終わったときには収支がたくさん残るよう

な、こういう考え方っていうか、とり方というのがゼロベースという考え方でいく

とちょっとそぐわないのかなと。やっぱり１回ゼロに戻してと町長がよく言われ

る、要するに慣例とか形式にとらわれない考え方で予算を積み立てていくっていう

やり方というのがやっぱり求められると思うんですね。 

 聞くところによると、事業予算や助成金が半額になったというとこがちょっと最

近聞こえてきたんです。で、ここはもういきなり言われましたという感じなんです

ね。じゃあどれぐらいやってたかというと、もう５年ぐらい続けてましたとか、今

までそういう慣例でずっとそれだけいただいてましたっていう部分の中で、今回福

永議員も言われてますように、精査されたわけですね、そういう形で。行政執行部

側は当然精査した形で、これはだめだよね、これ見直さなきゃねって多分いったと

思うんですね。ただ、いきなり次年度からは半分にしますって言われて、その事業

がじゃあ立ち行くのかなというのが一つありますし、今まで計画していた当初予算

が当然そこではなくなるわけですから、その辺も含めて戸惑うと思うんですね、そ

の各種団体含めて。そういったことがやっぱり誰の責任かといったら、今までの行
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政の責任だと私は思うんです。今まで指導してこなかったゆえだと思うんですね。

だから、そこは激変緩和というのをある程度とる必要があるのかなと。いきなり半

分減らしますっていうことだと、どうしてもやっぱり理解得られないと思うんです

よ。そういった意味で、再来年後はそういうふうにしますので、そういう余裕を持

たせて緩和してやるっていうのも一つとらなきゃいけないと思うんですけど、その

辺の考えはどうでしょう。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私は、まだ小池町長のときからゼロベース考えてははいかがですかっていうこと

は私は言っておりました。ですから、私は町長でございませんでしたので、公言に

当たるかなっていうことは考えてほしい。私は議員として提案したしただけであっ

て、やりますといったことではありません。しかし、そういった考え方は持ってお

ります。 

 事業というものは、今回しっかりと12月から１月に向けて査定が始まるんじゃな

いかなと私は思っております。どのような査定をしなくてはならないかというと、

まだ未体験です。ですから、全くわかりません。ですから、職員がどれぐらいの形

で予算組みをしているかっていうことは興味深いものがあります。しかしながら、

やはりただ前年度並みに、ぽんぽんぽんぽん上げて積み上げていくという方向は、

今後は私は変えらないかんっちゃないかなという意識はあります。しかしながら、

まだ見ておりませんので、それがそういった形で積み上げておられるかどうかって

いうのは確認いたしておりません。 

 考え方といたしましては、やはり金額を決めて、総体的な収入の中で支出という

ものを決めて、その金額の中で各部でしっかりとこの中で決めていく、そういった

中でプレゼンをやりながら決めていくというような、そういった方向がやはりしっ

かりとした職員を育てるんじゃないかなと。この財源の中でどれだけの事業をやる

かっていうものをしっかり職員が把握すれば、私は能力はまだ上がると思います。

しかしながら、議員おっしゃいましたように突然半額になった、私はこれはやはり

今からの団体の補助金につきましては、効果がなければ翌年はありませんよってい

うようなやり方はやっぱり指導、徹底していかにゃいかんじゃないかなと。それ

で、また半額になる可能性もありますよと。この事業内容によって金額が決まりま

すよっていう、そういったお伝えをしていけば、私は納得されると思います。です

から、職員がそういった査定の能力というものをきっちりとわきまえながら住民に

説明していくということが私は今後は大切だろうと思っております。ですから、や
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はり最終的な、先ほど言いました教育長とか町長までに査定に来るに当たり、その

金額の中でしっかりとこの事業が優先順位をつけられて、将来の展望も兼ね備え

て、しっかりと予算組みされているかというものを私は考えていくことが職員の全

体の意識が上がる、自分たちが本当にやって、現実をしっかりと支えていかにゃい

かん、将来も見据えていかにゃいかんという、そういったプログラムをつくれると

いうことは物すごく職員にしては私は非常にやりがいのあるものであると思ってお

りますので、私は将来的には、今すぐ変えるということもやはり現状がありますか

ら難しいと思いますけども、私の考えではそういった考えを持っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 今町長から今現状すぐというのは厳しいと、だけど再来年こうなるっていうこと

は言っていく必要がある。そうやって徐々に補助金を減らすなり削減するなりをし

ていきたいというふうな言い方をされましたんで、各課これからやると思うんです

けども、そういうことを踏まえて、今町長の考えがある程度わかったと思うんで、

そういうことを重々わきまえて提案をしていただきたいというふうに、予算組みし

ていたいというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 次に、職員の配置について聞きます。 

 適材適所という言葉がまず浮かんでくるわけなんですが、町長も昨日来から適材

適所という言葉を口に出して言われております。粕屋町では、定期的に一定期間で

人事異動をしている。これは当たり前の話でありますが、私たちが思うのは、いつ

も適材適所っていう言葉が浮かんできて、本当に例えば建設金額がきちっと見積も

られているんだろうかとか、あと住民サービスのクレームも結構聞いたりしますん

で、本当に住民サービスがきちっとできてるんだろうかとかいろいろ思うわけで

す。そういったときに適材適所というのが頭に浮かぶわけなんですが、この専門性

が問われるような部署については長年の経験を必要とする場合が多くあると思うん

ですね。これまでと違った適材適所の人材の配置をどのように考えていくのかとい

うふうに聞きたいんですけど、町長もまだ、私が言うのも何ですけど、まだなった

ばかりでわからないっていうことなんで、人事評価制度というのが粕屋町にあると

いうふうに聞いておりますんで、この辺のシステム、流れというのをちょっと教え

てもらっていいですか、総務部長。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 
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 人事評価制度につきましては、人事評価規定に基づいて毎年前期と後期で評価を

行っております、半年、６カ月分でですね。それで、それぞれ直接１次評価者、２

次評価者、調整者ということで３段階、上司が部下を評価するようになっておりま

す。例えば課長であれば部長が評価して副町長、最終的には町長が調整者というこ

とでその方の評価を。最終的には点数制度になっております。そういった形で人事

評価を行っております。 

 そして、育成指導評価と申しまして、人事評価が極端に悪い場合には、その方に

ついての特別な評価期間を設けて、給料に影響するような規定もございますので、

その辺はございますけれども、今のところ適用はございません。そういった形で職

員それぞれを評価しております。 

 先ほどおっしゃいました適材適所という面におきましては、人事評価よりもむし

ろ職員調書ということで、本人が希望する、本人が自分の能力に基づいて希望する

課、そういう部署を選ぶ希望はとっております。ただし、極端に偏ったところばか

りに希望が多いということもございますので、必ずしも希望はかなえられておりま

せんけれども、できる限りそういった人事異動の場合にはそういった面も考慮して

おるところでございます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 職員の自己評価というのはあるんですかね。それはどのように判断されて活用さ

れてるんですかね。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 済みません、まず最初は人事評価の段階で最初に自己評価を職員がそれぞれ行い

ます。それにつきまして１次評価者、一般職員であれば係長が１次評価者になっ

て、それから課長、部長というような形で３段階、上司が評価する形で。まず、自

己評価は本人の評価でございますので、必ずしも上司が判断するときに、それは参

考にいたしますけれども、自己評価と上司の評価が全く食い違う場合もございます

し、ほぼ一致する場合もございますけれども、自己評価はまず第１段階で行ってお

ります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 
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 希望してるところに人間がいってるというのが大方そうだろうというに、今聞い

てて思いました。基本的に人事の職員の配置っていうのは、本人が希望しようが希

望しまいがそこにあった人っていうのを上司が見つけて配置していくっていうのが

本来そうじゃないかなと思うし、そこに長年、下手したら居続けるかもしれないん

ですよね。そこに適材適所で、そこがあれば当然そこに長くいても僕は構わないと

思います。何か定期的に変えなきゃいけないみたいなものにとらわれて変えてしま

ってるようなその人事の配置がちょっとあるのかなって感じたりするときがあるの

で、そういうことも含めて、町長、考えてこれからいっていただきたいと思います

けど、何か。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 先ほどから皆さん職員の数が尐ないといった形で言われておりますけど、やはり

今そういった国のほうからの指示でございますので、そういった中でしっかりやっ

ていかないかんと。そういった中で一番大事なことは、尐数精鋭でしっかりとどれ

だけやれるのかっていうのが住民の満足を与えるものであると思っておりますの

で、やはり長年その事業畑であれば事業で育てていく、しかしながらやはりずっと

固定するわけにはいかんと思うんですよね。そういった中で、長くおる中で次の育

成をしっかりとやってバトンタッチをしていくというようなやり方も一つの手段で

あろうと思っております。ですから、固定することは若干難しいかと思いますけど

も、次がきちっと育った後でかえるというような方向で私は考えて今のところ思っ

ております。 

 それともう一つ、予算につきましては、先ほど私が言われたとおりしなさいって

いうことではございますが、今年はもう出ておりますので、急にまたかえられない

と私は思っております。私は、来年に向けてしっかりとそういった認識で取り組ん

でいただきたいといった形で伝えておりますので、今回は今回で一回しっかり今ま

でのやり方を見させていただきたいと思います。それで本当に私がこれじゃあいか

んよねと思うのであれば来年しっかりと変えていただきたいという、１年かけてそ

ういった認識を深めながら職員の意識徹底をやりたいと私は思っております。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 先ほどの質問に戻ったんで、ちょっと私も戻らせていただきたいんですけど、今
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出てきたものをもうその受け入れるっていう発想ですね。そうすると、私が言った

ように立ち行かなくなる事業もあると思います。困るところもあると思います。そ

ういった方たちの激変緩和というのは考えられないですかということを言ったら、

来年度からそういう形、今はそうはできないから、来年度からそういう形に持って

いくように、今回はそういうことを加味しながらやっていこうねっていうふうに私

は聞こえたんですが、今の話だともう今回は勘弁してくれ、もうこれで下から上が

ってきてもこれでやるからと。そしたら、立ち行かなくなった事業というのを今度

もとに戻そうとしても、せっかく何年もかかって積み上げたものが全部崩れてしま

ってまた一から始めなきゃいけないということにもなりかねないんですね。そうし

たのは誰かっていったら、実は行政なんです。ほたっといたからだめなんです。だ

から、やっぱりその責任も行政側にも尐しあると思うんです。そういうことを加味

して、150にするところを75ぐらいにしようよとか、そういう発想がないのかなと

いうことをちょっと言いたいんですけど、その件についてもう一回。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 それは、今までの事業でございますので、一気に予測もなくカットするというこ

とは難しいかと思います。しかしながら、職員はやはり前の年から、前年度からそ

ういった方向性というのは伝えるべきだと思っておりますので、そういったに指導

をしていきたいと思います。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 ありがとうございます。 

 では次に、公共施設の管理運営につきまして聞きます。 

 町が管理運営する公共施設は、庁舎を初めフォーラム、サンレイク、ドーム、福

祉センター、健康センター、学校、体育館等々ありますが、中でも民間委託で管理

運営をしているフォーラム、サンレイクやドームなどは定年退職者の元職員を館長

として再雇用しております。このことが悪いというわけではありませんが、再雇用

による給与として現役時代の６割相当が支払われているようであります。５割かも

しれません。現役の仕事と比べるとその責任の度合いも尐なく、一般の給与と比べ

ると優遇されているように思います。 

 現在サンレイクの敶地に（仮称）こども館が建設されていますが、ここにも館長
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として元職員が配置されるのではと考えていましたが、昨日の町長の答弁でサンレ

イクとこども館の館長は公募すると言われましたので、今後ドームやフォーラムの

館長は公募ということになるのか、まず聞きたいというふうに思います。 

 また、職員の年金支給までのあいた期間を町が働きの場を提供するシステムであ

ったというふうに今までは思っておりましたが、この定年退職者、職員の定年退職

者の雇用の場をこれからどのように考えるか、この２点について聞きます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 これは後ドームとそれから図書館、その２つにつきましては、本人たちの希望は

もう一年あります。ですから、その１年の中で私は判断していきたいと思っており

ます。基本的には、私は再任用にしても、やはり職員はしっかりとそこで自分がプ

レゼンをやって館長になっていくというような考え方のほうが私は平等ではないか

なと。そこでもし任用できなかった場合は、役場の中でその能力をいかに生かして

いただけるかということを考えていかにゃいかんと私は思っておりますので、やは

り一つの武器といいますか、戦力でございますので、軽々にあれするんじゃなく

て、今までの行政知識をしっかり出していただけるというところにお願いをしてま

いりたいと私は思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 これで退職される方も安心して退職できるんではないかなというふうに思いま

す。 

 ちまたでは自動車大手のホンダが65歳定年ということを打ち出しましたし、ほか

の自動車の企業さんもやっぱりそれに追従していくんではないかというふうに言わ

れてます。ただ、町の場合は多分人事院勧告、国によるもんだろうと思いますん

で、国が変われば当然町も65歳定年というふうになっていくのかなというふうには

思いますが、いずれにしても力強い町長の発言でございましたので、よかったかな

というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、町が抱える幾つかの町有地があります。中には旧庁舎など１等地にあるも

のもあります。これから国が推し進める人口減尐社会に向けた取り組みで、誰もが

活躍できる１億総活躍社会に向けた地方創生が言われておりますが、これからの住

民サービスが減尐する中で税収をどのように賄っていくのか、その施策が大事にな

ってまいります。ただ処分をするのではなく、そこに公共の施設と企業を融合さ
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せ、民間からの収入で維持管理していくような取り組みが求められております。ま

た、使われていない里道や水路など、積極的に隣接者に売却していくことも必要で

あろうかと思います。この町が抱える町有地の問題について、その考えを聞きたい

と思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 一番わかりやすいのが図書館の横の駐車場であると思います。私たちも議員のと

きにはなかなか行政がうんと言わなかった。しかしながら、何回も言う中で実行さ

れたら今では収入が1,000万円ということになっております。これは、やはり非常

に助かる事業であると思います。でございますから、やはり旧庁舎跡地っていうも

のも非常に便利なとこにあると思いますので、これはこれなりに今後どのように考

えていくかわかりませんけども、いい案があればそういったことを活用していきた

いと私は思っております。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 もう一点、里道、水路の件。 

◎議長（進藤啓一君） 

 はい、どうぞ。 

◎町長（因 辰美君） 

 里道と水路については、あれは国のことであろうと思います。しかしながら、そ

れは地方自治体で売却していいというような、そういったものはあると私も知って

おります。しかしながら、横がどうにか要望せんと、買ってくださいというわけに

はいきませんので、そういったきっかけがあれば、ぜひここまで買いませんかって

いうような、それはやっていくべきだと私は思っております。安易にすき間をつく

りますと、草が生えたり、いろいろな管理に支障がきますので、やはりそういった

場所はつくらないほうがいいと私は思っておりますので、担当者につきましてはし

っかりとそういった、その地権者の横の方にもいいことでございますので、やはり

進めるべきだと私も考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 そうですね、私はその、もう使われてないというか、その隣接者がもう使ってる

んですね、自分とこの土地のように。だから、当然もうそこは当たり前に売るんじ

ゃなくてもいいので、できたらもう売って、安いお金でも売って固定資産税をかけ
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ていくようなシステムにつくっていけば。将来的には多分里道、そこの住んでいる

方がいらっしゃる限りは何の役にも立たないというふうに思いますんで、その辺は

積極的にやっていただきたいなと思います。 

 それで、この民地に入り込んだ水路や里道の面積などは把握してあるのか、ちょ

っとお伺いしたいんですけど。どこが答えますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 詳細なことは、所管に答えさせていただきます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 吉武都市政策部長。 

◎都市政策部長（吉武信一君） 

 現状の、今おっしゃられた家のもう既に使ってある土地とか、そういうのをちょ

っとまだ把握してませんので、もう一度現地とか確認しとって出したいと思いま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 町長の言葉にも、積極的にやっぱり売っていくっていうようなお話でもございま

したんで、それを掌握して、どれだけの税収が上がるかも計算できると思いますん

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、第三セクターとして土地公社があります。現在ふれあい広場用地のみを保

有しており、毎年数十万円が借入利子として上乗せされ、毎年その金額を含め元本

を借りかえをしております。解散のためのふれあい広場の土地の処分は、これまで

何度となく考えられてきましたが、売却には至りませんでした。しかしながら、土

地開発公社の存続は九州大学農場の移転をきっかけに、土地の購入をあっせんする

可能性があり、その役割が大いにあるため、その動向が気になります。土地開発公

社の今後をどのように考えるかを聞かせていただきたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 土地開発公社は、私は何カ月ぐらいしか理事になっておりません。ですから、概

略はわかりますが方向性はほとんど認識しておりませんので、よろしかったら担当

者のほうで答弁させていただきたいと思います。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 土地開発公社についてお答えいたします。 

 長年懸案事項となってきました保有土地を処分するため、平成23年から土地活用

事業に着手し、福岡東環状線等道路代替地及びスポーツ広場用地の売却処分を行っ

たところでございます。結果、約９億円の簿価割れが発生いたしましたが、平成

24年度に４億円、平成25年度に２億円、平成27年度に２億円を町の会計より補助

し、現在約9,300万円の負債が残っております。今後は残された負債の解消と自然

ふれあい広場用地の買い戻し、これが約１億4,000万円でございますが、これを行

う必要がございます。また、買い戻し完了後には、この粕屋町土地開発公社の存続

に関する判断を理事会のほうで行っていくようにしていただきたいと考えておりま

す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 今後、町長も何回も答弁してますけど、マスタープランの変更を含め九州大学農

場跡地対策として粕屋町の土地利用計画が優先されるという話だったんで、この九

大農場跡地の区画をやっぱりある程度町で買う必要があるのではないかなというふ

うに自分としては思ってるんですね。そういった意味で、土地開発公社はやっぱり

存続していく必要が今後残されてるのかなと思いますんで。ただ、あそこを売りま

した、処分しましたから土地開発公社が解散というわけではなくて、私は今後そう

いった課題が残るので、やっぱりこれは存続していく必要があるのかなというのを

ちょっと申し添えておきたいなというふうに思います。 

 次に、入札の考え方を聞きます。 

 現在、公共工事に関する工事請負契約に関して一般競争入札や指名競争入札が行

われており、最近問題となっていることが落札率の問題であります。近年粕屋町の

落札率は100％に近い落札率であり、その理由を建築資材の高騰や人材不足による

労務単価の引き上げとしております。今回福岡県建設労働組合から公契約条例の制

定をお願いする陳情がなされていますが、これは労務単価を積算し、それを自治体

が管理し、万が一違法が認められる場合は請負業者を強制執行できる条例の制定の

話であります。このことは、公共工事の積算基準が上がり、建築工事費のアップに

つながります。コスト削減を目的とした入札制度が、さまざまな状況から変化して

おります。このような状況をどのように考えておられるか、お聞きしたいと思いま
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す。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 入札価格というものは、町がこれで入札をしていただきたいという価格でござい

ますから、あらゆる角度から調べて価格を決めていると私は思っております。 

 そういった中で、逆に80とか90とかっていうものにつきましては、落ちることに

よりまして、先ほど言われました公会計の関係で、やはり下請のほうが削られると

いう方向性もありますので、そういったことは総合的に考えていかなければならな

いと私は思っております。しかしながら、ただ落札率が低ければいいという問題で

もないし、欠陥っていいますか、そういった問題が起こる工事になりやすいという

ことがありますので、私はできるだけ粕屋町では行政が組んだ価格で落としていた

だいて、しっかりと末端までのそういったかかわられている方までの人件費あたり

をしっかりと払っていただいて、よりよい工事をやっていただきたいと私は基本的

には思っております。ですから、落札率が高いんじゃないかとかどうとかあります

けども、きちっとこの価格であれば正当であるというような価格を出しておると私

は思っております。 

 そういった中で、今よく現状聞きますと、やはり水道の関係とか落としていただ

いておりますけども、もう地元業者が４社ぐらいしかございません。そういった中

で、年間全部割り当てて日夜管理していただいております。それと、土木業者もも

う６軒になって、いざ災害になるときに復旧も、いざ忚援してくれるときにその業

者がいなくなるという方向もありますので、やはり地元業者をしっかりと支えなが

らしっかりと経営がされていくというふうな方向で私は入札は考えております。し

かしながら、現実は若干違うかもわかりませんけども、これが私の考えであって役

場の考えではないかもわかりません。しかしながら、私はそういった私の意見で私

は今述べておりますので、これはやはり今後検討すべきだなと私、庁舎内でです

ね。そういった中で議会も判断していただきたいと私は思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 昨日ですか、対前月比なのか、対前年ですね、会社の倒産件数が前年比プラスに

なったという話がありまして、どこが多かったかといったら建設業で、何が原因だ

ったかというと人件費の高騰なんですね。今町長言われましたように、これからそ

ういう人件費が高騰することによって非常にやっていられないと、企業がという話
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もやっぱり聞きますし、当然入札見積もりの中に労務単価を引き上げるということ

を国は指示しておりますので、やっぱりそういったきちっとした見積もりができる

専門職っていうのが私必要なんじゃないかなというふうに思っておりますんで、先

ほど来町長も定年退職した人材を再雇用していきたいという話でございましたん

で、そういった経験豊かな人材をあそこに入れて、やっぱり入札見積もりを適正、

的確にできるような人材の登用が必要なんではないかなというふうに今回思いまし

たんで、町長もそういう考えでいらっしゃるってことで安心をいたしました。 

 時間が押し迫っておりまして、企業会計は、これは飛ばさせていただいて。町長

もまだここは触れられたくないということなんで、その他のもろもろということ

で、ちょっと。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ちょっと、その他もろもろというのは幾つかに絞ってしてください。答弁のほう

も長々と。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 次がありますんで、次が30分ぐらいかかるんじゃないかってちょっと自分でも思

ってましたんで、ちょっと走らせていただきます。 

 因辰美町長は、議会議員として３期務められ町長になりました。当然に議会のこ

とはよくわかっていると思います。私たち議員は、町長の執行権に対してそれを監

視するチェック機能を有しておりますが、議会と町が余り緊密になることを好んで

いません。つかず離れずの距離感でお互い進んでいくことが大事だと諸先輩によく

言われました。また、議会への早い報告や説明責任を果たすことを願ってまいりま

した。このことは因町長もよく理解のできることだというふうに思っております。

議長も含めて同じようなものだというふうに感じております。議会や議員とどれぐ

らいの距離感を持ってこれからやっていくのかを、考えがあれば教えてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私は、この給食センターの件、表面化いたしましていろいろ協議いたしました

が、この議会の中で検討していこうといった形で言われましたが、私はそういった

時間はないと。気づけばしっかりと一番早い方法でどのように情報開示するか、そ

して議会と議論をしていくかというものが、やはりいい方向に向けての解決策では

ないかなと私は思っております。ですから、ちょうど１週間目になったかと思いま

すけども、議運の終了後総務委員会を開かせていただいて、その昼から全員協議

会。私はいち早く、やはり今までも私たちが情報が遅かったので、やはりそういっ
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たことは議会の混乱を招くという思いが私はもう自分自身しみじみと感じておりま

すので、私は今回いち早く議会に報告して、後の対策を出していただいたわけでご

ざいます。ですから、これからもそのような対忚をしてまいりたいと思います。そ

して、議会の方向性もしっかりと聞かせていただきながら判断していかなければな

らないと思っておりますので、どうぞ皆さんも忌憚ない前向きな意見で対忚してい

ただければと思います。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 距離感ということなんで、ある程度は節操を持ってやっていただきたいなという

ふうに申しておきたいと思います。 

 それと、町長に最後、もう時間がないんで飛ばさせていただきますが、総合計画

と総合戦略っていうのを今つくっておりまして策定している段階だというふうに思

います。その中で町の考えは、基本的には総合戦略イコール総合計画なんですね。

だから、総合計画の中から急いでいるものとか優先制のあるものを取り出して、そ

れを総合戦略としてやっていこうというふうなスタンスではあるんですけど、私た

ちから見たらそれは同じもんやないっていうふうに思うんですね。だけど、５年後

の総合戦略と10年後の総合計画というのは、方向性というか、やり方が違うと思う

んです、気の入れ方がね。だから、そういった意味で違うと思うんですが、取り組

み方が全く違うと思うんですね。それでも、そこは町長もわかってらっしゃると思

うんで、以前から私はこの件について総合戦略５年後どうするんですか、どういう

目標立てるって、５万人いきましょうよというふうなことを前回私、前町長にも聞

いたと思うんですけど、同じ質問を。５年後、市政を目指しますかということを因

町長にお尋ねしたいと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 私は九大跡地の関係で、私は10万人を目指したいと思っております。ですから、

５万人ではなくて、それはもう自然増の５万人ではなく、しっかりとして近隣と議

論しながら私はやっていきたいと思います。 

 しかしながら、こういった発言っていうのは、やはり場所とか時期とか町とか地

域、そういったものを確定すれば、やはりそこの行政のほうに迷惑かかりますので

発言は控えさせていただきますが、やはり今後の粕屋町の将来を考えると、最低で
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も10万規模ぐらいの形でやっていかないと私は将来大きな夢を描けないというよう

な気持ちでおりますので、これが３年後、４年後、５年後、それはわかりません。

しかし、できる限り早くできればと私は考えております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 ということは、市政を目指すという考え方は変わらない、同じってことでよろし

いですね。今言われてる意味は、例えば10年後粕屋町は総合計画では５万

2,000人、その２年後には市政ができるわけですね。それをやるのか、町長は、じ

ゃ５万人じゃだめだよと、10万人じゃないといけないからというようになると、そ

の10年後を５万2,000いってても町政のままいきますよっていう話なのか。両方と

もとれるわけですね。だから、10万人が先にあったらそっちになるのか、それは遠

い遠い話であって、スピード感も何もなくて、ただ今まで人口フレームをちゃんと

見ててそうなるからそうなっていくみたいな発想じゃ、これはいかんと思うんです

よね。だから、やっぱりそこはトップダウンで町長の思い、こういうふうにもうや

っていくっていう決意を示していただかないと、これから私たちがどういうふうな

方向に向かっていくんだという立場になったときに、そこが見えないとどうしても

力の入れようがなくなるんですね。どこにじゃあ手を打っていこうかと。例えば町

長が５年後５万人にするでっていったら、おお、市になるぜって。市になっていく

ためにはじゃあどうしようかっていう発想がこっちには出てくるわけですね。だけ

ど、町長が曖昧だと、私たちもどうなるわからないようじゃ力の入れ方が全く違っ

てくると思いますんで、その辺ちょっとどうですか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 因町長。 

◎町長（因 辰美君） 

 るる今まで説明したかと思いますけども、やはり行政のネーミングというものは

ブランド力になるといった形で言っていたと思います。ですから、やはりそういっ

たものにつきましては市政を敶くのが私はいいんではないかなと私は思っておりま

す。それと、ただ合併ありきではないっていうことも言っております。これはやは

り協議会あたりを開きながら、設立しながら将来の構想をしっかりと練って、それ

がもし皆さんがオーケーであればやはり住民に開示しなければならないと。その先

に、みんながああ、いいですねということになればやはり合併の方向に向かないか

ん。しかしながら、その議論の中でどうしても粕屋町が悪くなるということになれ

ば、やはりするべきではないという判断は持っております。ですから、私はまず一
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番に協議をせないかんと。任意協議会になるのか法定協議会なるのか、それはちょ

っと私はわかりませんけども、それは相手があることでございますので、やはりそ

ういった分につきましてはしっかりと相手と協議してまいりたいと思います。そう

いった関係から、私は粕屋町がさらに発展するような議論をしていきたいというふ

うに思っておりますので、それは時期は本当にわかりません。そういった方向でや

はりブランド力があるような町にしていきたい。それはやはり市政に向かうという

ふうな形なるかと思います。しかしながら、やはり行政の今までの経緯もあるかと

思いますので、私はしっかりと職員とも話しながら、議論しながら進めてまいりた

いと。そして、やっぱり一番大切なのは議会に認めてもらうことということが一番

重要でございますので、そのときはその時期になりましたらしっかりと提案させて

いただきますので、前向きな協議をよろしくお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 市政に向かうことは同じというふうに受けとめました。ですので、私たちも市政

に向けた取り組みをこれから提案をしていきたいと思うし、そういった方向になる

ように活動をしていきたいというふうに決意をいたします。 

 今回、新町長の行財政運営の考え方を聞きました。若い世代は新しいものを期待

しています。住みよいまちづくり、住んでよかった、住み続けたいと思う、そうい

う思いを若者は持ってるというふうに思っておりますんで、町長はよく夢のあるお

話をしますんで、期待感が強いと思いますので、しっかりと町民の期待に忚える、

若き活力あるリーダーであってほしいというふうに願って、期待をしまして、次の

質問に入ります。 

 あと７分でマイナンバー制度を説明をしていきたいと思いますが、執行部よろし

くお願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 マイナンバー、どなたですか。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 来年１月から日本に住む一人一人に12桁の番号が割り振られ、マイナンバー制度

が始まります。マイナンバー制度は、平成25年５月に成立した行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律によるものであります。マイ

ナンバー制度がどんな仕組みで、私たちの暮らしがどう変わるのか、そして安心し

て使うために気をつけることは何かなど、町民の皆さんが思っている疑問や不安を

解消するための説明を求めます。 
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◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 まず、マイナンバー制度ですが、税に関しましては確定申告書や調書等に、災害

対策におきましては被災者台帳の作成や被災者生活支援金に関する事務に、利用範

囲が広い社会保障分野におきましては年金に関して被保険者の資格取得、確認、給

付を受ける際の手続、労働関連では雇用保険等の資格取得、確認、給付を受ける場

合やハローワーク等の事務に、さらに福祉医療におきましては医療保険の給付の請

求や生活保護の実施などで利用が予定されております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 次に、安心して使うためにはどうすればよいのか教えてください。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 今通知カードのほうを送付しておりますけれども、通知カードを受け取られまし

たらきちんと保管していただきたいと思っております。それから、税や社会保障な

ど手続で必要な場合にだけマイナンバーを書いていただく、それから番号をむやみ

に人に教えていただかないようにということで注意していただきたいと思っており

ます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 次に、この制度のメリットについて聞きます。 

 2017年１月以降、省庁や国の関係機関のシステムで、そして同年７月には地方自

治体のシステムでも連携が始まる予定であります。どのようなメリットが受けられ

るようになりますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 大きく３つございます。 

 まず、公平公正な社会の実現ということで、マイナンバーを使えば複数の仕事を

持つ人の所得や家族全体の収入を把握しやすくなります。このため、所得の過尐申
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告や生活保護の不正受給などの防止につながり、本当に困っている人へのきめ細か

な支援もできるとしております。 

 また、行政の効率化が図れます。これまでそれぞれの機関が持っていた情報をマ

イナンバーと結びつけて管理することでお互いに照会しやすくなり、事務負担が軽

減されます。 

 それから、手続の簡素化が図られます。私たちサービスを受ける側にとっても手

続の簡素化というメリットがございまして、例えば児童手当の手続を行う際、これ

まで自分で事前に取り寄せる必要があった所得証明書が要らなくなります。さらに

将来的に年金記録とマイナンバー等を結びつけて管理されれば、いわゆる消えた年

金問題のようなことが起こらなくなります。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 マイナンバー制度は、まず社会保障と税、災害対策の３つの分野を中心に利用が

始まるということであります。この３分野の手続で2016年１月から自治体や勤務先

の会社、それに証券会社などにマイナンバーを届けることになりますが、注意する

点はありますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 制度のスタート後は、これまでの書類にマイナンバーの欄が設けられるので、そ

こに記入することになります。また、届け出た際には必ず本人確認という手続が行

われます。これは他人による成り済ましを防ぐための仕組みで、本人実在性、身元

確認と通知カードか個人番号カードでマイナンバーの確認が求められます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 今のこのマイナンバー制度導入によって、ちょうど時期的に組長さんの支払いが

発生すると思うんですけど、ここにマイナンバー制度を書いて提出してくださいっ

ていうのがあるんですね。通知カードが今行ってる状況なので、当然その番号には

書いて免許証の添付をお願いしますというふうなことが書いてあるみたいなんです

ね。あれこそ区長会であったんですけど、これって本人確認って今言われましたけ

ど、これその免許証のコピーを送付するだけでもいいんですか。 

◎議長（進藤啓一君） 
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 安河内総務部長。 

◎総務部長（安河内強士君） 

 具体的なことで明確な回答がちょっとわからないんですけど、本人確認というこ

とですので、通知カードの番号と本人を証明するためにはその顔写真が必要という

ことでの確認だろうと思いますので、その写しを送付しただけでは難しいのではな

いかと思います。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 その辺もちょっとあったんで、その辺が町はどういう取り組みをされるのかなと

いうのが、現場と今部長が言われるのはどうなってるんだろうかというのがちょっ

とあるんで、答えられますか。 

◎議長（進藤啓一君） 

 石川総務課長。 

◎総務課長（石川和久君） 

 山𦚰議員のご質問にお答えいたします。 

 区長さんに対しては、そのマイナンバーの通知カードと郵送による場合は免許

証、顔写真入りの本人の確認ができるものをコピーしたものを入れていただいて郵

送していただければ法的に問題はないと思っております。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 個人情報があって、免許証には戸籍も入ってるんですね。入ってない、今は。今

は入ってないですかね。それはじゃあもう返さないでそのまま引き取って処分する

という。要するに免許証等を送ってくるわけでしょ、一緒に。それは後で返すんで

すか。返さないでそのまま、処分。 

◎議長（進藤啓一君） 

 石川総務課長。 

◎総務課長（石川和久君） 

 送っていただきました個人情報、そういった免許証等の写しにつきましては、そ

の使用が必要なまでは役所のほうで厳重に管理いたしまして、必要がなくなれば処

分させていただきます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 山𦚰議員。 
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◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 時間になりましたんで、非常に心もとないんですが、これ以上発言ができませ

ん。まだ相当残っておるんですけど、本当は時間をとってやろうと思ったんですけ

ど、町長が自分は考えはないと言いながらいっぱいしゃべられましたんで、時間が

大分取られてしまいましたので、次回機会があったらやっていきたいというふうに

思ってますんで、ちょっとご迷惑かけますけど、ちょっとお時間がないということ

でご勘弁をしていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

（13番 山𦚰秀隆君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいま山𦚰議員からマイナンバー制度の質問がございました。町の担当はどこ

ですか、マイナンバー制度の担当は。どこです、正式な担当はどこですか。 

◎経営政策課長（山本浩君） 

 事務局としては経営政策課です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ということらしいです。 

 これにて２日間にわたりました一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午後２時02分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（進藤啓一君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 13番山𦚰秀隆議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 動議を提出いたします。 

 ただいま問題となっております学校給食調理場建設について、全員の委員で構成

する学校給食調理場建設特別委員会を設置し、これに付託して審査することを望み

ます。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいま山𦚰秀隆議員から動議が提出されました。この動議は、成立するために

は他に１名以上の賛成者が必要であります。この動議に賛成の方の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

◎議長（進藤啓一君） 

 結構です。 

 所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 

 本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることについて採決いたします。 

 この採決は押しボタンによって行います。本動議を日程に追加し、直ちに議題と

することに賛成の議員は賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、動議を日程に追加し、直ちに議題とすることは可

決されました。 

◎議長（進藤啓一君） 

 追加日程第１、学校給食調理場建設特別委員会設置の動議についてを議題といた

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 山𦚰秀隆議員。 

◎１３番（山𦚰秀隆君） 

 ＰＦＩ方式による学校給食調理場建設は、総務常任会で付託され、全員協議会で
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協議した後、現在の場所に建築することが決定されました。しかし、基礎工事に着

手する中で、建築現場の土壌から特定廃棄物の指定を受けたごみを処理する必要が

生じ、8,000万円という高額な費用が町の負担となることが判明したため、工場を

一時中断する対忚を町はとられました。今後の町の対忚によっては、これからの学

校給食センターのあり方を早急に議会で審議する必要があります。本来総務常任委

員会所管でありますが、今までの経緯を考えると全員の議員での審議がよいと考

え、提案いたします。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいまの説明に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本動議に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、本動議に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議員全員の委員で構成する学校給食調理場建設特別委員会設置について

の動議を採決いたします。 

 この採決は押しボタンによって行います。 

 念のため申し上げます。賛成ボタンを押されない方は反対とみなします。本動議

に賛成の議員は賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、議員全員の委員で構成する学校給食調理場建設特

別委員会設置の動議は可決されました。 

◎議長（進藤啓一君） 

 粕屋町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 
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 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 粕屋町選挙管理委員会委員には梅元孝雄さん、案浦淳一さん、藤野 剛さん、藤

 正実さん、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長が指名いたしました方を粕屋町選挙管理委員会委員の当選人に定め

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました梅元孝雄さん、案浦

淳一さん、藤野 剛さん、藤 正実さん、以上の方が粕屋町選挙管理委員会委員に

当選されました。 

 粕屋町選挙管理委員会補充員には、西村久子さん、伴 重隆さん、城 信二さ

ん、山本里美さん、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長が指名いたしました方を粕屋町選挙管理委員会補充員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました西村久子さん、伴 

重隆さん、城 信二さん、山本里美さん、以上の方が粕屋町選挙管理委員会補充員

に当選されました。 

 次に、補充の順序についてお諮りいたします。 

 補充の順序はただいま議長が指名しました順序にいたしたいと思います。これに
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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、補充の順序はただいま議長が指名した順序に決

定いたしました。 

 継続審査分の議案第48号粕屋町男女共同参画推進条例の制定について。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 山𦚰総務常任委員会委員長。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 登壇） 

◎総務常任委員長（山𦚰秀隆君） 

 改めまして、おはようございます。 

 それでは、総務部協働のまちづくり課所管であります議案第48号粕屋町男女共同

参画推進条例の制定について、付託を受けました総務常任委員会の審議の経過と結

果についてご報告いたします。 

 本議案は、本年３月に策定された粕屋町男女共同参画計画を実行していくに当た

り、町における男女共同参画社会形成に関する基本理念を定め、取り組みを総合的

かつ計画的に推進することを目的として９月議会に提案されたものでありました

が、継続審査となっていたものであります。審議時間が尐ないことや相談窓口業務

が不明確だったことが主に上げられ、修正することが望ましいとなっていたため、

今回当委員会で審議し修正をいたしました。主な修正点は、条例の対象者に自治組

織を加え、自治組織の責務を明確にし、教育に関する基本理念が弱いため教育に関

する記述を追加し、広報啓発に関して表現を強化いたしました。また、苦情及び相

談への対忚を充実させるため、章として独立させ、相談窓口の設置を条文化いたし

ました。そして、実効性ある条例とするため、雑則に規則の制定に議会のかかわり

を持たせました。 

 当委員会で慎重に審議いたしました結果、全員の賛成をもって修正案を可決すべ

きと決しましたことをご報告いたします。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいま委員長から報告がありましたように、本案にはお手元に配付のとおり修

正案が提出されております。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（声なし） 
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◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより議案第48号修正案の討論に入ります。 

 まず、修正案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、修正案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第48号修正案を採決いたします。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、議案第48号修正案は可決いたしました。 

 何か。 

 その都度、賛成のときは手を挙げてください。後からの場合は、追加なかなか認

めにくうございますから。 

 次に、修正議決した部分を除く原案の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言をします。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第48号原案を採決いたします。 

 本案に対する総務常任委員会委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 
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 全員賛成であります。よって、議案第48号は可決いたしました。 

 議案第69号副町長の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 本件につきましては、地方自治法第117条の規定を準用し、吉武信一都市政策部

長の退出を求めます。 

 討論を省略し、これより議案第69号を採決いたします。 

 この採決は押しボタンによって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の議員は賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 表決の結果は在室者全員賛成であります。よって、議案第69号は原案のとおり同

意することに決定されました。 

 ここで、粕屋町議会先例事項により、新しく副町長に選任されました吉武信一氏

にご挨拶をお願いしたいと存じますので、入室を求めます。 

 ただいま新しく副町長に選任されました吉武信一氏にご挨拶をお願いいたしま

す。 

◎副町長（吉武信一氏） 

 おはようございます。選任の同意をただいまいただきました吉武でございます。

議員の皆様、どうもありがとうございました。 

 粕屋町を発展させる新しい粕屋町を目指す因辰美町長の熱い思いを実現するため

に、その支えとなるように、微力ではございますが誠心誠意努めていく所存でござ

います。議員の皆様にはご指導、ご鞭撻、心よりお願い申し上げましてお礼の言葉

とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 席につきましては、まだ委嘱書申しましょうか、委任状と申しましょうか、交付

なされておりませんので、今のままで進めさせていただきたいと思います。 

 議案第70号第５次粕屋町総合計画基本計画の策定についてを議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 山𦚰総合計画特別委員会委員長。 

（総合計画特別委員会委員長 山𦚰秀隆君 登壇） 

◎総合計画特別委員会委員長（山𦚰秀隆君） 

 続きまして、議案第70号第５次粕屋町総合計画基本計画の策定について、付託を

受けました総合計画特別委員会の審議の経過と結果につきましてご報告いたしま

す。 
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 審議の経過につきましては、全員による審議であるため、結果のみを報告させて

いただきます。 

 平成28年より平成37年までの10年間の町の方針を示した第５次総合計画の基本構

想を受け、前期５年の基本計画が策定されました。しかし、修正する必要が生じた

ため、第５次総合計画基本計画の一部を次のように修正することになりました。 

 基本目標、１－３－（１）子どもたちの生きる力を育む教育の推進における推進

施策の展開。①確かな学力・豊かな心・健やかな体を育む教育の充実の施策の概要

に「経済的理由によって就学困難な家庭に対する就学援助の拡充を図ります。」を

追加いたします。 

 当特別委員会で慎重に審議した結果、以上のように修正し可決することを全員の

賛成をもって決しましたことをご報告いたします。 

（総合計画特別委員会委員長 山𦚰秀隆君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいま委員長から報告がありましたように、本案にはお手元に配付しておりま

すように修正案が提出されております。この議案につきましては、議員全員により

ます審議を行っています。よって、質疑を省略し、これより議案第70号修正案の討

論に入ります。 

 まず、修正案賛成の方の発言を許します。 

 12番本田芳枝議員。 

◎１２番（本田芳枝君） 

 この修正案を含めて、全て総合計画に関する審議、あるいはその過程におけるこ

とに一議員として参加できたことを心からうれしく思っております。 

 ちょうど10年前に私は議員となって、前の第４次総合計画とともに歩いてきた世

代です。当初はいろんなわからないことばっかりでしたけれども、後期の基本計画

は今の予算の施策にその施策体系が全て予算にひもづいているということで、とて

も仕事のしやすい、けれどもむしろ職員の方には厳しい内容の総合計画ではなかっ

たかと思います。それを引き継いだ形で今後これをなさるということで本当にうれ

しく思っていますが、実は修正の段階で総合窓口を設置するということを入れてい

ただきました。これは、先ほどの男女共同参画の条例案の中でも、９月に提案され

た時点ではそれがなかったんですね。それで、総務常任委員会の中では本当にみん

なが一生懸命そのことを審議して、どうしても必要ということで入れるようになっ

たんですけれども、これが入りました。ところが、昨日地方創生の報告では、もう

既に提案された中に総合窓口の設置というのがございました。こういう流れから見

ると、国の流れ、世の中の流れでこのことが非常に必要だということが痛切に感じ
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られて、施策を今からされていくに当たって、本当にいろんな意味でこの総合計画

を大事に、しかも今日修正を加えられたところも特に力を入れて、ご一緒に頑張っ

ていきたいと思って、私の賛成討論といたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、修正案反対の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、修正案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、修正案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第70号修正案を採決いたします。 

 本案に対する総合計画特別委員会委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 全員賛成であります。よって、議案第70号修正案は可決いたしました。 

 次に、修正議決した部分を除く原案第70号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第70号原案を採決いたします。 

 本案に対する総合計画特別委員会委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 



- 205 - 

◎議長（進藤啓一君） 

 全員賛成であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決いたしました。 

 議案第71号粕屋町税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 山𦚰総務常任委員会委員長。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 登壇） 

◎総務常任委員長（山𦚰秀隆君） 

 続きまして、総務部収納課所管であります議案第71号は、粕屋町税条例等の一部

を改正する条例についてでございます。付託を受けました総務常任委員会での審議

の経過と結果につきましてご報告いたします。 

 平成27年３月31日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律の規定に基

づき、本年６月議会定例会におきまして専決処分についてで承認いたしました事項

以外の徴税における猶予制度等についての見直し、またマイナンバー制度の関係省

令が平成27年９月30日に公布されたことに伴い、所要の規定を整備するものでござ

います。 

 主な改正は、納税者の負担の軽減を図るとともに早期かつ的確な納税の履行を確

保する観点から、納税者の申請に基づく換価の猶予制度、つまり事業の継続または

生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときなど、滞納

処分による財産の換価の猶予が認められる制度を創設すること、及び担保の徴収基

準等を条例で定めることとされたことから改正するものであります。 

 また、マイナンバー制度が導入されたことに伴い、納付書等に法人番号を記載す

ることとされていたため、既に改正を行っておりましたが、その後、地方税法施行

規則等の改正により法人番号は記載しないこととされたため、条文の改正等を追加

を行うものであります。 

 なお、施行日は、猶予制度については平成28年４月１日から、マイナンバー制度

の導入にかかわるものは公布の日からとするものであります。 

 当委員会で慎重審議いたしました結果、全員の賛成をもって原案どおり可決すべ

きことと決しましたことをご報告いたします。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 
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 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより議案第71号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第71号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 全員賛成であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決いたしました。 

 議案第72号粕屋町債権管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 山𦚰総務常任委員会委員長。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 登壇） 

◎総務常任委員長（山𦚰秀隆君） 

 続きまして、総務部収納課所管であります議案第72号は、粕屋町債権管理条例の

一部を改正する条例についてでございます。付託を受けました総務常任委員会での

審議の経過と結果につきましてご報告いたします。 

 本議案は、社会保障・税番号制度の導入により粕屋町特定個人情報保護条例が平

成27年10月５日に施行されたことに伴い、粕屋町債権管理条例においても特定個人

情報の適正な取り扱いの確保のため、町の債権の管理に関する処理について特別の

定めがある場合を除く法令等及び債権にかかわる情報利用の要件に粕屋町特定個人

情報保護条例を追加するものでございます。 

 当委員会で慎重に審議いたしました結果、賛成多数をもって原案どおり可決すべ

きことに決しましたことをご報告いたします。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 
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 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより議案第72号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 ４番川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 議案第72号と74号に関しては、マイナンバー制度につながる条例の改正でありま

す。詳しくは74号で反対理由を述べますが、72号に関しても特定個人情報保護制

度、マイナンバー制度に通じておりますので、国民に対する統制が行われてくるお

それもあり、74号で詳しく理由を述べる点を勘案しまして反対といたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第72号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決いたしました。 

 議案第73号粕屋町消防団条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 
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 山𦚰総務常任委員会委員長。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 登壇） 

◎総務常任委員長（山𦚰秀隆君） 

 続きまして、総務部協働のまちづくり課所管であります議案第73号粕屋町消防団

条例の一部を改正する条例の制定についてであります。付託を受けました総務常任

委員会の審議の経過と結果につきましてご報告いたします。 

 今回の改正は、消防団員の確保を図るため、女性消防団員を粕屋町でも導入する

ことを目的とするものであります。改正の主な内容は。女性消防団員の導入に伴い

定員を213名から220名へと７名増員するとともに、手当の支給区分に新たに啓発を

加えるものであります。当面は分団に所属せず、班として主に啓発活動に従事いた

します。 

 当委員会で慎重に審議いたしました結果、全員賛成をもって原案どおり可決すべ

きことに決しましたことをご報告いたします。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより議案第73号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第73号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 



- 209 - 

 全員賛成であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決いたしました。 

 議案第74号粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 山𦚰総務常任委員会委員長。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 登壇） 

◎総務常任委員長（山𦚰秀隆君） 

 続きまして、総務部総務課所管であります議案第74号は、粕屋町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてであります。付託を受けまし

た総務常任委員会の審議の経過と結果につきましてご報告いたします。 

 平成25年５月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律、いわゆる番号法、通称マイナンバー法が公布され、平成28年１月１日か

ら社会保障、税、災害対策分野の行政手続において個人番号を利用した事務が開始

されます。個人番号の利用及び特定個人情報を提供することができる事務は番号法

に定められておりますが、このほかにも町において多様な事務を実施しております

ので、番号法第９条第２項及び同法第19条第９号の規定に基づき、個人番号の利用

及び町の他の執行機関への特定個人情報の提供等を行う事務及び特定個人情報を規

定し、住民の利便性向上及び行政事務の効率化を図るため、本条例を制定するもの

であります。 

 当委員会で慎重に審議いたしました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決す

べきことに決しましたことをご報告いたします。 

（総務常任委員長 山𦚰秀隆君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより議案第74号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 ４番川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 



- 210 - 

 反対討論を申し上げます。 

 議案第74号は、マイナンバー制度に関する議案であります。この番号法第９条２

項では、社会保障、地方税、また防災に関する事務、その他これらに類いする事務

であって、条例で定める事務の処理において必要な限度で個人番号を利用すること

ができるとされています。つまり、行政の事務の合理化が優先されています。 

 しかし、これを国民の方面から見るとどうでしょうか。皆さんもご存じでしょう

が、日本年金機構では今年５月、125万件もの個人情報が流出する事件が発生しま

した。それで、マイナンバーとつなげる作業は完全に今ストップしています。現在

は、年金請求の際に住民票を提出するときは番号を記載しないようにと呼びかけて

いるそうです。年金の支給額を知りたいならば、毎年来る年金振り込み通知書を見

ればわかります。厚生労働省は、医療分野だけマイナンバーから独立させ、医療等

ＩＤという別の番号を発行する予定だそうです。 

 マイナンバー制度推進を統括する浅岡孝充、ちょっと長いんですが、内閣官房社

会保障改革担当室参事官補佐は次のように述べています。端的に言えば、個人番号

カードというものは、そもそも持ちたくない人はつくらなくても問題ありません

と。持っていなくても行政サービスから除外されるということはありません。従来

どおりの手続を踏めば変わらない生活を送っていただけますと、政府そのものが保

障しています。 

 このように、あくまでも政府の都合だけで始める制度に、初期投資だけでも約

2,700億円、ランニングコストは毎年200から300億円かかるそうです。そんな金が

あるなら、もっと使うべきところがあるんじゃないでしょうか。個人情報は民間と

の共同使用にもなるそうです。漏れることはもう濃厚です。危険な制度です。 

 以上の理由により、この74号議案には反対します。 

 以上。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 
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 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第74号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、議案第74号は原案のとおり可決いたしました。 

 議案第75号粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とい

たします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 長建設常任委員会委員長。 

（建設常任委員長 長 義晴君 登壇） 

◎建設常任委員長（長 義晴君） 

 建設常任委員会に付託を受けました議案第75号の審議の経過と結果につきまして

ご報告いたします。 

 議案第75号は、粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 この案件は、国及び県が地価の変動による都市間の格差を是正するために、平成

25年11月15日に道路法施行令の一部を改正する政令が公布され、国道に係る占用料

金等が改定になり、平成26年４月１日より施行されております。また、これを受け

て福岡県におきましても県道に係る占用料金等が改定になり、平成27年４月１日よ

り施行されております。そのため、粕屋町におきましても道路法施行令の一部を改

正する政令に準じて道路占用料金を改正するものであります。この改定により、平

成26年度道路占用料金で計算しますと、改定前が約810万円に対し改定後が約880万

円となり、約70万円の増額となります。 

 建設常任委員会において慎重に審議をいたしました結果、全員の賛成でもって原

案のとおり可決すべきことに決しましたことをご報告いたします。 

 以上です。 

（建設常任委員長 長 義晴君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（声なし） 
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◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより議案第75号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 ９番田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 私は、この粕屋町道路占用料金徴収料の一部を改正する条例について、反対討論

を行います。 

 私が反対する理由について述べたいと思います。その理由は、前回改定されまし

た25年３月議会のときには、九電の電柱の値下げがあったのにもかかわらず、看板

などの値上げが料金として出されるということで反対いたしました。今議会で提出

されてる条例の改正では、九電の値上げはわずか。しかし、看板は倍近くの値上げ

がなされておる。この値上げ率は不公平だと思います。大きなもうけをしている九

電電柱の値上げをすべきでありますが、25年３月から見ても九電の電柱の使用料は

下げられております。このことは、新旧対照表を見ると明らかでした。25年３月時

点と今年度を比較してみますと、今述べましたが、電柱第１種は25年３月前

770円。560円に改正され、210円値下げされました。今回610円で50円値上げになり

ましたけど、先ほど言いましたように25年３月から比べると160円の料金が下がっ

たままであります。第３種の電柱を見たら1,600円が1,200円になって400円下がり

ました、前回。今回1,300円になったんですが、100円上がったんですけど、25年３

月から比べると300円下がったままです。 

 一方、看板とかなどの料金については、表示面積１メートルにつき１カ月、前回

改正のときは110円が200円、プラス90円上がりました。今回はさらに180円上がっ

て380円であります。25年から比べてみても、プラス270円という状況になっており

ます。その他の占用使用料の看板の件では、1,100円だったのが25年３月が2,000円

になって900円上がりました。今回は1,800円上がって3,800円。25年に比べてみて

も700円上がっております。広告等でも前回から今回を比べて1,800円、3,800円に

なっております。 

 このように、もうけている九電と比べてみても、この看板などを含めての使用料

の値上げが尐ないというふうに思います、値上げ率がですね。この点から見ても、

私は今回の値上げが料金徴収という点からも必要なものということであるとするな

らば、私はこの九電に対する値上げも同程度の率にして値上げをすべきでありま

す。値下げをするという企業のこの占用使用料についてだけを優遇するようなやり

方というのには反対をいたします。 
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 以上で今回の道路使用料徴収についての条例の一部を改正する条例について反対

といたします。 

 以上です。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第75号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、議案第75号は原案のとおり可決いたしました。 

 議案第76号平成27年度粕屋町一般会計補正予算についてを議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 久我予算特別委員会委員長。 

（予算特別委員長 久我純治君 登壇） 

◎予算特別委員長（久我純治君） 

 予算特別委員長の報告をいたします。 

 議案第76号平成27年度粕屋町一般会計補正予算について付託を受けました予算特

別委員会の審議の経過と結果についてご報告いたします。 

 なお、審議の結果につきましては、議員全員によります審議でございますので、

要点のみご報告いたします。 

 今回は、既定の予算に歳入歳出それぞれ２億36万5,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額を134億3,772万1,000円とするものであります。 

 歳入の主なものとしましては、17款繰入金を5,980万3,000円、19款諸収入を
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9,752万円、20款町債を4,320万円それぞれ減額するものであります。 

 続きまして、歳出の主なものとしましては、初めに総務部では、経営政策課所管

の歳出補正は１億370万円の減額であります。主なものといたしましては、12款起

債の利子償還金を利率の確定により941万円、公共施設整備基金を9,222万円減額す

るものであります。総務部所管の歳出補正は190万8,000円の減額であります。これ

は２款選挙管理委員会事務費で、公職選挙法の改正により来年度選挙権が18歳以上

に引き下げられることに伴い、選挙システムを改修するために委託料を増額するも

のであります。協働のまちづくり課所管の歳出補正は、200万円の減額でありま

す。消防団等運営事務費のうち、平成26年２月の消防団装備準備一部改正による活

動服の仕様変更に伴い行われた団員活動服の入札執行残として消耗品費200万円を

減額するものです。次に、教育委員会ですが、学校教育課所管の歳出補正は

9,782万4,000円の減額であります。主なものとしましては、小・中学校施設整備事

業のうち福岡東環状線整備の遅れに伴う粕屋西小学校プール移転設計委託料の減額

のほか、工事請負金等による不用額9,782万4,000円を減額するものです。社会教育

課所管の歳出補正は361万5,000円の減額であります。主なものといたしましては、

生涯学習センター管理運営事業の施設整備工事に伴う不用額170万円の減額、社会

体育事業での郡民体育大会の中止や粕屋東中学校ナイター設備改修工事等による不

用額102万8,000円を減額するものです。 

 次に、住民福祉部ですが、総合窓口課所管の歳出補正は約77万9,000円の増額で

あります。内容は、社会保障個人番号制度の開始に伴うもの及びひとり親家庭医療

費助成事業の医療費の増額であります。健康づくり課所管の歳出補正は73万

3,000円の減額であります。その内容は、健康センター空調機更新工事の入札執行

残を減額するものです。 

 最後に、都市政策部ですが、地域振興課所管の歳出補正は282万円の増額であり

ます。主なものといたしましては、農業振興費の地域要望などの工事請負費500万

円を増額し、戸原古屋敶五堰改良工事計画変更に伴う県負担金150万円を減額する

ものであります。 

 以上のとおり、各課にわたり慎重に審議いたしました結果、全員賛成で原案のと

おり可決しましたことを、決しましたことを報告して終わります。 

（予算特別委員長 久我純治君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 この議案につきましては、委員長の報告のとおり議員全員によります審議を行っ

ております。よって、質疑を省略し、これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 
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（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第76号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、議案第76号は原案のとおり可決いたしました。 

 議案第77号平成27年度粕屋町水道事業会計補正予算についてを議題といたしま

す。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 久我予算特別委員会委員長。 

（予算特別委員長 久我純治君 登壇） 

◎予算特別委員長（久我純治君） 

 続きまして、予算特別委員会に付託を受けました議案第77号の審議の経過と結果

につきましてご報告いたします。 

 議案第77号は、平成27年度粕屋町水道事業会計補正予算についてでございます。

この案件は、水道施設運転維持管理事業委託の委託期間満了に伴い、平成28年度か

ら平成32年度までの５カ年間同業務委託を行うことに当たり、限度額３億1,370万

円の債務負担行為を設定するものであります。 

 予算特別委員会において慎重に審議しました結果、全員の賛成をもって原案のと

おり可決すべきことに決しましたことを報告いたします。 

（予算特別委員長 久我純治君 降壇） 

◎議長（進藤啓一君） 

 この議案につきましても、議員全員によります審議を行っております。よって、

質疑を省略し、これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 
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 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第77号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタンを押してく

ださい。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 全員賛成であります。よって、議案第77号は原案のとおり可決いたしました。 

 発議第５号粕屋町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題といたし

ます。 

 これより発議第５号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 ４番川口議員。 

◎４番（川口 晃君） 

 反対討論を申し上げます。 

 まず、粕屋町の議員定数は何人まで許されるのでしょうか。地方自治法では第

91条で人口規模に忚じて定められています。粕屋町の人口は約４万5,000人ですか

ら、地方自治法91条の２の５、人口２万以上の町村は26人の規定により、最大で

26人の議員定数にすることができます。そうすると、老若男女、多様な職業の人た

ちが議員に進出してくるでしょう。町民の多様な意見や要望が議会に反映されるこ

とでしょう。今より民主的な議会になることは歴然たる事実です。 

 次に、常任委員会とは何でしょうか。地方自治法の第109条で規定しています。

１から９項まであり、その役務等を定めています。２項で、議員は尐なくとも１の

常任委員となるものとし、ずっと続いて云々となっておりますが、とされており、

２以上の常任委員となることもできますが、その方法は示されていません。また、

常任委員会の仕事、権能は４項において、当該普通地方公共団体の事務に関する調

査を行い、議案、陳情を審査するとなっています。110条で特別委員会が規定され

ていますが、特別委員は議会において選任しとなっており、特別委員会と比べて常

任委員会は１段高い規定だということは明瞭に認識できます。 

 そういう意味では、どの議員もこの常任委員会でこそ町民の期待に忚える働きを

しなければならないことは第１条件であります。 
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 この発議５号は、この基本的なことを見失っているのではないかと思います。議

員一人一人は平等の権利を持っていることは自明の理です。この平等の権利を公平

に割り振ることこそが民主主義にかなうのではないでしょうか。そういう意味で

は、この発議は議員の平等の権利が公平に機能しない定義であると思います。地方

自治法の109条の２の規定では、解釈の仕方によっては１人の議員だけでも３の常

任委員会に所属しても可能だということも考えられます。これでは、町民から見る

と不思議な議会の構成だと思われてしまいます。２常任委員会に所属することが可

能なら、全議員が２常任委員会に所属する発議にしなければなりません。町民の要

求、福祉や教育や住民生活の向上のための財源を、国の財政が厳しいからとの理由

で増額させないため、議員がまず身を切ろうというパフォーマンス的な行為で議員

定数が減らされてきました。その結果、こうした矛盾を発生させ、議会運営の困難

さを生じさせたものと私は思います。１常任委員会を７から８名の委員会にしたい

のなら、それにふさわしい定数にすればこの問題は解決します。 

 以上の理由により、この発議第５号には反対します。 

 以上。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案反対の方の発言を許します。 

 ９番田川議員。 

◎９番（田川正治君） 

 粕屋町町議会委員会条例の一部を改正する条例については、今議会の開会のとき

に発議を出された内容でありますけど、そのときに私はこの複数制の８人以内とい

うのは任意でというのが含まれるのかということについては、委員長の答弁ありま

せんでした。先日全員協議会で、このことについても私は質問をいたしました。今

回のこの条例の内容というのは、５人の各常任委員会を８人以内にするということ

であります。そういうことからいえば、各３人ずつ加えて８人以内という内容は、

町民から選出された議員の権利が不平等に扱われるということにつながるものと思

います。 

 現行では、15人の議員がそれぞれ各常任委員会に平等に所属することができま

す。今回提案されている条例の改正では、任意で所属できる議員の枞は３常任委員

会３人ずつしかできません。９人であります。15人議員がいますので、そのほかの

６人は所属できなく、この常任委員会制度の中から排除されるということになりま
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す。本来議員の権利として保障されている常任委員会に所属すること、このことが

壊されると。侵害されることになります。２常任委員会に所属した議員が、１常任

しか所属できなかった議員の倍の権利を与えられる。どこにも所属できなかった６

人の議員は、２分の１しか権利を行使できない、このような内容になると思いま

す。議員の権利としては、本会議場、各常任委員会の権利が保障されて、町民の意

見を、要望、要求を取り入れる。そして公平にするというのが私たち議員の役割で

あると思います。 

 例えば、ある常任委員会に５人の議員が任意で所属したいと希望を出しても、２

人がはみ出します。また、ある常任委員会に誰も任意で所属を希望しないというこ

とさえ生まれると思います。さらには、現在３常任委員会が同時に会議がされてお

りますが、任意で複数の常任委員会に所属した議員が会議に出席するということに

なれば、常任委員会の日時調整が必要になってきます。終了時間を事前に決めて会

議を運営するということはできると思いますが、例えば昼までに常任委員会を終了

したところ、あと一つ所属している常任委員会は夕方までかかったとするならば、

終了するまで待たなければなりません。逆のことも出てきます。所属している常任

委員会が夕方までかかった場合は、あと一つ所属している常任委員は昼までに終了

せねば会議に出席できない、このような事態も生まれます。 

 今回の条例の改正の目的は、それぞれの常任委員会の人数が５人では尐ないとい

うこと、建設委員会が４人だったということからも端を発しているようでありま

す。議案の審議などで議論が深まらない、所管の担当との関係などが言われており

ます。だから、このことをなくすために複数の常任委員会に所属することでいろん

な勉強ができるし、このことが求められてるということを改正する目的としても言

われております。しかし、私は現在の５人の常任委員会でも、所管の各課の制度な

どをもっともっと勉強して、そして国や県などの制度との関係でも必要なものを町

に取り入れていく、学ぶことが大いにあると思います。所属していない常任委員会

の所管のことや職員などに聞いて資料をもらう、また県や国などの資料も収集し

て、視察などでいろんなことを学ぶ、調査能力を高めていく、このことを行えばい

いと思います。 

 粕屋町議会では５人以上の常任委員会にすべきというのも一つの理由として出て

おりますが、久山町では議員定数10人で２常任委員会、定数５人です。ですから、

私は久山町と同じ５人でいいということを言っておるのではありません。先ほど川

口議員も言われましたが、人口の伸び率から見ると、これから人口が増えて減尐す

ることなく25年、2040年まで続くということが資料でも出ております。これは、先

日粕屋医師会との懇談会のときにもらった資料、国立社会保障・人口問題研究所が
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示した人口統計の推移があります。糟屋地区は、粕屋町都心部以外は減尐すること

もあるけど、しかし粕屋町都心部は増え続けるということの資料であります。先

日、全員協議会でいただいた経営政策課の資料でも、15年後には５万4,500人にな

るという将来推計が出ておりましたし、５年後には４万9,000人ということも出て

おります。 

 このような人口増加している我が町で、粕屋町の議員定数は当然ながら増やして

いくことが必要だと思います。議員必携でも、定数の上限規定は撤廃されても多様

な民意を反映するためには一定数の議員数が不可欠であることは変わりがなく、今

後も地域の特性など十分配慮しつつ、慎重に対忚していくことが必要であると、こ

のように記述されております。上限定数改正前の定数規定では１万人未満でも

18人、２万人以上は26人、このように規定されておりました。粕屋町でも、当面人

口増の状況から見ても、議員定数をふやすことこそ求められておると思います。 

 よって、今回提案されております常任委員会の任意性による８人以内の議員数に

する発議５号には反対をいたします。 

 以上。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

 ２番中野議員。 

◎２番（中野敏郎君） 

 まだ１回の定例会しか参加してないんですけど、私何か、今回参加しながらいろ

んなことを思ったんですけど、今私は建設常任委員会のほうに参加してるんですけ

ど、いろんな会合の中でというか、先輩議員のほうからは、建設は以前は花のって

いうんですかね、常任委員会だった。要するに審議する内容というのが結構あった

というんでしょうかね。ただ、最近はこども館にしろ給食ですか、そういうのは別

途の世界で審議されているというんですか、そんな中で建設的な内容とかというの

も抜けてるんではないんかというふうなことを思ったりします。そういうふうな意

味合いから言ったらというんですか、自分の意思でっていうんですか、これ参加す

るというふうな方向ですので、２つ入ってもいいんじゃないかというふうな思いを

持ちます。 

 なので、この議案に対して賛成いたします。 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案反対の方の発言をします。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 
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 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより発議第５号を採決いたします。 

 賛成の議員は賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 賛成多数であります。よって、発議第５号は原案のとおり可決いたしました。 

 発議第６号粕屋町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたしま

す。 

 これより発議第６号の討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより発議第６号を採決いたします。 

 賛成の議員は賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（進藤啓一君） 

 全員賛成であります。よって、発議第６号は原案のとおり可決いたしました。 

 請願第３号「尐人数学級推進」、「義務教育費国庫負担制度拡充」を国の関係機

関に求める意見書提出に関する請願を議題といたします。 

 請願第３号に対する総務常任委員会委員長からの報告は採択であります。 

 請願第３号は採択とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、請願第３号は採択とすることに決しました。 

 陳情第１号公契約に関する基本条例の制定を求める陳情書を議題といたします。 

 陳情第１号に対する総務常任委員会委員長からの報告は採択であります。 

 陳情第１号は採択とすることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、陳情第１号は採択とすることに決しました。 

 お諮りいたします。請願、陳情書にかかわる草案につきましては、事務局と協議

作成の上、関係機関に提出したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、請願、陳情書につきましては、事務局と協議作

成の上、関係機関に提出することに決定いたしました。 

 町長から発言の申し出があっておりますので、これを認めます。 

 どうぞ。 

◎町長（因 辰美君） 

 平成27年第４回粕屋町議会定例会の閉会に当たりまして、自席からではございま

すが、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今回２人の新たに議員をお迎えいたしまして、去る12月４日に開会されました今

定例会におきまして提案を申し上げました９議案につきまして、いずれも議決をい

ただき、まことにありがとうございました。会期中にいただきましたご意見等々に

十分留意いたしまして、これからの行財政運営に努めてまいりたいと思います。 

 また、給食センターの問題は喫緊の課題でございます。最後までご審議賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 いよいよ年末が近まりました。議員の皆様にはお体に留意され、来年が輝かしい

年になりますようお祈り申し上げ、12月定例会の閉会の挨拶とさせていただきま

す。本日は、まことにありがとうございました。 

◎議長（進藤啓一君） 

 これをもって本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。よ

って、平成27年第４回粕屋町議会定例会を閉会いたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（進藤啓一君） 

 ご異議なしと認めます。よって、平成27年第４回粕屋町議会定例会を閉会いたし

ます。 

（閉会 午前10時39分） 
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